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  本手引について 

  本手引は各規程の要点をわかりやすく整理したものです。計画書作成等の実務に際して疑義がある場合は、

各規程の条文を参照するほか、問合せ先に確認してください。 

  本手引の掲載内容は令和７年４月１日以降に建築物環境計画書を提出する建築物に適用します。これより前

に建築物環境計画書を提出した建築物について変更届、完了届等を提出する場合は従前の例（計画時の指針、

様式等）によりますので、『東京都建築物環境計画書作成の手引』の各版をご覧ください。 
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第１ 建築物環境計画書制度の概要 

 １ 制度の目的 

   この制度は、一定規模以上の建築物の建築主に建築物環境計画書の提出等を義務付け、各建築主の提出した計画書

等の概要を東京都のホームページで公表することにより、建築主に環境に対する自主的な取組を求めること、環境に

配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成を図ること等を目的としています。 

 

 ２ 制度の根拠となる法令等 

  （１）「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12年 12月 22日東京都条例第 215号。以下「条例」

という。） 

  （２）「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則」（平成13年３月９日東京都規則第34号。以下「規

則」という。） 

  （３）「東京都建築物環境配慮指針」（令和５年５月２日告示第639号。以下「配慮指針」という。） 

  （４）「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第９条の３第２項及び同条第５項から第７項までの 

規定により知事が別に定める事項等」（令和５年東京都告示第1077号。以下「再生可能エネルギー利用設備設 

置基準」という。） 

  （５）「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第９条の４第２項の規定により知事が別に定める事 

項」（令和５年東京都告示第1078号。以下「電気自動車充電設備整備基準」という。） 

  （６）「東京都マンション環境性能表示基準」（令和２年２月28日東京都告示第222号） 

  （７）「東京都環境性能評価書作成基準」（令和２年２月28日東京都告示第223号） 

 

   なお、本手引では作成者にとってわかりやすく解説するため、配慮指針別表第１における「細区分」を「評価項目」

と読み替えます。 

 

 ３ 対象となる建築主 

   延べ面積が2,000㎡以上の建築物の新築、増築又は改築（以下「新築等」という。）を行おうとする建築主は建築物

環境計画書等の提出が義務付けられています。また、延べ面積2,000㎡未満の建築物の新築等を行う場合であっても、

任意で建築物環境計画書等を提出することができます。なお、その場合、延べ面積が2,000㎡以上の建築物の新築等

と同様に手続を行います。 

   本手引の掲載内容は令和７年４月１日以降に建築物環境計画書を提出する建築物に適用します。これより前に建築

物環境計画書を提出した建築物について変更届、完了届等を提出する場合は、「東京都建築物環境計画書作成の手引」

の各版をご覧ください。 

 

 ４ 必要な手続 

   主な手続は、以下の（１）から（５）までです。 

  （１）建築物環境計画書の提出（条例第21条） 

  （２）変更の届出（条例第22条） 

  （３）工事完了の届出（条例第23条） 

  （４）マンション環境性能表示の届出（条例第23条の３） 

  （５）環境性能評価書交付の届出（条例第23条の４） 

 

 ５ 制度強化に係る措置義務及び設置義務 

  （１）省エネルギー性能基準(条例第20条の２)   ＜断熱・省エネ性能の措置義務＞ 

建築物環境計画書の提出者のうち延べ面積2,000㎡以上の建築物（以下「特定建築物」という。）の新築等を行

う建築主（以下「特定建築主」という。）は、以下を満たすことが義務付けられています。ただし、建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律（以下「建築物省エネ法」という。）第18条（適用除外）に該当する建築

物又はその部分は対象になりません。 

    【基準の値】 

     ・建築物の熱負荷の低減に関する基準 
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     ＜住宅の用途＞ 

      外皮平均熱還流率（以下「UA値」という。）が0.87以下。又は、住宅仕様基準に適合。 

     ＜住宅以外の用途＞ 

      建築物の熱負荷の低減に関する基準(BPI)が 1.0 以下（住宅及び工場等を除く用途の床面積の合計が高い開

放性を有する部分を除き2,000㎡以上である場合） 

     ・設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準 

     ＜住宅の用途＞ 

      設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準(住宅用途BEI)が1.0以下。又は、住宅仕様基準に適合。 

＜住宅以外の用途＞ 

      設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準(非住宅用途 BEI)が病院等、飲食店等又は集会所等の用

途の場合、0.85以下、事務所等、ホテル等、百貨店等又は学校等の用途の場合、0.8以下、工場等の用途の

場合、0.75 以下 (住宅を除く用途の床面積の合計が高い開放性を有する部分を除き 2,000 ㎡以上である場

合) 

 

   （２）再生可能エネルギー利用設備設置基準(条例第20条の３)   ＜設置義務＞ 

特定建築主は、特定建築物（規則で定める種類の建築物を除く。）及びその敷地について、太陽光発電設備等 

の再生可能エネルギー利用設備の設置が義務付けられています。 

【基準の値】 

・設置基準容量(kW) 

＝建築面積(㎡) × 設置基準率５％ × 0.15(kW/㎡) 

ただし、設置可能面積＜建築面積×５％の場合  

＝設置可能面積(㎡) × 0.15(kW/㎡) 

※設置可能面積は、建築面積から緑化や日影等の面積を除外した面積 

（設置基準の下限・上限容量） 

延床面積 ２千～５千㎡ ５千～１万㎡ １万㎡～ 

下限容量 ３kW ６kW 12kW 

上限容量 ９kW 18kW 36kW 

 

（３）電気自動車充電設備整備基準(条例第20条の４)  ＜設置義務＞ 

特定建築主は、特定建築物について、駐車場設置台数が一定以上の建物に対し、充電設備や配管等の整備を義 

務付けられています。 

【基準の値】 

・専用駐車場においては、５以上の区画の駐車場を設ける場合、区画の20％以上に充電設備を整備（上限10台）、

区画の50％以上に配管等整備（上限25台） 

・共用駐車場においては、10以上の区画の駐車場を設ける場合、1区画以上に充電設備を整備（上限無し）、 

区画の20％以上に配管等整備（上限10台） 
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 ６ 届出フロー（標準的なケースを示しています。） 

 

図１ 建築物環境計画書等の届出フロー 
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第２ 建築物環境計画書の提出 

建築物の新築等を行おうとする建築主は、配慮指針に基づき建築物の環境への配慮のための措置を講じる必要があり

ます。さらに、特定建築主は、取組状況の評価等を示した「建築物環境計画書」（添付書類を含む。）を作成し、知事に

提出することが義務付けられています（建築物省エネ法第 18 条（適用除外）第２号及び第３号に該当する建築物は対

象外）。令和７年４月１日以降に建築物環境計画書を提出する建築物は、WEB上（建築物環境計画書制度システム※）で

作成、提出する仕組みに変更されます。これまでの提出方法と異なりますのでご注意ください。WEB提出が困難な場合

には、事前にご相談いただくことで、窓口での提出等の対応について検討させていただきます。なお、記載方法につい

てのご相談や提出前の事前相談等で来庁される際は、ご予約をお願いします。 

※建築物環境計画書制度システム：https://green-building-pgm.metro.tokyo.lg.jp/KSA00101 

（参考） 

建築主は必要に応じて本制度への提出とは別に、建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画を所管

行政庁等（東京都都市整備局・各区市建築指導担当・登録建築物エネルギー消費性能判定機関）へ提出する必要があり

ます。詳しくは所管行政庁等へお問い合わせください。 

 

 １ 建築物環境計画書（計画時）の作成・提出に必要な図書等 

  （１）建築物環境計画書の様式と添付書類 

     様式はWEB上（建築物環境計画書制度システム）で入力することで各種届出書を作成することができ、作成後

にWEB上の操作により東京都への提出を行うことができます。提出に際し、入力した様式を出力する必要はありま

せん。なお、東京都の審査終了後に必要に応じて、計画書等のPDF出力が可能になります。 

    なお、作成のWEB入力化に伴い、根拠資料等の提出についても、原則としてWEB上にPDF化した資料を登録して

いただくことになります。円滑な審査のため、評価を行った根拠となる箇所について、マーカーや枠囲み等で印を

つけるとともに、キャプション等により補足説明を記載した上で、資料を登録していただくようお願いします。 

 

 

 

図２ 添付資料への補足説明の記載方法（参考例） 

 

【様式】 

ア 建築物環境計画書提出書 （規則別記第３号様式） 

イ 建築物環境計画書 （規則別記第３号様式の２） 

ウ 取組・評価書 （住宅用途：配慮指針別記第１号様式、住宅以外の用途：配慮指針別記第２号様式） 

エ 再生可能エネルギー調達計画書（再生可能エネルギー利用設備設置基準別記様式） 

オ 電気自動車充電設備整備計画書（電気自動車充電設備整備基準別記様式） 

※アについて、延べ面積が2,000㎡未満の任意提出者は建築物環境計画書任意提出書（規則別記第３号様式の３）

https://green-building-pgm.metro.tokyo.lg.jp/KSA00101
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に読み替えます。 

 

建築物への環境配慮の取組には、建築主の取組意思が極めて重要です。そのため、取組・評価書に示す環境配 

慮の４分野において、評価項目ごとにどの程度の取組を行うのか、環境配慮の取組意思を設計者に伝え、具現

（図面、仕様書等の設計図書）化していく必要があります。 

＜建築主の取組意思を示す書類の想定＞ 

 ・基本計画（建築要件整理）書  

・設計図書一式（特記仕様書、図面等） 

・施工計画書もしくはこれに類する発注者（建築主）の仕様等決定にかかる意思確認書類  

 

【添付書類】 

ア チェックシート 

取組・評価が配慮指針に掲げる基準に適合していることを示す図書について明らかにします。このチェック

シートの参考となる様式を建築物環境計画書制度システムに掲載していますのでご利用ください。 

イ 配置図・基準階平面図・断面図及び立面図 

取組・評価書に記載された内容の確認のために各階平面図の添付をお願いします。 

ウ 取組・評価書での評価内容が確認できる図書（図面、仕様書、設計概要書等） 

当該建築計画において、各評価項目について取り組んでいる内容を確認できる図書を添付してください（取

組を行っていない場合は添付不要）。詳細は第３章の各項目をご覧ください。 

エ 建築物エネルギー消費性能確保計画（案） 

建築物環境計画書では一部の取組・評価の確認において「建築物エネルギー消費性能確保計画（以下「確保

計画」という。）」または「建築物エネルギー消費性能向上計画（以下「向上計画」という。）」の情報を活用す

ることで提出書類の合理化を図っています。趣旨をご理解頂き、確保計画または向上計画（案）（WEBプログラ

ム及び外皮計算プログラム（住宅）等の計算結果を含む。）を添付していただくようお願いします。（計算プロ

グラムについては、本章第４もご確認ください。） 

オ エ以外の取組・評価書での評価内容が確認できる許認可の届出書等の写し 

（例）住宅性能評価が確認できる書類、緑化計画書の写し、雑用水利用・雨水浸透計画書の写し、雨水処理

関係の協議書（計画書）の写しなど。 

 

 （２）提出の時期等 

【提出時期】 

建築基準法の確認申請等の日又は認定申請の日のいずれか早い日までにご提出いただく必要があります。 

 

 ２ 建築物環境計画書の変更の届出 

建築主は当該計画において条例及び規則で定める次の（１）に示す事項の変更を行う時は、その旨を知事に届け出

ることが義務付けられています。 

このほかの変更は原則変更届の対象ではありませんが、詳細はお問い合わせください。 

 

  （１）届出が必要な変更事項 

ア 建築物等の概要（条例第21条第３号）の変更 

主たる用途の変更又は各用途の床面積のいずれかが新たに2,000㎡以上になる場合は変更届が必要です。（そ

の他の変更は、マンション環境性能表示に変更が生じない場合には任意届出） 

イ 環境への配慮のための措置の内容（条例第21条第４号）の変更 

環境への配慮のための措置の内容を変更又は取り止めることにより、環境配慮の程度が下がる場合は変更届

が必要です。 

新たに環境への配慮のための措置を実施する場合や措置の内容を変更することにより、環境への配慮の程度

が同等以上になる場合は、変更届は必須ではありません。（ただし、マンション環境性能表示が変更になる場合

は変更届が必要）。 
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ウ 環境への配慮のための措置の取組状況の評価（条例第21条第５号）の変更 

エ 省エネルギー性能基準への適合状況（条例第21条第６号）の変更 

オ 再生可能エネルギー利用設備設置基準への適合状況（条例第21条7号）の変更 

カ 電気自動車充電設備整備基準への適合状況（条例第21条８号）の変更 

 

  （２）建築物環境計画書の変更の届出の様式及び添付書類 

   【様式】 

ア 建築物環境計画書変更届出書 （規則別記第４号様式） 

イ 建築物環境計画書 （規則別記第３号様式の２） 

ウ 取組・評価書 （住宅用途：配慮指針別記第１号様式、住宅以外の用途：配慮指針別記第２号様式） 

エ 再生可能エネルギー調達計画書（再生可能エネルギー利用設備設置基準別記様式） 

オ 電気自動車充電設備整備計画書（電気自動車充電設備整備基準別記様式） 

 

※アについて、「変更内容」の欄を別紙にする場合は、別紙もご提出ください。 

※イ、ウ、エ、オは、変更内容を反映したものをご提出ください。 

 

   【添付書類】 

    ア 変更内容が確認できる図書等 

変更内容が確認できる図面、仕様書、設計概要書、建築物エネルギー消費性能確保計画等、許認可の届出書

等の写しをご提出ください。 

     

作成のWEB入力化に伴い、根拠資料等の提出についても、原則としてWEB上にPDF化した資料を登録していただ

くことになります。円滑な審査のため、評価を行った根拠となる箇所について、マーカーや枠囲み等で印をつけ

るとともに、キャプション等により補足説明を記載した上で、資料を登録していただくようお願いします。 

 

  （３）提出の時期等 

【提出時期】変更する事項に係る工事に着手する日の15日前までです。 

 

 ３ 建築主の氏名・住所の変更の届出 

建築主の氏名や住所が変更になった場合は、変更後の建築主がその旨を知事に届け出ることが義務付けられています。 

 

  （１）建築物環境計画書の建築主の氏名等の変更の届出の様式 

   【様式】 

    ア 建築主等氏名等変更届出書 （規則別記第３号様式の４） 

    イ 変更後の建築物環境計画書 （規則別記第３号様式の２） 

 

※アについて、「変更内容」の欄を別紙にする場合は、別紙もご提出ください。 

※イは変更内容を反映したものをご提出ください。 

 

  （２）提出の時期等 

     【提出時期】 建築主の氏名等が変更になった日の翌日から30日を経過した日までです。 

  

 ４ 工事完了の届出 

   建築主は工事が完了したときには、知事に届け出ることが義務付けられています。 

   完了時は竣工図書等の取組内容が分かるものをご提出いただき、各取組の実施状況を確認いたします。 

 

  （１）工事完了の届出の様式及び添付書類 

   【様式】 
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    ア 建築物等工事完了届出書 （規則別記第５号様式）（建築物環境計画書及び取組・評価書で変更のあった事

項について、変更前と変更後の内容がわかるように記載してください。） 

イ 建築物環境計画書 （規則別記第３号様式の２） 

ウ 取組・評価書 （住宅用途：配慮指針別記第１号様式 、住宅以外の用途：配慮指針別記第２号様式） 

エ 再生可能エネルギー調達計画書（再生可能エネルギー利用設備設置基準別記様式） 

オ 電気自動車充電設備整備計画書（電気自動車充電設備整備基準別記様式） 

     

※アについて、「主な変更事項」の欄を別紙とし、別紙もご提出ください。 

※イ、ウ、エ、オは環境への配慮のための措置等の実施結果を反映したものをご提出ください。 

 

   【添付書類】 

ア 実施結果が確認できる図書等 

実施結果のうち、計画時又は変更時の届出内容から変更のあった内容について確認できる図書、仕様書、設

計概要書、建築物エネルギー消費性能確保計画等、許認可の届出書等の写しをご提出ください。（許認可等に

関係する添付資料は、本制度の工事完了届提出日の時点で最新のものをご提出ください。） 

イ 建築基準法における検査済証の写し 

 

    作成のWEB入力化に伴い、根拠資料等の提出についても、原則としてWEB上にPDF化した資料を登録していただ

くことになります。円滑な審査のため、評価を行った根拠となる箇所について、マーカーや枠囲み等で印をつけ

るとともに、キャプション等により補足説明を記載した上で、資料を登録していただくようお願いします。 

 

  （２）提出の時期等 

【提出時期】 工事が完了した日(原則として検査済証の発行日)の翌日から起算して30日以内 

 

 ５ 建築物の新築等の中止の届出 

   建築物環境計画書を提出後、当該建築物等に係る工事が完了するまでの間に、当該建築物の新築等を中止した場合

には、建築主がその旨を知事に届け出ることが義務付けられています。 

 

  （１）建築物の新築等の中止の届出の様式及び添付書類 

  【様式】 

    ア 建築物環境計画中止届出書 （規則別記第４号様式の２） 

 

  【添付書類】 

    ア 建築物の新築等の中止を示す資料 

 

  （２）提出の時期等 

【提出時期】 建築物の新築等を中止することになった後、速やかにご提出ください。 

 

 ６ 建築物の新築等の一時休止又は一時休止解除の届出 

   建築物環境計画書を提出後、当該建築物等に係る工事が一時中断、休止する場合又は一時休止した計画を再開する

場合には、建築主からその旨を知事に届け出てください。 

 

  （１）建築物の新築等の一時休止の届出等の様式 

  【参考様式】 

    ア 事業の一時休止の届出について 

    イ 事業の一時休止解除の届出について 

 

 



第１章 東京都建築物環境計画書制度について 

第 1 章－8 

 

  【添付書類】 

   ア 建築物の新築等の一時休止又は一時休止を解除することを示す資料 

 

  （２）提出の時期等 

【提出時期】 

建築物の新築等を一時休止し、又は一時休止を解除することになった後、速やかにご提出ください。 

 

 ７ 取組・評価書作成の省略 

   次の場合は、取組・評価書の作成を一部省略することができます。 

  （１）住宅以外の用途に供する部分が主たる用途であって、住宅用途に供する部分の床面積が2,000㎡未満の場合  

     取組・評価書（住宅用途）の作成が省略可 

  （２）住宅用途に供する部分が主たる用途であって、住宅以外の用途に供する部分の床面積が2,000㎡未満の場合  

     取組・評価書（住宅以外の用途）の作成が省略可 

 

 ８ 評価の基本的な考え方について 

   配慮指針では、環境への配慮の程度を評価するための「段階」を区分ごとに設定しています。計画する建築物の環

境配慮のための措置がどの「段階」に適合するかを建築主自身が評価・確認することを基本としています。 

 

段階 評価レベル 

段階３ 高 

 

低 

段階２ 

段階１ 

 

   各段階への適合状況は次のとおり判断します。なお、建築物の増築の場合にあっては、原則、増築部分を評価の対

象とします。 

  ・ 評価基準が割合（パーセント）等で設定されている又は法令において水準等が定められている評価項目  

敷地又は建築物のすべてを対象に算出した数値をもとに適合状況を判断する。同一の評価項目に対して複数の段

階へ適合する場合（住戸ごとなど。）は最も低い数値で判断する（例えば、建築物外皮の熱負荷抑制、緑の量の確保 

など）。 

  ・ 上記以外の、環境への配慮が促進されている評価項目  

敷地又は建築物の一部分において配慮されている場合にも適合するものとして判断する（数量は問わない。例え

ば、エネルギーマネジメント、低炭素資材等の利用の設置など）。 
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（参考） 

建築物環境計画書制度に関連する各種制度の概要についてお知らせします。詳細は建築物環境計画書制度システムを

ご覧ください。 

 

 マンション環境性能表示の概要 

建築物環境計画書を提出したマンションの建築主は、建築物環境計画書の評価基準に基づき評価した当該マンショ

ンの環境性能について販売等の広告に表示し、表示した旨を都に届け出ることが義務付けられています（条例第23条

の３ほか）。 

なお、建築物環境計画書は提出後の内容確認等に一定の時間を要します。マンション環境性能表示を広告に表示し

たい場合、内容確認等に要する時間も十分考慮していただくよう、お願いいたします。 

 

図３ マンション環境性能表示（2025年度基準） 

 

 環境性能評価書の概要 

   延べ面積 2,000 ㎡以上かつ住宅以外の用途（工場等の用途を除く）の床面積の合計が 300 ㎡以上の特定建築主は、

当該建築物の建築物環境計画書の評価基準に基づく環境性能を示した「環境性能評価書」を、売却・賃貸等の相手方

に交付することが義務付けられています（条例第23条の4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 環境性能評価書（2025年度基準） 

 

 「特定開発区域等脱炭素化方針」制度（旧エネルギー有効利用計画書制度）の概要 

   特定開発事業者は、開発事業の最初に建築物に係る建築確認申請等をおこなう日の300日前までに「特定開発区域

等脱炭素化方針」を届け出ることが義務付けられています。また地域冷暖房を導入する場合は、最初に建築確認申請

等を行う日の 120日前までに「地域エネルギー供給計画書」を作成・提出することが必要です（条例第 17 条の４ほ

か）。 

再生可能エネルギーの利用

新築時段階から建物で使用する電気の再エネ割合を高める取組を評価する項目です。

長寿命化

■維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及び建設資材の再使用対策

■躯（く）体の劣化対策

緑化

■緑の量の確保

　敷地や屋上、壁面等において、樹木等を植栽する面積の敷地に対する割合を評価する項目です。

■生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保

　既存樹木の保全、在来種などの植栽といった、樹木の質に関する取組を評価する項目です。

電気自動車充電設備

■EV及びPHV用充電設備の設置

3 本環境性能評価書の内容に関する問合せ先

備考 １　「2025年度基準」とは令和７年４月１日に改正された東京都環境性能評価書作成基準により評価したことをいいます。

２　本評価書の環境性能値は説明時点のものであり、交付後に、建築物環境計画書の内容変更に伴い評価書の内容が変わ

　　る可能性があります。

３　本評価書は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき建築主が自己評価したものです。

太陽光発電設備

急速充電設備

　構造躯（く）体等に使用する材料の交換等、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を

長くするために必要な対策が講じられているかについて、評価する項目です。

■電気の再エネ化率

■再生可能エネルギーの変換利用

再エネ熱利用設備

連絡先

担当部署

劣化対策等

評価項目の合計点 ／ ６

評価基準を適用する駐車施設

共用駐車場 台 台 台

普通充電設備

%

%

%

%

（内訳）敷地内に設置する再エネ発電設備による発電量の割合

             敷地外に設置する再エネ発電設備による発電量の割合

             再エネ電気による調達量の割合

             再エネ証書による調達量の割合

（内訳）

kW(合計)

その他再エネ発電設備

敷地内設置

％

kW

充放電設備

専用駐車場 台 台 台

kW kW相当

　大型機器の搬出入、設備更新を考慮した建物計画であるか、また、耐用年数の長い材料・

工法の選択や、用途変更の工事を円滑に実施できるかなどについて評価する項目です。

評価項目の得点 ／ 13

総緑化面積の敷地面積に対する割合 ％

別記第１号様式

1 建築物の概要

2 建築物の環境性能

（国の省エネ性能表示制度に基づく評価です。）

評価日　令和　　年　月　日

■断熱性能

※BPI（Building Palstar Index）

■エネルギー消費性能

※BEI（Building Energy-efficiency Index）

※ZEB(Net Zero Energy Building)

①『ZEB』（100％以上削減＝ネット・ゼロ）

②Nearly ZEB（75％以上100％未満削減）

③ZEB Ready（50％以上削減、再エネルギー導入なし）

④ ZEB Oriented（再生可能エネルギー導入なし等）

環境性能評価書（設計）

　本評価書は、建築物の買受人・賃借人等へ、建築物の環境性能に関する情報を提供するものです。

エネルギー消費性能

★　★　★　★　☆　☆

電気の再エネ化率

維持管理、更新、改修、用途の変更等の自

由度の確保及び建設資材の再使用対策
EV及びPHV用充電設備の設置★　☆　☆

★　☆　☆

★　☆　☆

建築物の外皮性能（断熱性、気密性等）を

表す指標で、値が小さいほど外皮性能が高

いことを示します。

建築物の省エネ性能を表す指標で、値が小

さいほど省エネ性能が高いことを示しま

す。

用途

緑の量の確保

躯（く）体の劣化対策★　☆　☆

★　☆　☆

断熱性能

★　☆　☆

BPI

BEI

★　☆　☆

ZEBに係る事項（任意）

省エネと創エネとにより建物の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した建

物のことです。

建築物名称

建築物所在地

建築主

生きものの生息生育環境に配慮した

樹木の確保
★　☆　☆

㎡

延べ面積 ㎡ 構造

敷地面積 ㎡ 建築面積

再生可能エネルギーの変換利用

一次エネルギー消費量の削減率 段階評価

５０％以上 ★★★★★★

４０％以上５０％未満 ★★★★★☆

３０％以上４０％未満 ★★★★☆☆

２０％以上３０％未満 ★★★☆☆☆

１０％以上２０％未満 ★★☆☆☆☆

2025年度基準

省エネ性能

高

段階１ 段階２ 段階３

0.9 0.8

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

1.0

（基準値）

（基準値）

★ ★ ★ ★ ☆ ☆

エネルギー消費性能の評価方法
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第３ 令和７年４月１日施行の改正について（概要） 

１ 改正のポイント 

（１） 省エネルギー性能基準について 

・住宅以外の用途において、条例及び規則で定める省エネルギー性能基準「設備システムのエネルギ

ー利用の低減に関する基準」の引き上げを行いました。（令和６年４月１日施行） 

・基準の評価を PAL＊低減率、ERR からそれぞれ BPI、BEI による評価に改めました。（令和６年４月１

日施行） 

・住宅用途において、省エネルギー性能基準「設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準」

及び「建築物の熱負荷の低減に関する基準」を新設しました。 

〇省エネルギー性能基準 

 病院等、飲食店等、

集会所等 

事務所等、ホテル

等、百貨店等、学校

等 

工場等 住宅 

建築物の熱負荷の

低減に関する基準 

ＢＰＩ≦1.0 ＢＰＩ≦1.0 ― UA≦0.87 

設備システムのエ

ネルギー利用の低

減に関する基準 

非住宅用途ＢＥＩ

≦0.85  

非住宅用途ＢＥＩ

≦0.80 

非住宅用途ＢＥＩ

≦0.75 

住宅用途 BEI 

≦1.0 

 

（２） エネルギーの使用の合理化について 

ア 住宅用途における建築物外皮の熱負荷抑制 

・条例及び規則で定める省エネルギー性能基準のうち建築物の熱負荷の低減に関する基準を強化した

ことに伴い、各段階の水準を引き上げました。 

 

 

 

 

イ 住宅用途における設備システムの高効率化 

・ERR による評価から、住宅用途 BEI による評価に改めました。 

・条例及び規則で定める省エネルギー性能基準のうち、設備システムのエネルギー利用低減に関す

る基準（住宅用途 BEI）を強化したことに伴い、各段階の水準を引き上げました。 

 

 

 

 

ウ 住宅以外の用途における建築物外皮の熱負荷抑制 

・PAL＊低減率による評価から、BPI による評価に改めました。 

エ 住宅以外の用途における設備システムの高効率化 

・ERR による評価から、非住宅用途 BEI による評価に改めました。（令和６年４月１日施行） 

・条例及び規則で定める省エネルギー性能基準のうち、設備システムのエネルギー利用低減に関す

る基準（非住宅用途 BEI）を強化したことに伴い、各段階の水準を引き上げました。（令和６年４

月１日施行） 

 

 

段階３ UA≦0.6 

段階２ 0.6＜UA≦0.7 

段階１ 0.7＜UA≦0.87 

段階３ 住宅用途 BEI≦0.8 

段階２ 0.8＜住宅用途 BEI≦0.9 

段階１ 0.9＜住宅用途 BEI≦1.0 
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〇参考 事務所用途の場合 

段階３ 非住宅用途 BEI≦0.6 

段階２ 0.6＜非住宅用途 BEI≦0.7 

段階１ 0.7＜非住宅用途 BEI≦0.8 

 

（３） 再生可能エネルギー利用設備設置基準について 

・再生可能エネルギー利用設備設置基準を新設しました。太陽光発電設備等の再生可能エネルギー

利用設備の設置が必要となります。 

設置基準容量(kW)＝建築面積(㎡) × 設置基準率５％ × 0.15(kW/㎡) 

ただし、設置可能面積＜建築面積×5％の場合 

設置基準容量(kW)＝設置可能面積(㎡) × 0.15(kW/㎡) 

※設置可能面積は、建築面積から緑化や日影等の面積を除外した面積 

（設置基準の下限・上限容量） 

延床面積 ２千～５千㎡ ５千～１万㎡ １万㎡～ 

下限容量 ３kW ６kW 12kW 

上限容量 ９kW 18kW 36kW 

 

（４） 電気自動車充電設備整備基準について 

・電気自動車充電設備整備基準を新設しました。新築時の駐車場設置台数が一定数以上の建物に対

し、充電設備や配管等の整備が必要となります。 

 整備基準の適用条件 実装整備基準 配管等整備基準 

専用駐車場 5 以上の区画の場合 
区画の 20％以上に整備 区画の 50％以上に整備 

上限：10 台 上限：25 台 

共用駐車場 10 以上の区画の場合 
1 区画以上に整備 区画の 20％以上に整備 

上限：設定しない 上限：10 台 

 

（５） エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値について（条例第 20 条の４） 

・条例における関連規定が削除されたことに伴い、本規定を削除しました。（令和６年４月１日施

行） 

・なお、令和６年３月 31 日以前に、エネルギー有効利用計画書を提出された場合、省エネルギー

性能の目標値以上の性能を確保することが求められます。 

 

（６） 省エネルギー性能状況報告書について 

・条例及び規則における関連規定が削除されたことに伴い、本規定を削除しました。（令和６年４ 

月１日施行） 

 

（７） 評価基準（３段階評価）について（主なもの） 

・再エネ調達（敷地外設置、再エネ電気購入）に関する評価項目を新設しました。 

・建設時ＣＯ２排出削減に向けた低炭素資材等の活用や、生物多様性の保全、気候変動への適応に  

ついての評価を新設・拡充しました。 
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（８） マンション環境性能表示について 

・国の省エネ表示制度との整合や評価項目の見直しを行いました。 

 

（９） 環境性能評価書について 

・交付対象の拡大、評価項目の見直しを行いました。 

建物規模：1 万㎡ ⇒ 2 千㎡ 

      売買・賃貸等面積：2 千㎡ ⇒ 300 ㎡ 

 

 ２ 改正後の制度施行により適用される様式類 

改正後の制度施行に伴い、建築物環境計画書等の様式を変更しました。なお、令和７年４月１日以降 

に建築物環境計画書（計画時）を提出する建築物は、WEB 上（建築物環境計画書制度システム）で作成、

提出する仕組みに変更されます。これまでの提出方法と異なりますのでご注意ください。令和７年４月１

日以降に適用される様式類は、建築物環境計画書制度システムに掲載しています。 

 

 ３ 令和７年４月１日以降に変更の届出または工事完了の届出を行う場合の様式について 

   令和７年３月 31 日以前に建築物環境計画書（計画時）を提出していて、令和７年４月１日以降に変更

の届出または工事完了の届出を行う場合は、計画時点での様式を利用してください。 

 

第４ 建築物環境計画書の評価において使用可能な省エネ計算プログラムについて 

建築物環境計画書では一部の取組・評価の確認において確保計画又は向上計画の情報（WEB プログラム及

び外皮計算プログラム（住宅）等の計算結果を含む。）を活用することで提出書類の合理化を図っています。 

ただし、評価に使用する値が算出されない簡易な計算方法による結果は使用できませんのでご留意くだ

さい。 

表１ 省エネ性能の計算方法・ツール等の使用可否 

種類 計算方法・ツール等の総称 

本制度に

おける 

使用可否 

非
住
宅
建
築
物 

外皮 
標準計算 標準入力法《BPI》 可 

簡易計算 モデル建物法《BPIm》 可 

一次エネ 

標準計算 標準入力法《BEI》 可 

簡易計算 
モデル建物法《BEIm》 可 

小規模版モデル建物法（300 ㎡未満限定）《BEIs》 不可 

住
宅 

外皮 
標準計算 外皮計算用 Excel 可 

仕様確認 仕様基準 可 

一次エネ 
標準計算 WEB プログラム 可 

仕様確認 仕様基準 可 

 ※建築物総合エネルギーシミュレーションツール（BEST 省エネ基準対応ツール）も使用可能 
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第１ 建築物環境計画書の提出様式 

条例、規則及び配慮指針等で定める様式は、建築物環境計画書制度システム内の届出における建築物情報を入力

することにより、自動表示されますので、下記リンクよりシステム内へログインを行ってください。 

   （建築物環境計画書制度システム：https://green-building-pgm.metro.tokyo.lg.jp/KSA00101） 

 条例等で定める様式とシステム内のシートの対応は次のとおりです。 

 

表２ 条例等で定める様式とシステム内のシートの対応 

条例等で定める様式 システム内 

規則 別記第３号様式の２ 「計画書」シート 

配慮指針 別記第１号様式 取組・評価書（住宅用途） 「取組評価書」 

（住宅用途シート） 

配慮指針 別記第２号様式 取組・評価書（住宅以外の用途） 「取組評価書」 

（住宅以外の用途シート） 

「再生可能エネルギー利用設備設置基準」 

（条例施行規則第９条の３第２項及び同条第５項から第７項までの規定により知事

が別に定める事項)  

別記様式（再生可能エネルギー調達計画書） 

「再生可能エネルギー利用設

備設置等計画書」シート 

「電気自動車充電設備整備基準」 

（条例施行規則第９条の４第２項の規定により知事が別に定める事項） 

別記様式（電気自動車充電設備整備計画） 

「電気自動車充電設備及び配

管等整備計画書」シート 

「環境性能評価書作成基準」（令和２年東京都告示第223号）  

別記第１号様式、別記第２号様式 

「環境性能評価書」シート 

  

第２ 各様式の記入方法 

 １ 建築物環境計画書提出書（建築物環境計画書任意提出書、建築物環境計画書変更届出書、建築主等氏名等変更届出

書及び建築物工事完了届出書を含む。）の記入 

   建築物等の名称及び所在地欄は、提出時点で確定している場合（正式名称又は住居表示が決まった等）はその名称

等で届出してください。（当初提出した時の建築物等の名称及び所在地を変更する場合は、変更届が不要です。） 

   連絡先欄には建築主、設計者（下請け設計者がいる場合、その担当者も含む）について、環境配慮の取組について

説明することのできる方（設計責任者等）及びその事務担当者の情報を記入してください。 

 

 ２ 「建築物の概要」シートの記入 

建築主の氏名等、建築物等の名称及び所在地、建築物等の概要（敷地面積、延べ面積、階数、構造等）などにつ

いて、必要事項を記入します。 

施工者欄について、施工者が未定の場合は「未定」と記入します。なお、建築物等工事完了届出書の提出時にお

いては施工者の記載が必要となります。 

計画書の担当部署（名称及び連絡先）欄には、建築主又はその事務担当者の情報を記入してください。設計者等

の事務担当者ではありませんのでご注意ください。 

建築物等の名称及び所在地欄は、提出書と同じ内容を記載してください。 

新築・増築・改築の区別は、建築物省エネ法における区別で記入してください。また、延べ面積は建築確認申請に

おける１棟の延べ面積を記載しますが、用途別床面積は建築物省エネ法の手続における用途別床面積を記入してくだ

さい。なお、建築確認申請における１棟の延べ面積に省エネ計算対象外の面積がある場合は、用途別床面積の「その

他（  ）」の欄に計算対象外となる内容と面積を記入してください。 

マンション環境性能表示は、建築物環境計画書が届出できた時点で作成されます。システム内でマンション環境性

能表示のラベルが自動生成されるため、そのデータを切り取り、広告表示を行ってください。 

完了時は、建物利用者や第三者が当該建築物の環境性能を都のホームページで容易に確認できるようにするため、

正式名称の建築物名称で届出を行うようお願いします。 

 

https://green-building-pgm.metro.tokyo.lg.jp/KSA00101
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第３ 建築物環境計画書の取組・評価書における評価項目の一覧 

   表３に建築物環境計画書の取組・評価書における評価項目の一覧を示します。評価項目ごとに住宅用途で対象とな

るもの、住宅以外の用途で対象となるものを「対象」の列で示しています。また、「記載省略可」の列では、ある条件

下で取組・評価書への記載が省略できる項目（住宅用途：３項目、住宅以外の用途：３項目）を示しています。 

   令和２年４月１日から、CASBEE－建築（新築）の評価結果の一部を活用し、建築物環境計画書の取組・評価書を作

成することが可能になりました。「CASBEEとの連携」の列では、CASBEE－建築（新築）の評価結果の活用が可能な評

価項目（17項目）を示しています。 

 

表３ 取組・評価書における評価項目一覧表 

評価項目 

対象 記載省略可 
ＣＡＳＢＥ

Ｅとの連携 
住宅 

用途 

住宅以外 

の用途 

住宅 

用途 

住宅以外 

の用途 

建築物外皮の熱負荷抑制 ○ ○  
 

○ 

再生可能エネルギーの直接利用 ○ ○  
 

○ 

再生可能エネルギーの変換利用 ○ ○ ※２ ※２  

電気の再エネ化率 ○ ○ 〇 〇  

設備システムの高効率化 ○ ○  
 

○ 

エネルギーの面的利用  ※１  
 

 

最適運用のための予測、計測、表示等及びエネルギー

の需給調整を最適化する機能の導入 

〇 ○  
 

〇 

躯体材料における低炭素資材等の利用 ○ ○  
 

○ 

躯体材料以外における低炭素資材等の利用 ○ ○  
 

○ 

持続可能な型枠の利用 ○ ○  
 

 

オゾン層の保護及び地球温暖化の抑制 ○ ○  
 

○ 

建設時CO2排出量の把握・削減の取組 ○ ○    

建設副産物の有効利用及び適正処理 ○ ○    

維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保

及び建設資材の再使用対策 

○ ○  
 

○ 

躯体の劣化対策 ○ ○  
 

○ 

雑用水利用 ○ ○   ○ 

水使用の合理化 ○ ○   〇 

雨水浸透 ○ ○    

緑の量の確保 ○ ○  
 

 

生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保 ○ ○  
 

○ 

生きものの生息生育環境に配慮した緑地等の形成 ○ ○  
 

○ 

植栽による良好な景観形成 ○ ○   ○ 

生きものの生息生育環境等へ配慮した維持・管理・利用 ○ ○   ○ 

建築物等からの熱の影響の低減 〇 ○  
 

○ 

ＥＶ及びＰＨＶ用充電設備の設置 ○ ○ ※３ ※４  

自然災害リスクの軽減及び回避 ○ ○   〇 

自然災害発生時の対応力向上 ○ ○    

合計 26 27 ３ ３ 17 

※１ 次のいずれかに該当する場合、対象となります。 

 ・旧エネルギー有効利用計画書の対象（延べ面積の合計が50,000㎡を超える開発事業において、延べ面積10,000

㎡を超える建築物の新築等を行う場合） 

 ・地域冷暖房区域内で、住宅以外の用途の部分の延べ面積の合計が10,000㎡を超える建築物の新築等を行う場合 

※２ 再生可能エネルギー利用設備設置基準が適用されない場合に記載省略可能です。 
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※３ 住宅用途の駐車施設に電気自動車充電設備設置基準が適用されない場合に記載省略可能です。 

※４ 住宅以外の用途の駐車施設に電気自動車充電設備設置基準が適用されない場合に記載省略可能です。 
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分野 1 エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換 

区分 （1）建築物の熱負荷の低減 

細区分 ア 建築物外皮の熱負荷抑制 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）BPIの計算方法[ ]  段階3 

（イ）a BPI[ ％] 

b PAL*の設計値[ MJ/㎡・年] 

c PAL*の基準値[ MJ/㎡・年] 

段階2 

段階1 

段階未満 

（ウ）外壁の熱貫流率[ W/㎡・K] 記載を省略 

（エ）屋根の熱貫流率[ W/㎡・K]  

（オ）開口部の熱貫流率[ W/㎡・K] 

（カ）窓の日射熱取得率（η）[ ] 

 

1） 指針策定の背景 

環境負荷抑制のためには、建築物そのもののつくり方の工夫により、外部からの熱負荷を低減し、空調や換気に係る

エネルギー消費量を削減することが重要である。非空調室の西側への配置、外壁･屋根の断熱の強化、窓部の庇･ベラン

ダ･ルーバー･ブラインド等による日射遮蔽、Low-εガラスの使用などは冷暖房負荷の低減に効果的である。このような

建築的配慮は、建設時に対応することにより、建築の寿命が続く限り有効であり、最も重要なエネルギー削減対策の一

つである。 

 

2） 記入事項 

（ア）WEBプログラム（非住宅）において使用した計算方法のうち、「モデル建物法」、「標準入力法」のいずれかを

選択する。BEST プログラムを使用した場合は空欄とし、「第２ 環境への配慮のための措置の概要」の欄に「BEST プ

ログラムを使用」と記載する。 

 

（イ）BPIの計算方法により、以下のように記入する。 

●「モデル建物法」の場合 

aにBPImの値を記入する。複数用途が存在する場合は「モデル建物法複数用途集計ツールによる計算結果」シート

における「“1. 計算結果”」の「“集計結果（計算対象部分のみ）”」に記載されている【BPIm】の数値を記入する。 

bおよびcは空欄とする。 

●「標準入力法」又はBEST プログラムの場合 

aにWEBプログラム（非住宅）等の算定結果に記載のあるBPI（PAL*の値／PAL*の基準値）の数値を記入する。 

ｂおよび c の PAL*の値及び PAL*の基準値は、WEB プログラム（非住宅）等の算定結果に記載のある PAL*の値及び

PAL*の基準値を記入する。 

 

（ウ）～（オ）外壁の熱貫流率、屋根の熱貫流率、開口部の熱貫流率は、BEIの計算方法により、以下のように記入

する。 

●「モデル建物法」の場合 

複数用途が存在する場合は、計算対象床面積が最も大きいモデル建物の WEBプログラム（非住宅）の算定結果に記

載のある平均熱貫流率の値を記入する。 

●「標準入力法」又はBESTプログラムの場合 

代表的な外壁、屋根、 開口部の 熱貫流率を 記入する。代表的な外壁、屋根、開口部とは、建築物において最も総 

面積の大きい種類の外壁、屋根、開口部とする。 開口部の 仕様 に対応する熱貫流率及び後述する日射熱取得率に 

は、表1-(1)-ア-1の値 を利用することができる。 
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表1-(1)-ア-1 ガラスの種類と物性値一覧 

（出典：平成28年 省エネルギー基準関係技術資料 エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）解説） 
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（カ）日射熱取得率（η）は、BPIの計算方法により、以下のように記入する。 

●「モデル建物法」の場合 

複数用途が存在する場合は、計算対象床面積が最も大きいモデル建物の WEB プログラム（非住宅）の算定結果に記

載のある平均日射熱取得率（外壁）の値を記入する。 

●「標準入力法」又はBESTプログラムの場合 

代表的な窓の日射熱取得率を記入する。代表的な窓とは、建築物において最も総面積の大きい種類の窓とする。 

 

3） 配慮すべき事項 

日射による熱取得の低減並びに室内外の温度差による熱取得及び熱損失の低減のために行う次に掲げる事項 

① 建築物の形状及び配置に係る事項 

→外皮の熱負荷の大小を決める要因に、建築物の形状と配置、つまり外皮面積がある。室内と室外の温度差による

熱負荷については、外皮面積が小さい方が、負荷も小さいため、より矩形に近い（立方体に近い）形状の方が有利

な傾向があり、凹凸が多いと外皮面積が大きくなるため、不利な傾向がある。 

② 外壁及び屋根の断熱に係る事項 

→外皮の断熱性能（熱貫流率）の大小についてである。熱貫流率[単位：W/(㎡・K)]はU値とも言われ、大きいほど  

熱を通過させやすい、つまり断熱性能が低く、小さいほど熱を通過させづらい、つまり断熱性能が高くなる。分母

の㎡は外皮面積、Kは室内外の絶対温度差であるため、1㎡あたり・1℃差あたりの通過熱量という意味となる。 

③ 窓部の日射遮へい及び断熱に係る事項 

→窓が日射を通過させることで、室内に熱が侵入してくることになるため、冷房負荷が増える。したがって、窓部

の日射を遮蔽する庇や、ルーバー等があるかどうか、また、窓ガラス自体の日射遮蔽性能や熱貫流率が重要となる。

窓ガラスの日射遮蔽性能を示す数値として、日射熱取得率と日射遮蔽係数がある。日射熱取得率(η値（イータ値）)

は、JIS R3106によって定義された値で、ガラスにあたった太陽光による熱が室内に伝わる割合を表す。日射遮蔽係

数(SC 値)は、厚さ 3mm の透明フロートガラスの日射熱取得率(0.88)を基準とした場合の相対値(遮蔽係数＝日射熱

取得率／0.88)である。 

 

4） 評価基準 

段階3 ＢＰＩが、0.8以下であること。 

段階2 ＢＰＩが、0.8を超え0.9以下であること。 

段階1 ＢＰＩが、0.9を超え1.0以下であること。 

※住宅以外の用途が工場等のみの場合は、この評価基準は適用しない。規則第９条の２第１項に規定する用途の

うち、第2～8号に該当する用途がある場合はこの評価基準を適用する。 

 

表1-(1)-ア-1 規則第９条の２第１項に規定する用途 

第1号 住宅用途 住宅その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

第2号 事務所等 事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

第3号 ホテル等 ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

第4号 病院等 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

第5号 百貨店等 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

第6号 学校等 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関

してこれらに類するもの 

第7号 飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

第8号 集会所等 図書館、博物館、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、浴場施設、

競馬場又は競輪場、社寺、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関して

これらに類するもの 

第9号 工場等 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況

に関してこれらに類するもの 
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5） 根拠書類 

（１）建築物省エネ法の様式（計画書（様式第一（建築物省エネ法施行規則第一条第一項関係））又は届出書（様式第二 

十二（建築物省エネ法施行規則第十二条第一項及び附則第二条第一項関係）））の写しを提出する。（建築物省エネ 

法において提出が不要である場合を除く。（２）において同じ））。 

（２）適合性判定を行った場合は、完了時に適合判定通知書（写し）を提出する（計画時は提出不要）。 

（３）WEBプログラム（非住宅）等の算定結果を提出する。 

（４）標準入力法又は BEST プログラムで計算を行った場合、代表的な外壁等の熱貫流率及び窓の日射熱取得率を示す

書類を提出する。なお、平成28年省エネルギー基準関係技術資料 エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅

版）解説 表 2-3-2 ガラスの種類と物性値一覧（第2章－10ページから第2章－12ページの表５）から窓の仕

様に対応する熱貫流率及び日射熱取得率を確認できる場合は窓に関する仕様書等を提出する。 

※「小規模版モデル建物法」は建築物環境計画書においては、使用不可となる。 

 

6） 解説 

a． PAL＊（パルスター）およびBPI 

PAL*は、ペリメータゾーンの年間熱負荷係数となる。ペリメータゾーンとは、建物外皮（窓や外壁・屋根）を含

んだ、屋内の周囲空間のことである。なおペリメータゾーン以外の空間を反対に、インテリアゾーンと呼ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-(1)-ア-1 

 

① 外気とペリメータゾーンの温度差：外気温度とペリメータゾーン室内温度の差によって、例えば夏期は外気

温度の方が高いため、室内に熱が侵入し冷房負荷となる。 

② 外壁・窓等からの日射熱：太陽の日射熱が透過あるいは、外壁・窓等に一度吸収されてから熱として室内に

侵入することで冷房負荷となる。 

③ ペリメータゾーンで発生する熱：ペリメータゾーンにおける人体発熱（人1人からおよそ 69W(顕熱)の発熱

があるとされている）や照明発熱、OA機器等による発熱が、冷房負荷となる。 

④ 換気により生じる熱負荷：建物内では新鮮外気による換気が行われるが、外気が室内温度より高ければ冷房

負荷となり、低ければ暖房負荷となる。 

 

出典『省エネ基準の概要』 

https://www.mlit.go.jp/common/001500252.pdf 

 

BPIは、設計PAL*／基準PAL* となる。省エネ計算の計算方法に応じて、BPI（標準入力法）、BPIｍ（モデル建物

法）と名称が異なる。 

https://www.mlit.go.jp/common/001500252.pdf
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出典『ZEBに関する用語集』 

https://www.env.go.jp/earth/zeb/terms/index.html#term_a 

 

b． 省エネ計算手法について 

① WEBプログラム 

・「(令和3年1月29日付け国住建環第 24号) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法

律の施行について(技術的助言)“第３エネルギー消費性能に係る計算支援プ ログラムについて”」において、非住

宅部分に係る計算支援プログラム「エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）」として示されたツール 

・下記のリンクのHPからアクセスすることができ、最新版のマニュアルも公開されている。 

『非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム』 

https://building.lowenergy.jp/program 

 

・WEBプログラムには、３つの種別がある。 

-1  標準入力法 ：建築物内にある全ての室単位で床面積や設置設備機器等の入力が必要です。建築仕様（室・外皮・

面積・形状等）および設備仕様（熱源・空調・換気・照明・給湯・昇降機）が基本的に全て確定していないと入

力できません。 

-2  モデル建物法 ：申請された建築物と同一の用途のモデル建築物の設計一次エネルギー消費量が、当該モデル建

築物の基準一次エネルギー消費量を超えないことを確認することにより基準への適合確認を行う方法です。標準

入力法とは異なり、室単位ではなく建築物全体としての主たる建材や設備機器等の性能値を入力します。 

 

-3  小規模版モデル建物法 ： モデル建物法において床面積が 300 ㎡未満の小規模建築物（非住宅）が対象です。

300 ㎡以上の建築物に用することはできません。 

https://www.env.go.jp/earth/zeb/terms/index.html#term_a
https://building.lowenergy.jp/program
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② BESTプログラム 

・The BEST Program®（BEST：Building Energy Simulation Tool）は、建築物のエネルギー消費量を総合的にシ

ミュレーションするツールで、建築外皮や設備機器（空調、換気、照明、給湯、給排水、昇降機、太陽光発電など）

を含むエネルギー消費を精密に計算できる。このプログラムは、一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター（IBEC）

が提供しており、脱炭素社会の目標達成に向けて建築分野での省エネ・CO₂排出削減を支援する。設計・運用段階

の建物に対する省エネ評価やZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）化の検討にも活用されている。 

The BEST Program 【ザ・ベスト・プログラム】 建築物総合エネルギーシミュレーションツール 

 

 

 

 

  

https://www.ibecs.or.jp/best/
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区分 （2）再生可能エネルギーの利用 

細区分 ア 再生可能エネルギーの直接利用 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（小・中・高校以外の用途）  段階3 

（ア）採光利用システムに係る事項[ ] 段階2 

（イ）通風利用システムに係る事項[ ] 段階1 

（ウ）地中熱利用システムに係る事項[ ] 段階未満 

（エ）その他のシステムに係る事項[ ] 記載を省略 

（オ）再生可能エネルギーの直接利用量の合計 [ MJ/㎡・年]  

（小、中、高校用途） 

（カ）全教室数 [ 室] 

（キ）窓が2方向以上に面している教室数 [ 室] 

採光を満たす教室の割合[    ％] 

（ク）換気口又は窓が2方向以上に面している教室数[ 室] 

通風を満たす教室の割合[    ％] 

 

1） 指針策定の背景 

快適な生活環境を維持し、健全な地球環境を保全していくためには、長期的な視野に立った省エネルギーの推進が必

要である。しかしながら、OA化等により建築物におけるエネルギー消費量は増加の傾向をたどっており、設備や機器の

高効率化を図るだけでなく、可能な限り機械的な設備を使わずに、再生可能エネルギーを建築物に有効に取り入れなが

ら生活環境の質を確保していくことが重要となる。 

自然通風や自然採光等の再生可能エネルギーの直接利用は、気象に影響されやすいなどの問題点はあるものの、伝統

的な手法であり、前述の「建築物の熱負荷の低減」と同時に建築計画の段階から配慮することにより、更なる省エネル

ギー効果の発揮が期待できる。 

 

2） 記入事項 

(ア)採光利用システム（例：ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライト、昼光利用型省エネブラインド

等）を採用している場合、を選択する。 

(イ)通風利用システム（例：自動ダンパや手動の開閉口または開閉窓（運用管理方法を計画したもの）、ナイトパージ、  

アトリウムと連携した換気システム、換気塔ソーラーチムニー等）を採用している場合選択する。 

(ウ)地中熱利用システム（例：クール＆ヒートチューブ・ピット等）を採用している場合、選択する。 

(エ)(ア)～(ウ)に示すシステム以外の再生可能エネルギーを直接利用した有効なシステムを採用している場合、選択

する。選択した場合、その詳細を記入する。 

(オ)(ア)～(エ)に示すシステムにおける再生可能エネルギーの直接利用量の合計値を記入する（段階３の場合）。 

(カ)全教室数を記入する。ここでいう教室とは普通教室、特別教室、特別支援教室、通級指導教室、図書室とし、職員   

用の室、各準備室、保健室、体育館、プール、部室、講堂、食堂およびこれらに類する室は含まない。 

(キ)教室のうち、窓が２方向に面している教室数を記入する。開閉できない窓（はめ殺し窓）も含む。 

(ク)教室のうち、換気口又は窓が２方向に面している教室数を記入する。開閉できない窓（はめ殺し窓）は含まない。 

 

3） 配慮すべき事項 

【建築物の用途、規模及び周辺地域の状況に応じて、再生可能エネルギーを直接利用するために行う次に掲げる事項】 

① 太陽光を利用した採光システムに係る事項 

② 通風を利用したシステムに係る事項 

③ 地中熱を利用したシステムに係る事項（熱を直接利用する用途（クール＆ヒートチューブ・ピット等）に限る） 

④ その他①から③までに掲げる事項に準ずる事項 
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4） 評価基準 

  

 学校等以外 学校等※ 

段階3 次の①から④までに掲げる事項の２つ以上を行っており、

かつ、⑤の事項に適合すること。 

 

① 採光利用（太陽光を利用した採光利用システムをい

う。）が計画されている。 

② 通風利用（冷房負荷低減に有効な通風利用システムを

いう。）が計画されている。 

③ 地中熱利用（冷暖房負荷低減に有効な地中熱利用シス

テムをいう。）が計画されている。 

④ その他①から③までに掲げる事項に準ずる事項が計

画されている。 

⑤ ①から④までに掲げる事項による再生可能エネルギーの

利用量の合計が、15MJ/(㎡･年)以上であること。 

次の①及び②の事項に全教室の 80％以

上が適合すること。 

 

① 採光確保のため、窓が２方向以上に

面している。 

② 通風確保のため、換気口又は窓が２

方向以上に面している。 

段階2 段階3における評価基準①～④のうち2つ以上行っている

こと。 

段階3における評価基準①及び②の事項

に全教室の 50％以上 80％未満が適合す

ること。 

段階1 段階3における評価基準①～④のうちいずれかを行ってい

ること。 

段階3における評価基準①及び②の事項

に全教室の0%を超え、50％未満が適合す

ること。 

※学校等とは学校教育法（昭和 22年法律第26号）第１条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育

学校及び特別支援学校を指す。 

 

5） 根拠書類 

（１）学校等以外の用途において、採光利用システム、通風利用システム、地中熱利用システム、その他のシステムを

採用している場合、その内容が確認できる図書又は設計概要書等を提出する。  

（２）学校等の用途の場合、全教室数、窓が２方向に面している教室数、換気口又は窓が２方向に面している教室数を

集計した図書を提出する。 

 

6） 解説 

省エネを図るためには、設備や機器の高効率化だけでなく、可能な限り設備に頼らずに、再生可能エネルギーを建築  

物に有効に取り入れることが重要となる。 

 

■採光利用システムに係る事項 

・ライトシェルフ：直射日光を天井面に反射させ、部屋の奥までの遮蔽効果も期待できる。 

・ハイサイドライト：壁面の高い位置に取り付けた窓で部屋の奥まで広範囲に採光することが可能。 

・トップライト：大空間でよく採用される方式であり、ハイサイドライトに比べて採光効率が非常に良いとされている。   

しかしながらその反面、晴天時には直射日光が入射する可能性があり、在室者にグレアと熱感を与えるので注意が必  

要である。 

・昼光利用型省エネブラインド：ブラインドは室内への直射日光を防ぐことを目的としたものだが、自然光を室内照明  

として取り入れる採光システムとしての働きも期待されている。ブラインドのスリットの角度を 1 枚ずつ最適に制

御して、光を反射させることで、日射熱の侵入を防ぎつつも、効率的に自然光を室内に取り込む。 

・アトリウム：外壁と屋根のガラスの占める面積が大きく、建物内に広く自然採光を取り入れられるが、日射など外部 

の影響を受けやすいため、計画する際には日射負荷を抑制する工夫や頂部の熱溜まりの排熱、冬期の開口部からの外  

気の侵入などへの配慮が必要である。 
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■ライトシェルフ,トップライト,アトリウム 

 

図1-(2)-ア-1 

 

WEBPRO未評価技術15項目：環境共創イニシアチブ 

 

 

■通風利用システムに係る事項 

・２方向開口：平面計画において方位の異なる２方向に開口を設けることにより、風圧力の違いによる圧力差を生じ換

気を促進する。 

・換気塔：室内外の温度差による浮力換気を促進するとともに、頂部の形状を工夫することで流体剥離による吸引効果

（ベンチュリー効果）を利用する。 

・アトリウムとの連携：アトリウムは建物内部に竪穴を形成し、居室や廊下と連携することで通風経路を形成すること

ができる。各階の開口とアトリウム頂部を開放することにより自然換気を促進することができる。 

・ナイトパージ：冷房期間中に空調停止後の夜間や早朝に換気する。夜間の冷気により建物躯体や屋内に蓄積された熱

を屋外に排出し、空調立ち上げ時の負荷を低減する。換気時間の延長に伴い換気設備の電力消費量は増加するので、外

気の温湿度等に応じて適切な運転方法を洗濯する必要がある。 

・ソーラーチムニー:日射熱を利用した自然換気システム。日射によってチムニー内の空気を暖め、その煙突効果で建物

内の空気を引き上げて換気を促進する。 

・自動ダンパや手動の開閉口または開閉窓：条件の良いタイミングにて自動制御または手動によって窓を開閉させるこ

とによって通風時は空調機を停止させ省エネを図る。 

 

■アトリウムとの連携 

図1-(2)-ア-2 

 

 

WEBPRO未評価技術15項目：環境共創イニシアチブ 

 

 

https://sii.or.jp/zeb02/uploads/ZEB_pamphlet_A4.pdf
https://sii.or.jp/zeb02/uploads/ZEB_pamphlet_A4.pdf
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■ダンパー 

ダンパーとはダクトの中間に取り付け、風量を調節する装置の事をいう。ダンパーには様々な種類があり、その中の

一つがモーターダンパー(MD)である。外部には羽根の主軸部分が出ており、これに電動機を取り付け電動機の自動制

御を行う事で風量を調節する。 

 

■地中熱利用システムに係る事項 

クールチューブ・ヒートチューブは、空調用・換気用導入外気を地中に埋設した管を経由して取り込むことにより冷

房時は予冷効果、暖房時は予熱効果により外気取入負荷を低減するシステムである。 

建物の構造体を利用する場合もあり、通気孔から取り込んだ外気を地下ピット、地下二重外壁等の中を通すことで地

中埋設管と同様の効果が得られる。 

ヒートポンプなどの動力を利用して熱交換を行うような利用方法は変換利用として取り扱う。 

                                                            

図1-(2)-ア-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBPRO未評価技術15項目：環境共創イニシアチブ 

 

 

■その他①から③までに掲げる事項に準ずる事項 

パッシブソーラーシステム：建物そのもののエネルギー効率を高め昼間に貯えた太陽熱を夜の暖房に利用したり、夜間

の涼しい空気で日中の暑さをやわらげたりする仕組み。パッシブソーラーシステムは動力を用いずに換気や通風の工夫、

断熱性の向上、躯体に蓄熱させる工夫等を組み込んだ建築手法で、冷暖房負荷の低減が期待される。 

 

 

  

https://sii.or.jp/zeb02/uploads/ZEB_pamphlet_A4.pdf


第３章 建築物環境配慮指針における評価基準・同解説 
 

第 3 章-1－13 

 

細区分 イ 再生可能エネルギーの変換利用 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）再生可能エネルギー利用設備設置基準の適用[適用する・適用しない]  段階3 

（イ）設置基準（定格出力） [ kW] 段階2 

（ウ）太陽光発電設備（定格出力） [ kW] 段階1 

（エ）太陽熱利用（太陽光発電定格出力相当） [ kW相当] 段階未満 

（オ）地中熱利用（太陽光発電定格出力相当） [ kW相当] 記載を省略 

（カ）（ウ）以外の再エネ発電設備（太陽光発電定格出力相当） [ kW相当] 

その他の再エネ発電設備の詳細[ ] 

 

（キ）（ウ）（エ）（オ）（カ）以外の再エネ利用設備（太陽光発電定格出力相当） 

 [ kW相当] 

その他の再エネ利用設備の詳細[ ] 

（ク）再生可能エネルギー利用設備の設置合計容量（太陽光発電定格出力相当） 

 [ kW相当] 

再生可能エネルギー利用設備設置基準に対する比率  [ 倍] 

 

1） 指針策定の背景 

環境への配慮が推進されている現代において、前述の「再生可能エネルギーの直接利用」のほかに、再生可能エネル

ギーをより積極的にエネルギー源として活用することが求められている。太陽光、太陽熱、地中熱、その他の再生可能

エネルギーは、建築物を計画する土地や地域の特性を考慮し、その特性を活かした利用が重要である。また、化石燃料

起源の代替エネルギーや二酸化炭素排出量の削減になるだけではなく、分散型エネルギーとして防災上の効果が期待で

きる。 

2） 記入事項 

本細区分については、「再生可能エネルギー調達計画書」を作成することで自動入力される。なお、太陽光発電設備の

容量については、パネル容量となる。 

 

3） 配慮すべき事項 

建築物の周辺地域の状況に応じて、再生可能エネルギーを電気又は熱に変換して利用するために行う事項 

① 太陽光発電設備に係る事項 

② 風力を利用する設備に係る事項 

③ バイオマスを利用する設備に係る事項 

④ 地中熱を利用する設備に係る事項（ヒートポンプ等の動力を用いて熱を利用する場合） 

⑤ その他知事が認める再生可能エネルギーを利用する設備に係る事項 

1.小水力発電設備（かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される、出力が1,000kW

以下である水力を発電に利用する設備） 

2.地熱を利用する設備（バイナリー発電） 

 

4） 評価基準 

 ①再エネ設備設置基準が適用される場合 ②再エネ設備設置基準が適用されない場合 

段階３ 再エネ設備の定格出力の合計が、再エネ設備設置基準の定

格出力の３倍以上となる設備を設置 

再エネ設備の定格出力の合計が、 

９kW以上となる設備を設置 

段階２ 再エネ設備の定格出力の合計が、再エネ設備設置基準の定

格出力の２倍以上３倍未満となる設備を設置 

再エネ設備の定格出力の合計が、 

６kW以上９kW未満となる設備を設置 

段階１ 再エネ設備の定格出力の合計が、再エネ設備設置基準の定

格出力の１倍以上２倍未満となる設備を設置 

再エネ設備の定格出力の合計が、 

３kW以上６kW未満となる設備を設置 

※ ①の『定格出力』とは、太陽光発電設備以外の再エネ発電設備の場合には、当該設備で年間に利用される再生可能

エネルギー量を太陽光発電設備の設置における定格出力の値に換算した量（太陽光発電定格出力相当）を示す。 
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※ 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備（再エネ発電設備）は系統連系を行っていること。 

※ 全量売電を行い、当該建築物で全く使用しない場合はこの評価基準を適用しない。 

 

5） 根拠書類 

「再生可能エネルギー調達計画書」と共通の資料となるため、原則提出は不要。 

 

6） 解説 

a． 対象となる再生可能エネルギー利用設備について 

再生可能エネルギー利用設備とは、「太陽光発電設備」、「風力を利用する設備」、「バイオマスを利用する設備」、「太

陽熱を利用する設備」、「地中熱を利用する設備」、「その他知事が認める再生可能エネルギーを利用する設備」のことを

示す。また、「その他知事が認める再生可能エネルギーを利用する設備」とは、「小水力設備（出力 1,000ｋW 以下）」、

「地熱発電設備」のことを示す。 

 

評価基準に適合する再エネ設備は、以下の条件を満たすこと。 

・系統連系（発電した電気を電力会社の送電線、配電線に流すために、電力系統に接続すること）を行っていること。 

・発電した電力は、自家消費（一部もしくは全量を直接敷地内で使用）すること。 

 

b． 再生可能エネルギー利用設備の設置基準容量の算定 

再エネ設置基準の定格出力の算定方法は、『再生可能エネルギー調達計画書』にて算定できる。 

次ページに、『再生可能エネルギー調達計画書 算定シート①義務量の算定』を掲載する。 

詳細は、『再生可能エネルギー利用設備設置基準ガイドライン』を参照すること。 

（URLよりダウンロード：https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/documents_2025.html） 

 

c． 太陽光発電設備以外の再エネ設備の年間推定発電量及び年間推定熱利用量の算定 

太陽光発電設備の設置に代えて、他の再生可能エネルギー利用設備を設置する場合、「年間推定利用量」又は「年間

推定熱利用量」が、再生可能エネルギー設置義務容量から算出される「年間太陽光発電相当量」を上回る量を確保する

必要がある。 

 

・年間太陽光発電相当量[kWh/年] ＝ 再生可能エネルギー設置義務容量[kW] × 1,000[kWh/年・kW] 

・年間推定利用量[kWh/年] =年間推定発電量[kWh/年] ×自家消費率[%] 

・年間推定熱利用量(電気換算)[kWh/年]＝年間推定熱利用量[GJ/年]÷3.6[GJ/kWh] 

※熱利用量をkWhで計算する場合には単位換算（3.6MJ/kWh）は行わない。 

■太陽光発電以外の年間推定発電量又は年間推定熱利用量の算定例 

対象となる太陽光発電設備以外の 

再エネ発電設備の種類 
年間推定発電量又は年間推定熱利用量の算定例 

① 風力 ・年間推定発電量 [kWh/年] 

   ＝平均風速における発電出力 [kW] ×年間時間8,760 [h/年] ×補正係数80 [%] 

② バイオマス ・年間推定発電量 [kWh/年] 

   ＝定格出力 [kW] ×年間時間8,760 [h/年] ×設備稼働 [%] 

③ 太陽熱 ・年間推定熱利用量 [kWh/年] 

   ＝年間日射量 [kWh/m2·年] ×有効集熱面積 [m2] ×集熱効率40 [%] 

④ 地中熱 ・年間推定熱利用量 [GJ/年] 

   ＝地中熱交換井の本数 [本] ×採放熱率 [W/m] 

         ×地中熱交換井の長さ [m/本] ×年間運転時間 [h/年] 

⑤ 地熱 ・年間推定発電量 [kWh/年] 

   ＝定格出力 [kW] ×年間時間8,760 [h/年] ×設備利用率 [%] 

⑥ 小水力 ・年間推定発電量 [kWh/年] 

   ＝小水力発電設備の定格出力 [kW] ×年間時間8,760 [h/年] ×設備利用率 [%] 

https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/documents_2025.html
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■新設する再エネ設備設置基準の計算例（設置する再エネ設備を風力発電設備とした場合） 

建築物の名称：(仮称)A計画  

建築面積：2,000㎡、設置可能面積：50㎡、延床面積：3,000㎡ 

→再生可能エネルギー設置義務容量：７kW 

 

 風力発電の最大出力4[kW]の設備を設置(風速20[m/s]の時に最大出力となるパワーカーブ特性) 

     ・設置場所の平均風速：12[m/s] 

  →平均風速12[m/s]の場合、パワーカーブから発電出力1[kW］ 

 

  ・年間時間[h]：365日×24[h]＝ 8,760[h] 

  ・補正係数：80[%]（設備利用率×地形補正×変換効率＝95%×90%×95%＝81.2％ ⇒ 80%） 

・自家消費率:100[%] 

 

  ・年間推定利用量［kWh/年］＝年間推定発電量［kWh/年］×自家消費率[%] 

=１［kW］×8.760［h］×80［％］ ×100[％] 

               ＝7,008［kWh/年］(→7.008[kW相当]) 

 

  ・年間太陽光発電相当量［kWh/年］＝再生可能エネルギー設置義務容量［kW］ × 1,000［kWh/年・kW ］ 

                  ＝7[kW]×1,000[kWh/年・kW]=7,000[kWh/年] 

 ⇒風力発電設備（出力４ｋW）を設置することで、年間を通して7.008[kW]≒7[kW]相当の太陽光発電設備を設置 

した時と同等の再エネ量を利用できる。したがってこの段階評価は「１」となる。 

 

d． 太陽光発電設備 

 概要説明 

太陽光発電システムとは、一般的に太陽からの光エネルギーを電気エネルギーに変換する半導体を用いた発電システ 

ムのことをいう。 

太陽電池モジュール（パネル）・アレイ、接続箱・集電盤、パワーコンディショナ、日射計などで構成されている。 

 

e． 風力発電設備 

 概要説明 

風力発電設備は、風の力を発電機の回転する力に代えて、電気を発電する仕組みとなっている。 

設備の構造、風況、季節等で発電量が変化するため、年間を通しての発電量を計算する必要がある。 

 

f． バイオマス発電設備 

 概要説明 

バイオマス発電とは、バイオマス（動物・植物などから生まれた生物から得られる資源）を使って電気を作ることで

ある。 

発電方式には、バイオマスをそのまま燃やす方式（直接燃焼）と、いったんガスにして燃やす方式（ガス化）がある。 

バイオマス発電においては、燃料となるバイオマス資源も FIT 制度と同様の持続可能要件等の要件に適合したもの

を対象とするため、FIT 制度の要件をよく確認しておく必要がある。 

 

g． 太陽熱利用設備 

 概要説明 

太陽の熱を使って温水や温風を作り、給湯や冷暖房に利用するシステム。 

国内で最も普及しているのは、戸建住宅用太陽熱温水器だが、ホテル、病院、福祉施設など業務用建物でも使用され

ている。 
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図1-(2)-イ-1 太陽熱利用設備のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h． 地中熱利用設備 

 概要説明 

地中熱とは、地表からおおよそ地下 200mの深さまでの地中にある熱のことをいう。このうち深さ 10m以深の地中

温度は季節に関わらずほぼ安定していて、夏は外気温より冷た

く、冬は外気温より暖かい性質を持っている。 

地中熱利用設備とは、この安定した熱エネルギーを地中から取 

り出し、冷暖房や給湯、融雪などに利用するシステムのことで  

ある。 

ヒートポンプなど、動力を用いて地中熱を利用する設備につい  

ては変換利用として評価する。 

 

i． 小水力発電設備 

 概要説明 

水力発電は、水が高いところから低いところに流れる力を利用して水車を回し発電する。 

小水力発電とは、川などの流れの中や、川から引いた水路に水車（タービン）を設置して発電のことで、出力が1,000

ｋW以下の小規模なものをいう。 

河川や農業用水の流れを利用するもののほか、上下水道を利用するもの、ビルや工場内の配管を利用するものまで、

水の流れのあるところなら様々なところで発電が可能である。 

 

j． 地熱を利用する設備（バイナリー発電） 

 概要説明 

地熱を利用する設備として、主に地熱発電を示す。 

地熱発電は、地中の内部から発生する熱（地熱）を利用した発電方法のことである。 

図1-(2)-イ-2 季節による地中温度の変化イメージ 
出典：環境省 地中熱利用システム2023年版 
https://www.env.go.jp/content/000146389.pdf 
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細区分 ウ 電気の再エネ化率 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）建築物等における電気使用量（想定）（E)    [   kWh/年]  段階3 

（イ）建築物等に設置する再エネ発電設備による発電の使用量 

     （想定）（A）                              [   kWh/年] 

段階2 

段階1 

（ウ）建築物等以外に設置する再エネ発電設備による発電の 

      使用量（想定）（B）                       [   kWh/年] 

段階未満 

記載を省略 

（エ）小売電気事業者による再生可能エネルギー電気の供給 

     （想定）(C） 

   a 電気の供給量                                [  kWh/年] 

 b aの電気の再生可能エネルギーの割合           [       %] 

c aの電気のうち、再生可能エネルギー電気の量   [  kWh/年] 

 

（オ）建築物において使用する環境価値の量（想定）（D） 

                                               [    kWh/年] 

（カ）再生可能エネルギー電気の合計量（想定）   [    kWh/年] 

（キ）電気の再エネ化率                        [        %] 

 

1） 指針策定の背景 

本指針では、太陽光発電の他、風力発電等自然エネルギーを電力に変換して利用するものを電気の再エネとし、再エ

ネ化率を位置づけた。 

 

2） 記入事項 

本細区分については、「再生可能エネルギー調達計画書」を作成することで自動で入力される。 

 

3） 配慮すべき事項 

建築物で使用する電気の再生可能エネルギー率を高めるために行う事項  

①建築物等に設置する再エネ発電設備に係る事項 

②建築物等以外に設置する再エネ発電設備に係る事項 

③小売電気事業者による再エネ電気の供給に係る事項 

④建築物において使用する環境価値に係る事項 

 

4） 評価基準 

段階3             建築物で使用する電気の再エネ化率を100％とする計画であること。  

          なお、電気の再エネ化率は次の式により算出した値とする。 

 

           電気の再エネ化率（％）＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）／Ｅ×100  

 

   Ａ 再エネ発電設備設置(オンサイト) （単位 kWh／年） 

       建築物等に設置する再エネ発電設備による発電量のうち、建築物における当 

    該使用量（Ｃに該当するものは除く）（単位 kWh／年）  

   Ｂ 再エネ発電設備設置(オフサイト) （単位 kWh／年） 

    建築物等以外に設置する再エネ発電設備による発電量のうち、自営線、自己 

    託送又はPPA(Power Purchase Agreement)により建築物へ供給し使用する量。  

   Ｃ 小売電気事業者からの再エネ電気の調達（単位 kWh／年） 

    小売電気事業者が建築物に供給する電気のうち、再生可能エネルギーを利用 

    した発電による電気の供給量（当該電気の環境価値が証書化されたもの又は 

    他の者に移転若しくは無効化されたものを除く。）及び当該電気の供給に係 

       る環境価値の量（小売電気事業者が当該供給電気の調整後排出係数に反映す 
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       るために排出量調整無効化したもののうち、東京都エネルギー環境計画指針 

       において認めるものに限り、Ｂに該当するものは除く。） 

  Ｄ 証書による環境価値の調達（単位 kWh／年） 

        建築物で使用する電気の再生可能エネルギー比率を高めるために、当該 

    建築物において使用する環境価値の量。（再生可能エネルギーを利用した発 

    電による削減量について認証等がなされたものに限り、Ｂ又はＣに該当す 

    るものは除く。）  

  Ｅ 建物推計電気使用量（単位 kWh／年） 

        建築物における規則別表第１の５備考５及び６に規定する設計一次エネ 

    ルギー消費量のうち、電気に係るものを二次エネルギー消費量に換算して 

    得た値その他当該建築物において想定される電気使用量を算定した値。 

段階2   電気の再エネ化率を50％以上100％未満とする計画であること。 

段階1   電気の再エネ化率を20％以上50％未満とする計画であること。 

 

5） 根拠書類 

「再生可能エネルギー利用設備設置基準ガイドライン」の考え方に示された方法で集計した A～D の各再エネの電力

量、Eの建物推計電気使用量がわかる資料を提出する。 

 

6） 解説 

■計算式 

電気の再エネ化率（％）＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）／Ｅ×100 

 

・Ａ 建築物等設置する再エネ発電設備による発電量のうち、建築物における当該使用量 

・Ｂ 建築物等以外に設置する再エネ発電設備による発電量のうち、建築物へ供給し使用する量 

・Ｃ 小売電気事業者が建築物に供給する電気のうち、再エネを利用した発電による電気の供給量及び当該電気の供

給に係る環境価値の量 

・Ｄ 建築物で使用する電気の再生可能エネルギー比率を高めるために、当該建築物において使用する環境価値の量

（B又はCに該当するものは除く） 

・Ｅ 当該建築物において想定される電気使用量の算定事例 

    



第３章 建築物環境配慮指針における評価基準・同解説 
 

第 3 章-1－19 

 

 

 図1-(２)-ウ-1 
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■Ａ～Ｄにおける再エネ電気の使用、計算式のイメージ 

 

      

       

図1-(２)-ウ-2 

（資料4_電気の再エネ化率(東京都産業労働局HTT資料）より） 

 

     
            図1-(２)-ウ-3 

（資料4_電気の再エネ化率(東京都環境局HTT資料）より） 

 

■Ｅ（標準建物法から建物推計電気使用量の算定事例） 

WEBプログラムを用いて標準入力法による計算を行った場合、計算結果（PDF）が出力される。１、２に建物概要、３に

適合判定に使用する基準及び設計時の１次エネルギー消費量が算定されており、6 にエネルギー種別の使用量が算定され

ている。上段は、１次エネルギー換算表示（GJ）であるので、下段の２次エネルギー消費量（MWh）の建物全体の電気の使

用量を建物推計電気使用量として採用する。 
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■追加性要件について 

電気の再エネ化率の計算においては、小売電気事業者からの再エネ電気の調達、環境価値の調達において追加性のない

ものも算入できる。 

 なお、再エネ設備設置基準の履行にあたっては、追加性のないものは算入ができないので注意が必要である。 

                      

■自家消費率の考え方 

自家消費率」は、オンサイト設置における再エネ発電設備の発電電力量のうち、実際に建物や施設内で使用する電力量

の割合を示す。 このため、オンサイト設置において、再エネ化率に算入できる量(当該使用量)は、年間推定発電量に自

家消費率を乗じた値になる。 

自家消費率[%] = 年間推定利用量[kWh/年]/年間推定発電量[kWh/年] 
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区分 （3）省エネルギーシステム 

細区分 ア 設備システムの高効率化 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）非住宅用途BEIの計算方法[       ]  段階3 

（イ）a 非住宅用途BEI [         ] 

b 非住宅用途BEIの基準値（複数用途の場合）[         ] 

c 設計一次エネルギー消費量[ GJ/年] 

d 基準一次エネルギー消費量[ GJ/年] 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

（ウ）ZEBに係る事項[             ]  

（エ）a 設備別の一次エネルギー消費量の状況 

空調[              ]換気[              ]照明[              ] 

給湯[              ]昇降機[            ]その他[            ] 

b 設備別設計一次エネルギー消費量 

空調[ GJ/年] 換気[ GJ/年] 

照明[ GJ/年] 給湯[ GJ/年] 

昇降機[ GJ/年] その他[ GJ/年] 

c 設備別基準一次エネルギー消費量 

空調[ GJ/年] 換気[ GJ/年] 

照明[ GJ/年] 給湯[ GJ/年] 

昇降機[ GJ/年] その他[ GJ/年] 

（オ）熱源・熱源補機・熱搬送に係る事項[ ] 

（カ）空調負荷の低減に係る事項[ ] 

（キ）空気搬送動力の低減に係る事項[ ] 

（ク）換気設備に係る事項[ ] 

（ケ）照明制御に係る事項[ ] 

（コ）昇降機設備の制御に係る事項[ ] 

（サ）省エネ効果が高いと見込まれる未評価技術[ ] 

（シ）コージェネレーションシステム定格出力[ kW] 

（ス）蓄熱方式に係る事項[ ] 

 

1） 指針策定の背景 

運用段階のCO2排出量が建築物の生涯を通じて排出されるCO2総量の主を占めているため、建築物の生涯に亘る環境

負荷、特に地球温暖化に関わる環境負荷を低減するためには空気調和設備、照明設備などを中心に無駄のない効率的な

システムを計画することが重要である。  
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2） 記入事項 

(ア) WEB プログラム（非住宅）において使用した計算方法のうち、「モデル建物法」、「標準入力法」のいずれかを選

択する。 

 

(イ)a BEIm・BEI 、b設計一次エネルギー消費量の値及びc基準一次エネルギー消費量の値は以下のように記入する。 

●「モデル建物法」の場合 

aはBEIm の数値を記入する。c・dは空欄とする。 

●「標準入力法」の場合 

aはBEI（「その他」を除く一次エネ設計値／「その他」を除く一次エネ基準値）の値を記入する。c・dはWEB プロ  

グラム（非住宅）等の算定結果に記載のある“合計（その他抜き）”の値を記入する。 

 

(ウ) BELS において一棟又は住宅以外の用途全体でZEB の要件に適合している場合、「『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、

ZEB Oriented」のうち該当するものを選択する。自己評価又は第三者認証等を受けた場合に応じて、その旨を取組・

評価書シート末尾の「第２環境への配慮のための措置の概要」に記入する。当該要件等に適合していない場合は空欄

とする。 

 

(エ) 設備別の一次エネルギー消費量の状況は、BEIの計算方法により、以下のように記入する。 

●「モデル建物法」の場合 

aにWEBプログラム（非住宅）の算定結果における「“1. 計算結果及び評価結果”」の「“(5) 評価結果”」で記載   

されている【BEIm/AC】から【BEIm/EV】までの数値を記入する。 

複数用途が存在する場合は「モデル建物法複数用途集計ツールによる計算結果」シートにおける「“1. 計算結果”」

の「“集計結果（計算対象部分のみ）”」に記載されている【BEIm/AC】から【BEIm/EV】までの数値を記入する。 

●「標準入力法」又はBESTプログラムの場合 

b・cに設備別設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の値を記入することにより、aが自動計算さ  

れる。 

 

(オ)熱源・熱源補機・熱搬送に係る事項～（サ）省エネ効果が高いと見込まれる未評価技術については、計画する建

築物にて採用される機器や機能等がある場合、選択する。 

 

(シ)コージェネレーションシステムがある場合は、コージェネレーションシステムの発電容量（定格発電出力）を記

入する。それ以外の場合は空欄とする。 

 

(ス)蓄熱システムがある場合は選択する。 

 

3） 配慮すべき事項 

【次に掲げる設備で、効率的なエネルギー利用のために行う設備機器のシステム及び制御のシステムの構築に係る事項】 

①空気調和の熱源側設備 ②空気調和の二次側設備 ③機械換気設備 

④照明設備 ⑤給湯設備 ⑥エレベーター設備 ⑦エネルギー利用効率化設備 
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4） 評価基準 

  表1-(3)-ア-1 

段階3 工場等、事務所等、学校等：BEIが0.6以下 

ホテル等、百貨店等、病院等、飲食店等、集会所等：BEIが0.7以下 

段階2 工場等：BEIが0.65以下 

事務所等、学校等：BEIが0.7以下 

病院等、百貨店等、ホテル等、飲食店等、集会所等：BEIが0.75以下 

段階1 工場等：BEIが0.75以下 

ホテル等、百貨店等、事務所等、学校等：BEIが0.8以下 

病院等、飲食店等、集会場等：BEIが0.85以下 

 

   ■建築物を各段階の評価基準におけるBEI基準値において異なる2以上の用途に供する場合 

   表1-(3)-ア-2 

  左記に規定する方法によって評価基準への適合状況を

把握することができない場合 

段階3 次の①又は②の基準に適合すること。 

 

① 各用途に供する部分ごとに算出した設計一次エネルギ

ー消費量の合計が各用途に供する部分ごとに算出した基準

一次エネルギー消費量の基準値※の合計を超えないこと。 

② 各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建

築物ごとに算出した設計一次エネルギー消費量の合計が当

該建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モ

デル建築物ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の基

準値※の合計を超えないこと。 

非住宅複数用途BEIが次の式により算出した基準値以

下であること。 

基準値＝（Ａ×0.7＋Ｂ×0.6）／Ｃ 

A:ホテル等、百貨店等、病院等、飲食店等、集会場等

の用途に供する面積 

B:工場等、事務所等、学校等の用途に供する面積 

C:A及びBの合計 

段階2 段階3の①又は②の基準に適合すること。この場合、①及

び②の基準一次エネルギー消費量の基準値算出においては

表1-(3)-ア-1に示す段階2の値を用いて算出する。 

非住宅複数用途BEIが次の式により算出した基準値以

下であること。 

基準値＝（Ａ×0.75＋Ｂ×0.7＋C×0.65）／D 

A:百貨店等、病院等、ホテル等、飲食店等、集会場等

の用途に供する面積 

B:事務所等、学校等の用途に供する面積 

C:工場等の用途に供する面積 

D:A,B及びCの合計 

段階1 段階3の①又は②の基準に適合すること。この場合、①及

び②の基準一次エネルギー消費量の基準値算出においては

表1-(3)-ア-1に示す段階1の値を用いて算出する。 

非住宅複数用途BEIが次の式により算出した基準値以

下であること。 

基準値＝（Ａ×0.85＋Ｂ×0.8＋C×0.75）／D 

A:病院等、飲食店等、集会場等の用途に供する面積 

B:ホテル等、百貨店等、事務所等、学校等の用途に供

する面積 

C:工場等の用途に供する面積 

D:A,B及びCの合計 

  ※各用途に供する部分ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の基準値とは用途ごとの基準一次エネルギー消費量に表1-(3)-ア-

1に示す各段階・用途に応じた非住宅用途BEIの基準値のことを指す。 

  ※段階評価において、太陽光発電による再エネ（創エネ）分を含めて問題ない。国の適合義務基準では、BEIは当該建物等に設置し

自家消費する再エネ（創エネ）効果を含む値であること、また、R6/4/1段階の建築物計画書制度においても再エネを含む値で評

価している。 
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5） 根拠書類 

（１）建築物省エネ法の様式（計画書（様式第一（建築物省エネ法第一条第一項関係））又は届出書（様式第二十二（建  

築物省エネ法第十二条第一項及び附則第二条第一項関係）））及びWEBプログラム（非住宅）の算定結果を提出 

する。 

（２）適合性判定を行った場合は、完了時のみ適合判定通知書の写しも提出する。（計画時は提出不要）  

（３）複合用途建築物において、後述する「東京都建築物環境計画書制度における複数用途建築物の３段階評価基準判

定ツール」により段階評価を行っている場合は、ツールの出力結果を提出する。面積按分によって段階評価を行

っている場合は各用途の床面積がわかる書類を提出する。  

（４）BELSにおけるZEBの評価を受けている場合、BELS評価書の写しを提出する。  

 

6） 解説 

■WEBプログラム 

・「(令和3年1月29日付け国住建環第 24 号) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行につ

いて(技術的助言)“第３エネルギー消費性能に係る計算支援プ ログラムについて”」において、非住宅部分に係る

計算支援プログラム「エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）」として示されたツール 

・下記のリンクのHPからアクセルすることができ、最新版のマニュアルも公開されている。 

非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム (lowenergy.jp) 

・WEBプログラムには、３つの種別がある。 

 

標準入力法：建築物内にある全ての室単位で床面積や設置設備機器等の入力が必要。建築仕様（室・外皮・面積・形状等）および

設備仕様（熱源・空調・換気・照明・給湯・昇降機）が基本的に全て確定していないと入力できない。 

モデル建物法：申請された建築物と同一の用途のモデル建築物の設計一次エネルギー消費量が、当該モデル 建築物の基準一次エ

ネルギー消費量を超えないことを確認することにより基準への適合確認を行う方法。標準入力法とは異なり、室単

位ではなく建築物全体としての主たる建材や設備機器等の性能値を入力する。 

    小規模版モデル建物法：モデル建物法において床面積が 300 ㎡未満の小規模建築物（非住宅）が対象。300   ㎡以上の建築物に       

用いることはできない。 

 

■用途が複数ある建築物における各段階の評価基準の適合状況の判断は、ア～ウのいずれかにより行う。  

  ア BEIを標準入力法、BESTプログラムで計算している場合（一次エネルギー量の比率で判断）  

非住宅用途BEIの基準値が用途により異なるため、用途が複数ある建築物については、その用途の構成により基準  

となる値が決まるため、建築物ごとに基準値が異なることになる。  

用途が複数ある建築物については、用途ごとの基準一次エネルギー消費量に、用途ごとの段階の基準値を係数とし   

て乗じて得た値を合計した値を、当該建築物の段階の評価基準とする。  

 

     基準値＝Σ（（基準一次エネルギー消費量（「その他」を除く） 

×（表1-(3)-ア-1に示す各段階・用途に応じた非住宅用途BEIの基準値））  

           ≧Σ（（各用途の設計一次エネルギー消費量（「その他」を除く））  

   

なお、BEI を標準入力法で計算している場合、当該建築物の段階の評価基準の算定に当たっては、東京都環境局の

HPで公開している基準判定ツールを用いて算定を行うことができる。  

   ・東京都建築物環境計画書制度における複数用途建築物の３段階評価基準判定ツール※  

      https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/documents_2024.html（東京都環境局HP）  

 

イ BEImをモデル建物法で計算している場合（一次エネルギー量の比率で判断）  

    アに準じて行う。  

なお、BEImをモデル建物法で計算している場合、当該建築物の段階の評価基準の算定に当たっては、東京都環境局   

のHPで公開している基準判定ツールを用いて算定を行うことができる。  

   ・東京都建築物環境計画書制度における複数用途建築物の３段階評価基準判定ツール※  

https://building.lowenergy.jp/program
https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/documents_2024.html
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      https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/documents_2024.html（東京都環境局HP）  

 

  ウ アまたはイでは評価基準の適合状況が判断できない場合（面積按分で判断）  

    非住宅複数用途BEIの基準値は以下の式で算出する。 

 

      基準値＝Σ（（表1-(3)-ア-1の各用途に供する床面積）×（表1-(3)-ア-1の各段階・用途に応じた非住宅用途BEIの

基準値））÷（表1-(3)-ア-1の各用途に供する床面積の合計）  

 

      なお、基準値の計算において、各用途に供する面積は、建築物省エネ法上の計算対象床面積となる。  

 

※東京都建築物環境計画書制度における複数用途建築物の３段階評価基準判定ツール(基準判定ツール)(図1-3-(ア)-4) 

・基準判定ツールを用いて当該建物の段階の評価基準を判定する際は、省エネ計算結果を出力したPDFファイルを画面上  

にドロップするか、参照ボタンからファイルを指定し、①「判定実行ボタン」をクリックする。 

 

図1-3-（ア）-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「判定実行」ボタンをクリックすると表示される画面（図1-3-（ア）-5）の②「クリップボードへコピー」をクリック

し、判定結果をコピーする。 

図1-3-（ア）-5 

 

https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/documents_2024.html
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■ZEB 

「先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制やパッシブ技術の採用による自然エネルギーの積極的な活用、高効

率な設備システムの導入等により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネ

ルギーを導入することにより、エネルギー自立度を極力高め、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすること

を目指した建築物」と定義している。現在、ZEBの実現・普及に向けて、4段階のZEBを定性的及び定量的に定義して

いる。 

表1-3-(ア)-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-3-（ア）-6 

ZEB PORTAL：環境省 

 

 

https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html
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■ZEH 

ZEH とは「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維

持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消

費量の収支を正味でゼロとすることを目指した住宅」のことであり、4段階のZEHを定性的及び定量的に定義している。 

表1-3-(ア)-4 

 

 定性的な定義 定量的な定義 

ZEH 外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、

再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費

量が正味ゼロまたはマイナスの住宅 

以下の①～④のすべてに適合した住

宅 

① ＺＥＨ強化外皮基準（地域区分１

～８地域の平成 28 年省エネルギー 

基準（ηAC 値、気密・防露性能の確

保等の留意事項）を満たした上 

で、UA 値［W/m2 

K］ １・２地域：0.40 相当以下、３

地域：0.50 相 

当以下、４～７地域：0.60 相当以下） 

② 再生可能エネルギー等を除き、基

準一次エネルギー消費量から 20％ 

以上の一次エネルギー消費量削減 

③ 再生可能エネルギーを導入（容量

不問） 

④ 再生可能エネルギー等を加えて、

基準一次エネルギー消費量から 

100％以上の一次エネルギー消費量

削減 

Nearly ZEH 『ＺＥＨ』を見据えた先進住宅として、外皮の高断熱化

及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネル

ギー等により年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づ

けた住宅 

以下の①～④のすべてに適合した住

宅 ① ＺＥＨ強化外皮基準（地域区

分１～８地域の平成 28 年省エネル

ギー 基準（ηAC 値、気密・防露性

能の確保等の留意事項）を満たした

上 で、UA 値［W/m2 K］ １・２地域：

0.40 相当以下、３地域：0.50 相 当

以下、４～７地域：0.60 相当以下） 

② 再生可能エネルギー等を除き、基

準一次エネルギー消費量から 20％ 

以上の一次エネルギー消費量削減 

③ 再生可能エネルギーを導入（容量

不問） ④ 再生可能エネルギー等を

加えて、基準一次エネルギー消費量

から 75％以上 100％未満の一次エ

ネルギー消費量削減 

ZEH Oriented 『ＺＥＨ』を指向した先進的な住宅として、外皮の高断

熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた住宅（都市

狭小地に建築された住宅に限る） 

以下の①及び②のいずれにも適合し

た住宅 ① ＺＥＨ強化外皮基準（地

域区分１～８地域の平成 28 年省エ

ネルギー 基準（ηAC 値、気密・防

露性能の確保等の留意事項）を満た

した上 で、UA 値［W/m2 K］ １・２
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地域：0.40 相当以下、３地域：0.50 

相 当以下、４～７地域：0.60 相当

以下） ② 再生可能エネルギー等を

除き、基準一次エネルギー消費量か

ら 20％ 以上の一次エネルギー消費

量削減 

   

■ZEHイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-3-(ア)-7 

 

 

■ZEH（集合住宅） 

集合住宅におけるZEHでは政策的な意義と入居者の参考に資する観点での重要性に鑑み、 住棟単位（専有部及び共用

部の両方を考慮）と住戸単位（各々の専有部の みを考慮）の両方について、それぞれ以下の通り集合ＺＥＨの評価方法

を定める。 

 

・住棟単位（専有部と共用部の両方を考慮） 

表1-3-(ア)-5 

 

 定量的な定義 

ZEH-M 以下の①～④の全てに適合した集合住宅（住棟） 

① 当該住棟に含まれる全ての住戸について、強化外皮基準（１～８地域の平成 28 年省エネ

ルギー基準（ηAC6値、気密・防露性能の確保等の留意事項）を満たした上で、UA7 

値 １、２地域：0.40［W/m2K］以下、３地域：0.50［W/m2K］以下、４～７地域：0.60［W/m2K］

以下）に適合 

② 再生可能エネルギーを除き、共用部を含む当該住棟全体で、基準一次エネルギー消費量か

ら20％以上の一次エネルギー消費量削減 

③ 再生可能エネルギーを導入（容量不問） 

④ 再生可能エネルギーを加えて、共用部を含む当該住棟全体で、基準一次エネルギー消費量

から 100％以上の一次エネルギー消費量削減 
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Nearly ZEH-M 以下の①～④の全てに適合した集合住宅（住棟） 

① 当該住棟に含まれる全ての住戸について、強化外皮基準（１～８地域の平成 28 年省エネ

ルギー基準（ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項）を満たした上で、UA値 １、２地

域：0.40［W/mK］以下、３地域：0.50［W/m2K］以下、４～７地域：0.60［W/m2K］以下）に適 

合 

② 再生可能エネルギー等を除き、共用部を含む当該住棟全体で、基準一次エネルギー消費量

から 20％以上の一次エネルギー消費量削減 

③ 再生可能エネルギーを導入（容量不問） 

④ 再生可能エネルギー等を加えて、共用部を含む当該住棟全体で、基準一次エネルギー消費

量から 75％以上 100％未満の一次エネルギー消費量削減 

 

ZEH-M Ready 下の①～④の全てに適合した集合住宅（住棟） ① 当該住棟に含まれる全ての住戸について、

強化外皮基準（１～８地域の 平成 28 年省エネルギー基準（ηAC値、気密・防露性能の確保

等の留意事 項）を満たした上で、UA値 １、２地域：0.40［W/m2 K］以下、３地域：0.50［W/m2 

K］以下、４～７地域：0.60［W/m2 K］以下）に適合  

② 再生可能エネルギーを除き、共用部を含む当該住棟全体で、基準一次エネルギー消費量か

ら 20％以上の一次エネルギー消費量削減 

③ 再生可能エネルギーを導入（容量不問）  

④ 再生可能エネルギーを加えて、共用部を含む当該住棟全体で、基準一 次エネルギー消費量

から 50％以上 75％未満の一次エネルギー消費量削減 

ZEH-M Oriented 以下の①～②の全てに適合した集合住宅（住棟）  

① 当該住棟に含まれる全ての住戸について、強化外皮基準（１～８地域の平成28年省エネル

ギー基準（ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事 項）を満たした上で、UA値 １、２地

域：0.40［W/m2 K］相当以下、３地 域：0.50［W/m2 K］以下、４～７地域：0.60［W/m2 K］

以下）に適合  

② 再生可能エネルギーを除き、共用部を含む当該住棟全体で、基準一次エネルギー消費量か

ら20％以上の一次エネルギー消費量削減 

 

・住戸単位（各々の専有部のみを考慮） 

表1-3-(ア)-6 

 

 定量的な定義 

ZEH 以下の①～④の全てに適合した住戸  

① 強化外皮基準（１～８地域の平成 28 年省エネルギー基準（ηAC値、気密・ 防露性能の

確保等の留意事項）を満たした上で、UA値 １、２地域：0.40 ［W/m2 K］相当以下、３地域：

0.50［W/m2 K］以下、４～７地域：0.60 ［W/m2 K］以下） 

 ② 再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から 20％以上 の一次エネルギ

ー消費量削減  

③ 再生可能エネルギーを導入（容量不問）  

④ 再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から 100％ 以上の一次エネル

ギー消費量削減 

Nearly ZEH 以下の①～④の全てに適合した住戸  

① 強化外皮基準（１～８地域の平成 28年省エネルギー基準（ηAC値、気密・ 防露性能の確

保等の留意事項）を満たした上で、UA値 １、２地域：0.40 ［W/m2 K］以下、３地域：0.50

［W/m2 K］以下、４～７地域：0.60 ［W/m2 K］以下）  

② 再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から 20％以上 の一次エネルギー

消費量削減  

③ 再生可能エネルギーを導入（容量不問）  
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④ 再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から 75％以 上 100％未満の一

次エネルギー消費量削減 

ZEH Ready 以下の①～④の全てに適合した住戸 

 ① 強化外皮基準（１～８地域の平成 28 年省エネルギー基準（ηAC値、気密・ 防露性能の

確保等の留意事項）を満たした上で、UA値 １、２地域：0.40 ［W/m2 K］相当以下、３地域：

0.50［W/m2 K］相当以下、４～７地域：0.60 ［W/m2 K］相当以下） 

 ② 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20％以上 の一次エネル

ギー消費量削減  

③ 再生可能エネルギーを導入（容量不問） 

 ④ 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から 50％以 上 75％未満の

一次エネルギー消費量削減 

ZEH Oriented 以下の①～②の全てに適合した住戸  

① 強化外皮基準（１～８地域の平成 28 年省エネルギー基準（ηAC値、気密・ 防露性能の

確保等の留意事項）を満たした上で、UA値 １、２地域：0.40 ［W/m2 K］相当以下、３地域：

0.50［W/m2 K］相当以下、４～７地域：0.60 ［W/m2 K］相当以下）  

② 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20％以上 の一次エネルギ

ー消費量削減 

 

 

■BELS 

建築物省エネルギー性能表示制度のことです。平成 25 年 10 月に「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のた

めの評価ガイドライン（2013）」が国土交通省において制定され、当該ガイドラインに基づき第三者機関が非住宅建築物

の省エネルギー性能の評価及び表示を適確に実施することを目的に制定された。建物のエネルギー消費性能を BEl で評

価するが BELS 評価書や省エネ性能ラベルでは、星の数で表され、星の数が増えるほど、省エネ性能が高いことを示す。

住宅と非住宅とでは評価基準が異なり、非住宅の評価基準は以下のようになる。 

 

    

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

図1-(3)-ア-8 

 

省エネ性能表示制度事業者向け概要資料：国交省 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/shoene-label/images/guideline_gaiyou.pdf
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図1-(3)-ア-9 

 

BELS(第三者認証)のZEBマークに関する事項 
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区分 （4）地域における省エネルギー 

細区分 ア エネルギーの面的利用 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）評価基準が適用される建築物 

[特定開発事業において延べ面積が1万㎡を超える建築物・地域冷暖房区域において

住宅以外の用途の床面積の合計が1万㎡を超える建築物] 

 段階3 

段階2 

段階1 

（イ）地域冷暖房の熱の受入れの有無[有・無] 段階未満 

（ウ）地域冷暖房区域の名称[ ] 記載を省略 

（エ）地域エネルギー供給事業者から受け入れる熱のエネルギー効率の値 

[ ] 

熱供給媒体[蒸気を含む・蒸気を含まない] 

 

（オ）複数の建築物間での熱融通の有無[有・無] 

（カ）複数の建築物間での空調排熱利用の有無[有・無] 

（キ）複数の建築物間での空調排熱以外の有効利用を図ることが可能なエネルギー 

利用の有無 [有・無] 

 

1） 指針策定の背景 

近年、個別に計画される熱源システムにおいては、個別ヒートポンプシステムや蓄熱システム、また省エネルギー型

冷温水機やコージェネレーションシステムなどシステムの高効率化や個別分散化、また排ガス対策の充実なども進歩し

ており、環境保全と省エネルギー化に向けた熱源システムの選択肢は拡大している。 

地域冷暖房は、一定の地域内にある複数の建物の冷暖房用熱源機器を地域冷暖房プラントに集約化して、熱源システ

ムの高効率化と地域の環境保全を図るものである。地域内建築物の運転時間の相違（ピークカット効果）、負荷特性の違

い（排熱利用効果）などは集中化することにより、高効率運転が可能になる。また清掃工場排熱、河川水の熱、下水熱、

地下鉄排熱などの未利用エネルギーなどは、個別建物では活用しづらいが、地域冷暖房の場合は導入が可能である 

平成２０年月の環境確保条例の改正により、「東京都地域冷暖房推進に関する指導要綱」を再構築し、「地域におけるエ

ネルギー有効利用に関する計画制度」を新たに創設した。 

また、令和６年４月１日より制度の拡充・強化が図られ、「地域における脱炭素化に関する計画制度」が施行されている。 

 

2） 記入事項 

（ア）該当するものを選択する。 

（イ）地域冷暖房区域の地域エネルギー供給事業者からの熱供給の受入れがある場合、「有」を選択する。それ以外の場 

合、「無」を選択する。 

（ウ）（イ）で「有」を選択した場合、供給を受け入れる地域冷暖房区域の名称を記入する。 

（エ）（イ）で「有」を選択した場合、供給を受け入れる地域エネルギー供給事業者における熱のエネルギー効率の値（地 

域エネルギー供給実績報告書に記載のある数値等）を記入する。供給を受け入れる地域エネルギー供給事業者の

供給媒体に蒸気が含まれている場合は、「蒸気を含む」を選択する。蒸気が含まれていない場合は、「蒸気を含まな

い」を選択する。 

(オ)複数の建築物間で熱融通を行っている場合（一部を含む。）は、「有」を選択する。熱融通を行っていない場合は、

「無」を選択する。複数の建築物間での熱融通とは、熱負荷特性の異なる２以上の建築物について互いの熱源設備   

を熱供給の導管で連結し、冷熱や温熱を互いに融通しあうこととする。 

（カ）複数の建築物間で空調排熱を利用している場合（一部を含む。）は、「有」を選択する。利用していない場合や単

一の建物内で空調排熱を他の階やエリアで利用している場合は、「無」を選択する。複数の建築物間での空調排熱

利用とは、データセンターや大型サーバールームのあるオフィス等、冬季でも冷房需要が見込める用途がある建築

物において熱源設備にダブルバンドル型の熱回収ヒートポンプを採用することにより冬季における冷房時の排熱

を回収し、他の用途（ホテル等）の建築物において暖房需要に対応する場合等とする。 

（キ）空調排熱以外に有効利用を図ることが可能なエネルギーを利用している場合（一部を含む。）は、「有」を選択す

る。 

利用していない場合は、「無」を選択する。空調排熱以外の有効利用を図ることが可能なエネルギーとは、規則８
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条の４の表に掲げる利用可能エネルギーとする（次の（あ）～（か））。 

（あ）一般廃棄物の焼却施設において廃棄物の焼却により排出される熱 

（い）下水汚泥の焼却に伴い排出される熱 

（う）下水処理水の熱 

（え）河川水の熱 

（お）海水の熱 

（か）地下式構造の鉄道から排出される熱 

 

3） 配慮すべき事項 

①地域冷暖房区域における熱の受け入れに係る事項 

②複数の建物間において熱のエネルギーの効率的利用を行うシステムまたは空気調和に伴い排出される熱を利用す  

るシステムの構築に係る事項 

③建築物の空気調和に伴い排出される熱以外の有効利用を図ることが可能なエネルギーを利用するシステム構築に 

係る事項 

 

4） 評価基準 

この評価基準は、条例第17条の３に規定する特定開発事業において延べ面積が10,000㎡を超える建築物の新築等を   

行う場合又は地域冷暖房区域において規則第８条の19第１項で定める規模に該当する建築物の新築等を行う場合に限 

り適用する。 

表1-(4)-ア-1 

段階3 (1)の事項に適合し、(2)又は(3)の事項のいずれかに適合すること 

 

(1) 表1-(4)-ア-2に示す①から④の区分に応じ、熱のエネルギー効率の値が0.90（熱供給媒体に

蒸気が含まれる場合は0.85）以上であること 

(2) 複数の建築物間において、熱のエネルギーの効率的利用を行うシステム又は空気調和に伴い

排出される熱を利用するシステムを構築すること 

(3)  建築物の空気調和に伴い排出される熱以外の有効利用を図ることが可能なエネルギーを利用

するシステムを構築すること 

段階2 次の(1)から(3)までに掲げる事項のいずれかに適合すること 

 

(1) 表1-(4)-ア-2に示す①から④の区分に応じ、熱のエネルギー効率の値が0.90（熱供給媒体に

蒸気が含まれる場合は0.85）以上であること 

(2) 建築物の空気調和に伴い排出される熱以外の有効利用を図ることが可能なエネルギーを利用す

るシステムを構築すること。 

(3)  次の①及び②の事項を行っていること。 

① 当該地域冷暖房区域に係る地域エネルギー供給事業者からの熱供給を受け入れるこ

と。 

② 複数の建築物間において、熱のエネルギーの効率的利用を行うシステムまたは空気調

和に伴い排出される熱を利用するシステムを構築すること。 

 段階1      ①または②の事項のいずれかを行っていること。 

① 当該地域冷暖房区域に係る地域エネルギー供給事業者からの熱供給を受け入れるこ

と。 

② 複数の建築物間において、熱のエネルギーの効率的利用を行うシステムまたは空気調

和に伴い排出される熱を利用するシステムを構築すること。 

 

表1-(4)-ア-2 

① 熱供給を受け入れる熱供給プラントの新設、増設

又は更新（熱源機器のみの更新を除く。以下この評価

当該連続する３か年度の供給実績による熱のエネルギ

ー効率の値の平均 
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基準において同じ。）の日の１年後の日（以下「供給起

算日」という。）が、建築物環境計画書の提出日の属す

る年度の前年度（当該提出日において条例第 17 条の

14 の規定による地域エネルギー供給実績報告書が提

出されていない場合にあっては前々年度。以下「提出

前年度等」という。）までの連続する３か年度の初日よ

り前の日である場合 

 

②供給起算日が、提出前年度等までの連続する２か年

度の初日より前の日である場合（①の場合を除く。） 

次のいずれかの熱のエネルギー効率の値 

（ア）当該連続する２か年度の供給実績による熱のエ

ネルギー効率の値の平均 

（イ）提出前年度等の供給実績による熱のエネルギー

効率の値 

 

③供給起算日が、提出前年度等の初日より前の日であ

る場合（①及び②の場合を除く。）  

 

次のいずれかの熱のエネルギー効率の値  

（ア）当該提出前年度等の供給実績による熱のエネル

ギー効率の値  

（イ）条例第17条の10第１項に規定する地域エネル

ギー供給計画書（以下「地域エネルギー供給計画書」

という。）に記載する供給する熱のエネルギー効率の

値  

（ウ）熱供給プラントの増設又は更新があった場合に

あっては、知事が別に定める方法により、（イ）の熱の

エネルギー効率の値を、当該増設又は更新後の熱供給

プラントの供給熱量に基づき算定し直した熱のエネル

ギー効率の値 

④ ①から③まで以外の場合 次のいずれかの熱のエネルギー効率の値 

（ア）地域エネルギー供給計画書に記載する供給する

熱のエネルギー効率の値 

（イ）供給プラントの増設又は更新があった場合にあ

っては、知事が別に定める方法により、（ア）の熱のエ

ネルギー効率の値を、当該増設又は更新後の熱供給プ

ラントの供給熱量に基づき算定し直した熱のエネルギ

ー効率の値 

 

5） 根拠書類 

①「特定開発区域等脱炭素化方針」（旧エネルギー有効利用計画書）（指針第１号様式）、又は熱供給受入検討報告書（指  

針第８号様式）の写しを提出する。 

②地域冷暖房区域の地域エネルギー供給事業者から熱供給を受け入れていること及び受け入れている熱のエネルギー  

効率を示す書類（地域エネルギー供給実績報告書又は地域エネルギー供給計画書の該当部分）を提出する。 

③複数の建築物間での熱融通、複数の建築物間での空調排熱利用システム等、有効利用を図ることが可能なエネルギ 

ーを利用することを示す図書又は設計概要書を提出する。 
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■特定開発区域等脱炭素化方針（指針第１号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■熱供給受入検討報告書（指針第８号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6） 解説 

■地域冷暖房区域の確認方法 

地域冷暖房区域に該当するかどうかは、下記「地域における脱炭素化に関する計画制度」ホームページより地域冷

暖房区域図をダウンロードして確認できる。 

https://www.datutanplan.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

 

https://www.datutanplan.metro.tokyo.lg.jp/
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図1-4-(ア)-1 「地域における脱炭素化に関する計画制度」ホームページ 

 

図1-(4)-ア-2 地域冷暖房区域図の検索方法 
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図1-(4)-ア-3 地域冷暖房区域図（例） 

 

 ■熱のエネルギー効率 

供給熱量を、燃料使用量、熱使用量及び電気使用量にそれぞれ単位発熱量を乗じて合算して得た発熱量で除して得た

値をいう。また供給熱量、燃料使用量、熱使用量、電気使用量及び単位発熱量とは、それぞれ次に掲げる量をいう。 

 

  ・供給熱量 供給し、又は供給した蒸気、温水及び冷水の年度の熱量(単位 ギガジュール) 

・燃料使用量 熱の供給に使用し、又は使用した燃料の年度の使用量(単位 表○○第一欄に掲げる燃料等の区分ごと  

に同表第二欄に掲げる単位) 

・熱使用量 熱の供給に使用し、又は使用した他人から供給された蒸気、温水及び冷水の年度の使用量(単位 ギガジ  

ュール) 

・電気使用量 熱の供給に使用し、又は使用した他人から供給された電気の年度の使用量(単位 キロワット時) 

・単位発熱量 表1-(4)-ア-3第一欄に掲げる燃料等の区分ごとに、同表第二欄に掲げる単位当たりのギガジュール 

で表した発熱量として同表第三欄に掲げる係数 

               

単位発熱量について、他人から供給された蒸気、温水及び冷水については、当該熱を発生させるために使用された燃料、

熱、電気の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、当該方法により求めた単位当たり

のギガジュールで表した発熱量とすることができる。一般廃棄物の焼却施設において廃棄物の焼却により排出される熱、

下水汚泥の焼却に伴い排出される熱その他知事が認める熱については、単位発熱量はゼロとする。熱電併給設備により発

生する電気を他人に供給するとともに、発生する熱を熱の供給に使用し、又は使用した場合にあっては、熱電併給設備に

おいて使用し、又は使用した燃料の発熱量のうち、熱の供給に使用し、又は使用した発熱量の算定は、規則別表第一の三

の特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量の部算定の計算方法の項に規定する知事が別に定める算定方法に関する

指針によるものとする。 

 

 

 

 

 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001329.html#e000010269
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001329.html#e000010269
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表1-(4)-ア-3 

 

 

 

■都内指定区域一覧表  

表1-(4)-ア-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      計画書の公表 | 東京都環境局 - 地域におけるエネルギーの有効利用に関する制度 (tokyo.lg.jp) 

https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/yukoriyou/area_select.html
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■熱源を増設した場合の熱のエネルギー効率の算定事例（想定） 

①平成29年10月に供給を開始したA地域冷暖房区域内において、令和4年12月に建築物環境計画書を提出する延べ床

面積2万m²の事務所ビルA（熱供給の種類 蒸気、冷水）の場合 

 

 計算条件 

 Aのエネルギー効率 

「供給起算日」は供給開始後１年後なので、平成30年10月 

エネルギー効率を算定するのは、供給起算日の属する年度の翌年度からなので、令和1年度から  

令和3年度実績 ０．８０（平成２２年６月に実績報告提出済み） 

令和2年度実績 ０．８５（平成２１年６月に実績報告提出済み）  

令和1年度実績 ０．９０（平成２０年６月に実績報告提出済み） 

Aのエネルギー効率α ＝（０．８+０．８５+０．９）／３ ＝０．８５  

 

②平成30年10月に供給を開始したB地域冷暖房区域内において、令和4年5月に建築物環境計画書を提出する延べ床面  

積2万m²の事務所ビルB（熱供給の種類 温水、冷水）の場合 

 

 計算条件 

 Bのエネルギー効率 

「供給起算日」は供給開始後１年後なので、令和1年10月 

エネルギー効率を算定するのは、供給起算日の属する年度の翌年度からなので、令和2年度から  

令和3年度実績 なし（令和4年6月に実績報告提出予定）  

令和2年度実績 0.80（令和3年６月に実績報告提出済み） 

地域エネルギー供給計画書に記載するエネルギー効率の値 0.85 

Bのエネルギー効率α ＝0.85 

 

③平成１年10月に供給を開始したＣ地域冷暖房区域内において、供給計画の変更(熱供給プラント（冷熱専用の増設）の  

届出が行われ、令和１年８月に変更内容について東京都の確認を受け、令和１年９月に建築物環境計画書を提出し、令 

和２年４月から増設した熱供給プラントを稼動を開始する延べ床面積10万㎡の事務所ビル（熱供給の種類 温水、冷水）

の場合  

計算条件  

Ｃのエネルギー効率 

「供給起算日」は供給開始後１年後なので、令和３年４月 

エネルギー効率を算定するのは、供給起算日の属する年度の翌年度からなので、令和４年度から  

平成30年度実績 0.70（令和１年６月に実績報告提出済み）  

当該増設又は更新後の熱供給プラントの供給熱量に基づき算定し直した熱のエネルギー効率の値 0.90 

（令和1年８月に供給計画の変更内容の確認済み） 

Ｃのエネルギー効率α ＝0.90 
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区分 （5）エネルギーマネジメント 

細区分 ア 最適運用のための予測、計測、表示等及びエネルギーの需給調整を最適化する機能の導入 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）データ収集・分析・管理機能 

[最も大きい床面積を占める用途における全体の電気、ガス、及び熱の使用量が把握

できる隔測メーターを設置し、当該メーターのデータを収集、分析及び管理する機能

を有するシステムを導入している] 

 

点数[                   ] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

（イ）最大需要電力の把握及びディマンド制御に係る事項 

[主要な設備システムの運転及び制御の遠隔操作ができる機能を有したシステムを

導入している・最も大きい床面積を占める用途における全体について、最大需要電力

を把握・監視し、ディマンド制御ができる機能を有するシステムを導入している・建

築物の管理規定等において、当該建築物におけるディマンド制御及び電気の需給調

整の内容について、建築物の使用者（テナント等）と取り決めを行う計画としている] 

     点数[                   ] 

記載を省略 

 

（ウ）需給調整に係る事項 

[最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量の蓄電池（非常用のものを除

く。）を設置し、電気の需給調整時に当該蓄電池を充放電させ、需要量の調整を行う

ことができる・最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量の V2B 充放電

設備を設置し、電気の需給調整時に電気自動車から当該機器へ給電させ、建物側の需

要電力の調整を行うことができる] 

      点数[                   ] 

（エ）ディマンドリスポンス制御及び遠隔監視・制御に係る事項 

[建築物に設置する電気需要機器により、最大需要電力の一定割合に相当する電力量

について、一定時間以上、下げ DR 又は上げ DR ができる機能を有するシステムを導

入している・建築物の管理者が遠隔地において上記に掲げる電気の需給調整ができ

る機能を有するシステムを導入している・遠隔操作を、クラウド上のインターフェー

スを経由して行うことができる機能を有するシステムを導入している] 

      点数[                   ] 

 

1） 指針策定の背景 

建築物のライフサイクルエネルギーのうち、大きな割合を占める運用段階におけるエネルギーを削減していくために

は、設備システムの省エネルギー化と共に、そのエネルギー消費量の管理体制が重要となる。各設備システムのエネルギ

ー消費量の計量及び見える化を行い、更にその結果を分析・評価することにより、建築物全体でのエネルギーの使われ方

を把握して改善していくことが可能となる。しかし、分析・評価はもちろんのこと、適切な計量や見える化が行われてい

ない施設もあり、こうした施設では快適性（室内環境）監視とエネルギー計量及び見える化によりバランスのとれた最適

な運用を図っていく必要がある。本制度では、建築物におけるエネルギー計測システムや BAS（Building Automation 

System）、BEMS(Building and Energy Management System)など計量および見える化、エネルギー管理システムの導入を

評価することで、建築と設備システムの保全管理が適切に行われ、建築物としての価値が長く保たれるよう誘導する。 

 

2） 記入事項 

（ア）データ収集・分析・管理機能 

最も大きい床面積を占める用途における全体の電気、ガス、及び熱の使用量が把握できる隔測メーターを設置し、

当該メーターのデータを収集、分析及び管理する機能を有するシステムを導入している場合に選択する。 

（イ）最大需要電力の把握及びディマンド制御に係る事項 
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    下記について該当するものがある場合に該当するものを選択する。 

・主要な設備システムの運転及び制御の遠隔操作ができる機能を有したシステムを導入している。 

・最も大きい床面積を占める用途における全体について、最大需要電力を把握・監視し、ディマンド制御ができる 

機能を有するシステムを導入している。 

      ・建築物の管理規定等において、当該建築物におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容について、 

建築物の使用者（テナント等）と取り決めを行う計画としている。 

（ウ）需給調整に係る事項 

     下記について該当するものがある場合に該当するものを選択する。 

・最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量の蓄電池（非常用のものを除く）を設置し、電気の需調 

整時に当該蓄電池を充放電させ、需要量の調整が可能。 

・最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量のＶ２Ｂ充放電設備（電気自動車等に搭載された電池か 

ら、事業系建物等に三相交流等により電力を給電するための直流／交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネ

クター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。以下同じ。）を設置し、電気の需給調整時に電気自動

車から当該機器へ給電させ、建物側の需要電力の調整を行うことが可能。 

（エ）ディマンドリスポンス制御及び遠隔監視・制御に係る事項 

    下記について該当するものがある場合に該当するものを選択する。 

・建築物に設置する電気需要機器により、最大需要電力の一定割合に相当する電力量について、一定時間以上、 

下げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における需要電力を減らす 

ことをいう。）又は上げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における

需要電力を増やすことをいう。）ができる機能を有するシステムを導入している。 

     ・建築物管理者が遠隔地において上記に掲げる電気の需給調整ができる機能を有するシステムを導入している。 

・上記の遠隔操作を、クラウド上のインターフェースを経由して行うことができる機能を有するシステムを導入 

している。 

 

3） 配慮すべき事項 

建築設備の運転管理時に、エネルギー利用の効率的な運用及びエネルギーの需給調整の最適化を可能にするために行う 

事項として以下とする。 

①ガス、電力及び冷温熱のエネルギー計量設備の系統別設置に係る事項 

②BEMSの導入に係る事項 

 

4） 評価基準 

段階3 次の①及び②の事項に適合すること。 

①最も大きい床面積を占める用途における全体の電気、ガス、及び熱の使用量が把握できる隔測

メーターを設置し、当該メーターのデータを収集、分析及び管理する機能を有するシステムを

導入している。 

②表７及び表８の各点数が１以上であり、かつ、表７から表９までによる点数の合計が４以上で

あること。なお、表９におけるＤＲ制御とは、ディマンドリスポンス制御（需要家の受電点以

下に接続されている電気需要機器等を制御することで、電力需要パターンを変化させることを

いう。）をいう。 

段階2 次の①及び②の事項に適合すること。 

 ①[段階3①]の事項を行っている。 

 ②[段階3②]表７から表９までによる点数の合計が2又は３であること。 

段階1 [段階3①]の事項を行っていること。 
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表７ 最大需要電力の把握及びディマンド制御に係る事項  

配慮の内容 点数 

   主要な設備システムの運転及び制御の遠隔操作ができる機能を有したシステムを導入している。 １ 

   最も大きい床面積を占める用途における全体について、最大需要電力を把握・監視し、ディマンド制

御ができる機能を有するシステムを導入している。 
１ 

   建築物の管理規定等において、当該建築物におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容につい

て、建築物の使用者（テナント等）と取り決めを行う計画としている。 
１ 

 

表８ 需給調整に係る事項 

配慮の内容 点数 

   最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量の蓄電池（非常用のものを除く）を設置し、電

気の需給調整時に当該蓄電池を充放電させ、需要量の調整が可能 
１ 

   最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量のＶ２Ｂ充放電設備（電気自動車等に搭載され

た電池から、事業系建物等に三相交流等により電力を給電するための直流／交流変換回路をもつ充電

設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。以下同じ。）を設置し、電

気の需給調整時に電気自動車から当該機器へ給電させ、建物側の需要電力の調整を行うことが可能。 

１ 

 

表９ ＤＲ制御及び遠隔監視・制御に係る事項 

配慮の内容 点数 

   建築物に設置する電気需要機器により、最大需要電力の一定割合に相当する電力量について、一定時

間以上、下げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における

需要電力を減らすことをいう。）又は上げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整

し、一時的に建築物における需要電力を増やすことをいう。）ができる機能を有するシステムを導入し

ている。 

１ 

   建築物管理者が遠隔地において上記に掲げる電気の需給調整ができる機能を有するシステムを導入し

ている。 
１ 

   上記の遠隔操作を、クラウド上のインターフェースを経由して行うことができる機能を有するシステ

ムを導入している。 
１ 

 

5） 根拠資料 

取組内容がわかる設備図面、集中監視システム図面等を提出する。建築物の管理規定等を定めている場合はその写し

を提出する。 

 

6） 解説 

（１）BEMS及び代表機能 

BEMS とは IEA(国際エネルギー機構)で統一された呼称であり、「ビルエネルギー管理シス  テム」 のことであ

る。ビルエネルギー管理システムに関しては、従来、ビル管理ツールとしての監視制御装置BAS（Building Automation 

System）と建物の運営・経営を支援する情報管理システムとしてのBMS（Building Management System）と区分され

て用いられてきた。BEMSとは、B（ビル）とE（エネルギー）のマネジメントを主体としたこれらの概念を包含する

システムである。 
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図1-(５)-ア-１ 

  （資源エネルギー庁新産業・社会システム推進室「ディマンドリスポンスについて～ 新たな省エネのかたち～」より）  

  006_03_00.pdf 

  https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/006_03_00.pdf 

 

（２）デマンドレスポンス（DR）概説 

電力会社は需要と供給の量を一致させる必要がある。需要側で電力消費を調整しピーク時負荷軽減することをデ 

マンドレスポンス（DR）といい、需要家側で需要のピークが発生しそうなタイミングで電力需要削減を行うことで、

電力会社がピーク需要のために用意していた発電所の建設コストや維持管理コストを削減することが可能となる。

結果、日本全体として発電のための燃料調達コストを抑制できる。又、電力需要削減により創出された電力需要削減

量を発電量と同じ価値としてみなす考え方に基づき取引きも行われる。（削減コストを、電力需要削減を行った需要

家は報酬として受け取る。）さらに、再エネ導入拡大により電力供給が過剰となっているタイミングでは、DRにより

需要時間帯をシフトすることで、再エネ由来の電力を有効に使うことが可能となる。 

                  

            図1-(５)-ア-２（（経済産業省 資源エネルギー庁HP より） 

ディマンド・リスポンス（DR）について｜資源エネルギー庁 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html 

 

※上げDR：電気の需要を増やすこと 

電力の使用が少ない時間帯に電気を使用することで、需給バランスを取ること。風力や太陽光などによって作られる再  

生可能エネルギーは天候によって供給量が変動するので、エネルギーの供給が過剰になり電気が余ってしまった場合に

蓄電池や電気自動車を充電することで結果、電電力使用量を増やす。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/006_03_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/006_03_00.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html
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※下げDR：電気の需要を減らすこと 

電気は基本的に貯めることができないため、需要が供給量を上回ると需要と供給のバランスが崩れ、最悪停電となる。

こうした事態を避けるために下げ DR としてピーク時の電気の使用を抑えるよう無理のない範囲で照明や空調の使用を

制限したり、蓄電池の電気を優先的に使用することで電気使用量を抑制する。 

                    

                   図1-(５)-ア-３（経済産業省 資源エネルギー庁HP より） 

ディマンド・リスポンス（DR）について｜資源エネルギー庁 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html 

 

   需要制御の方法によって、①電気料金型（電気料金設定により電力需要を制御する）と、②インセンティブ型（需

要家が電力会社などの要請に応じて電力需要の抑制等をすることにより対価を得る）の2つに区分される。               

           

           図1-(５)-ア-４（経済産業省 資源エネルギー庁HP より） 

  ディマンド・リスポンス（DR）について｜資源エネルギー庁  

 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html
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図1-(５)-ア-５（経済産業省 資源エネルギー庁HP より） 

ディマンド・リスポンス（DR）について｜資源エネルギー庁 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html
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分野 2 資源の適正利用 

区分 （1）持続可能な低炭素資材等の利用 

細区分 ア 躯体材料における低炭素資材等の利用 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）低炭素資材の利用に係る事項 

[木材・木材（国産材）・低炭素コンクリート・リサイクル鋼材] 

点数[                   ] 

 段階3 

段階2 

段階1 

（イ）リサイクル材の利用等に係る事項 

a グリーン購入法の特定調達品目 

[高炉スラグ骨材・フェロニッケルスラグ骨材・銅スラグ骨材・電気炉酸化

スラグ骨材・高炉セメント・フライアッシュセメント] 

b 東京都環境物品等調達方針（公共工事）の特別品目 

[再生骨材を用いたコンクリート・ 

再生骨材を用いたレディーミクストコンクリート] 

c 既存建築物の躯体の再利用 

[基礎・基礎杭・壁・柱・その他] 

点数[                   ] 

段階未満 

記載を省略 

 

 

1） 指針策定の背景 

大規模な新築建物の主要構造は非木造（ＲＣ造・鉄骨造）が主流であり、製造時のCO2排出原単位が大きいコンクリ 

ートや鉄を多く使用している。そこで、躯体材料を炭素排出の少ない木材へ転換するとともに、主要な躯体材料であり、 

製造時のCO2排出が多いコンクリート及び鉄を、低炭素化する取組を促進する。 

 

2） 配慮すべき事項 

躯体材料における低炭素資材及びリサイクル材の利用等に係る事項 

①低炭素素材の利用に係る事項 

②リサイクル材の利用等に係る事項 

 

3） 評価基準 

段階３ 表2-(1)-ア-1 及び 表2-(1)-ア-2による点数の合計が３以上であること。 

段階２ 表2-(1)-ア-1 及び 表2-(1)-ア-2による点数の合計が２であること。 

段階１ 表2-(1)-ア-1 及び 表2-(1)-ア-2による点数の合計が１であること 

 

表2-(1)-ア-1.低炭素素材の利用 

低炭素資材の利用 

躯体※１材料において、次の①②のいずれかの取組を実施していること。 

①次に掲げる低炭素資材をすべて利用していること。 

・木材※２  ・低炭素コンクリート※３  ・電炉鋼材などのリサイクル鋼材※４ 

②低炭素素材を、木材含み二つ以上利用するとともに、木材※２にあっては全てもしくは部

分的に国産材を利用していること。 

３点 

躯体※１材料以外において、次の①②のいずれかの取組を実施していること。 

①点数３に掲げる低炭素資材を二つ以上利用していること。 

②木材にあっては全てもしくは部分的に国産材を利用していること。 

２点 

躯体※１材料以外において、点数３に掲げる低炭素資材のうち、一つを利用していること。 １点 

※１ 建築基準法における構造耐力上主要な部分 

※２ グリーンウッド法に適合した木材に限る。 

※３ セメントの一部を産業副産物に置き換えることにより、通常の製造時より、CO2排出量が50％以上削減される
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コンクリートをいう。 

※４ 東京都環境物品等調達方針（公共工事）「特別品目」の「電炉鋼材などのリサイクル鋼材（鉄スクラップを原料

として使用している鋼材）」 

 

表2-(1)-ア-2.リサイクル材の利用等に係る事項 

リサイクル材 

の利用 

躯体に係る事項として、次の①②のいずれかの取組を実施していること。 

①躯体材料に次のいずれかの資材等（ただし、低炭素資材は除く。）を二つ以上利用してい

ること。 

・グリーン購入法「特定調達品目」のうち、 

高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材、電気炉酸化スラグ骨

材、高炉セメント、フライアッシュセメント 

・東京都環境物品等調達方針（公共工事）の「特定品目」のうち、 

再生骨材を用いたコンクリート、再生骨材を用いたレディーミクストコンクリート 

  （ただし、躯体使用に限る。） 

②既存構造物の杭、基礎、躯体等を利用し、躯体材料の使用の減少に取り組んでいること。 

２点 

躯体材料において、点数２に掲げる①の資材等のうち、一つを利用していること。 １点 

 

4） 根拠書類 

①利用する低炭素資材・リサイクル材等の使用箇所及び仕様・品目がわかる図面又は設計概要書を提出する。 

②躯体材料において使用する低炭素資材・リサイクル材等について記載された設計図書（特記仕様書等） 

③構造図などで利用資材が選択可能（監理者との協議による、など）な場合は、完了時に、施工要領書等の提出を求 

める。 

  

＜根拠資料の具体例＞ 

低炭素コンクリート 

①基準とする従前の普通コンクリートと採用する低炭素型コンクリートの比較資料 

②上記、比較がない場合、低炭素コンクリートのCO2排出量が200kg/ｍ３以下であることを示すことも可とする。 

③採用された建設資材におけるＥＰＤ等（工事完了時） 

 

合法木材 

①採用予定の登録木材関連事業者の明記（計画時） 

②購入先（販売元）が発行する合法性が確認できる書類（完了時） 

③採用された建設資材におけるＥＰＤ等（工事完了時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-(1)-ア-1 木材関連事業者の範囲（左）および登録木材関連事業者とは（右） 

出典：林野庁 クリーンウッド法パンフレット 
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/bro/attach/pdf/brochure_2_20210112.pdf 

信頼できる事業者のあかし 

合法伐採木材の利用に取り組む木材関

連事業者が登録実施機関（国に登録さ

れた第三者機関）に対して、申請・登録

し、「登録木材関連事業者」として登録

される。 
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リサイクル鋼材 

①仕様書への適用の記載（計画／完了 時） 

②仕様書への適用の記載が選択制の場合（使用できるとの記載の場合） 

③採用された建設資材におけるＥＰＤ等（工事完了時） 

 ミルシート等の施工関連書類の抜粋（工事完了時） 

 

■その他の用語 

・EPD：製品の環境宣言（EnvironmentalProductDeclaration）。 

これまで活用されてきたＣＦＰは温室効果ガス排出量に特化した評価であったが、ＥＰＤは有害性化学物質やオ 

ゾン層破壊など様々な環境影響について可視化した、ISO14040及び14044に準拠した環境認証ラベルである。そ 

の算定においては原材料調達から廃棄までの製品の全ライフサイクルに亘る範囲を対象としている。日本では 

SuMPO（一般社団法人サステナブル経営推進機構）がSuMPO EPDを運営している。EPDを取得することで、製品の 

環境への影響を定量的に表すことができる。 

ISO14025に基づく第三者検証に合格した製品環境情報のみ、EPDプログラムのウェブサイト上に有効な情報とし 

て開示される。SuMPO EPDのウェブサイトには、日本のEPDプログラムであるSuMPO EPDの規程に準拠し検証に 

合格した情報が掲載されている。 

SuMPO環境ラベルプログラムで公開中のEPDは、以下から検索・閲覧することができる。 

閲覧ページ：https://ecoleaf-label.jp/epd/search 

 

SuMPO EPD の検証有効期限は原則 5 年間で、検証有効期限期間中の有効な EPDのみ検索画面に表示される。検証 

期限が切れたEPDは無効であり、無効なEPDの情報をコミュニケーションに用いることは禁じられている。EPDの

所有者（製品の製造事業者等）は、EPDの開示内容に変更があった場合には自らの責任のもとEPDの情報を適宜ア

ップデートしなければならず、EPDに記載の内容は常に最新情報である必要がある。 

（出典）・用語集｜OneClickLCA｜住友林業 

https://sfc.jp/treecycle/value/oneclicklca/glossary/#ec 

・一般社団法人サステナブル経営推進機構, EPDについて | SuMPO EPD 

https://ecoleaf-label.jp/contents/epd/ 

・一般社団法人サステナブル経営推進機構, EPD (Environmental Product Declaration) 概要 

https://ecoleaf-label.jp/wp-

content/uploads/2024/08/SuMPO%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD

%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%A6%82%E8%A6%81_20240703.pdf 

 

・Internal-PCR承認制度：プログラムで用いるP-PCR（プログラムPCR）のノウハウを基に、企業内で製品単位のカーボ 

ンフットプリント情報の算定ルールを審査し、承認する制度。 

図2-(1)-ア-2 合法木材が確認できる書類例（納品書） 
出典：林野庁 クリーンウッド法の概要 
   https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/summary.html 

https://ecoleaf-label.jp/epd/search
https://sfc.jp/treecycle/value/oneclicklca/glossary/#ec
https://ecoleaf-label.jp/wp-content/uploads/2024/08/SuMPO%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%A6%82%E8%A6%81_20240703.pdf
https://ecoleaf-label.jp/wp-content/uploads/2024/08/SuMPO%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%A6%82%E8%A6%81_20240703.pdf
https://ecoleaf-label.jp/wp-content/uploads/2024/08/SuMPO%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%A6%82%E8%A6%81_20240703.pdf
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図2-(1)-ア-3  Internal-PCR承認制度 

 

制度の概要については以下の通り 

表2-(1)-ア-3 制度概要 

 

（出典）一般社団法人サステナブル経営推進機構, Internal-PCR承認制度とは 

https://sumpo.or.jp/scheme/i-pcr/about.html 

 

  

https://sumpo.or.jp/scheme/i-pcr/about.html
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・CFP：Carbon Footprint of Product の略語。 

製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される GHG 

の排出量を CO2 排出量に換算し、製品に表示された数値もしくはそれを表示する仕組み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-(1)-ア-4 CFP概念図 

（出典） 

・経済産業省、環境省, カーボンフットプリント ガイドライン 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_footprint/pdf/20230331_3_1.pdf 

・一般社団法人サステナブル経営推進機構, CFPについて｜CFPプログラム 

https://www.cfp-japan.jp/about/ 

 

5） 解説 

a. 躯体（建築基準法施行令 第1条第3号 構造耐力上主要な部分） 

   

 

 

 

 

 

 

 

「構造耐力上主要な部分」とは、以下の①建築物の部分 かつ、②の荷重を支えるものを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築基準法施行令（第一章 総則、第一節 用語の定義等） 

第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

三 構造耐力上主要な部分基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これ

らに類するものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するものをいう。）で、

建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝

撃を支えるものをいう。 

 

① 建築物の部分 

・ 基礎 

・ 基礎ぐい 

・ 壁 

・ 柱 

・ 小屋組 

・ 土台 

・ 斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの） 

・ 床版 

・ 屋根版 

・ 横架材（はり、けた） 

 

② 荷重 

・ 建築物の自重 

・ 積載荷重 

・ 積雪荷重 

・ 風圧 

・ 土圧・水圧 

・ 地震その他の震動・衝撃 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_footprint/pdf/20230331_3_1.pdf
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b. 合法木材（関係法令概要コラム（判断基準省令第四条）） 

 『合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（通称：クリーンウッド法）』は、取り扱い木材等について、

木材が伐採された国の法令を適合して伐採されたことの確認（合法性の確認）を促し、合法性の確認ができた木材の

流通や利用を促進するものである。 

 

 合法木材は、法令に従って正しく伐採されたことが証明できる木材のこと。 

 

クリーンウッド法での『木材等』とは、以下のものをいい、木材関連事業者が取り扱う木材等が合法性の確認対象。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-(1)-ア-4 クリーンウッド法の『木材等』の解説（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：林野庁 クリーンウッド法に基づく事業者登録のすすめ 
  https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/bro/attach/pdf/brochure_4_20210112.pdf 図2-(1)-ア-5 構造部材（RC造） 

出典：林野庁 クリーンウッド法における 合法性確認（デュー・デリジェンス）⼿引き 
   https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/jouhou/pdf/r4/r4report_4.pdf 
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判断基準省令4条（木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

判断基準省令第４条 

木材関連事業者は、木材等を譲り渡す場合（消費者に譲り渡す場合を除く。）には、次に掲げる事項を記載し、又

は記録した書類を、当該木材等を譲り受け、又は当該木材等の販売の委託を受ける者に提供することとする。  

一 第一種木材関連事業を行う者にあっては、第二条第一号若しくは第二号又は前条第一号の規定による確認を

行った旨及び合法性の確認ができた場合にはその旨  

二 第二種木材関連事業を行う者にあっては、第二条第三号の規定による確認を行った旨及び合法性の確認がで

きた場合にはその旨 

三 法第八条の木材関連事業者の登録その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資する制度に基づく登録、

認証又は認定を受けている者である場合にはその旨 

出典：林野庁木材利用課 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 （クリーンウッド法）の概要と意義について 
   https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/pdf/2-4hou_gaiyou_igi.pdf 

図2-(1)-ア-6 判断基準省令4条に関連する譲り渡し措置に用いる書類の一例 
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資料１：合成木材の確認手順フローチャート 

出典：クリーンウッド法に関する情報：合法性確認のためのフローチャート等：林野庁 

 

  

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/jouhou/howto.html
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資料２：合成木材の確認のためのチェックリスト１・２・３ 

出典：クリーンウッド法に関する情報：合法性確認のためのフローチャート等：林野庁 

 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/jouhou/howto.html
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c. 低炭素コンクリート 

 低炭素コンクリートは、製造過程での二酸化炭素（CO2）排出量を削減したコンクリートである。 

コンクリートの材料の一部を産業副産物に置き換えることで二酸化炭素排出量を削減する。 

従来のセメントの一部を高炉スラグやフライアッシュなどの産業副産物で置き換えることで、CO2排出量を削減する。 

 

d. リサイクル鋼材（電炉鋼材） 

リサイクル鋼材とは、鉄スクラップを原料としている鋼材のことである。 

 

【東京都環境物品等調達方針概要】 

「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」は、環境物品等の使用及び環境影響物品等の使用抑制に関し必要な事項を定

め、これに基づく環境物品等の使用の推進及び環境影響物品等の使用抑制を行うことにより、環境への負荷の少ない持

続的発展が可能な社会の構築を図り、定められた。この方針で定めた「特別品目」の中から資材等を選択することによ

り、公共工事、民間工事に関わらず、環境への負荷低減を図ることができる。 

 

東京都環境物品等調達方針（公共工事）の特別品目（令和６年９月） 

品目分類 品目名 要件 使用用途等 

その他環境負荷の低減

に寄与するもの 

電炉鋼材などのリサイクル鋼

材 

・鉄スクラップを原料と 

して使用していること。 

・土木工事、建築工事等に

おいて、その使用を推進す

る。 

  

e. グリーン購入法概要説明 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだ

け少ない製品やサービスを選び、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること、とされている。グリーン

購入法に定められる特定調達品目に該当する資材等を選択することで、グリーン購入の考え方に基づき購入することが

可能となり、環境負荷の低減を図ることができる。 

（出典；環境省 グリーン購入法.net（https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/） 

 

表2-(1)-ア-5 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 及びその判断の基準（公共工事 資材等）特定調達品目の判断基準等 

品目分類 品目名 判断の基準等 

コンクリート用ス

ラグ骨材 

高炉スラグ骨材 【判断の基準】 

○天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高炉ス

ラグが使用された骨材であること。 

 

【配慮事項】 

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 

備考）「高炉スラグ骨材」については、JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材）に適合する資材は、本基準を満たす。 

コンクリート用ス

ラグ骨材 

フェロニッケルスラ

グ骨材 

【判断の基準】 

○天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できるフェロ

ニッケルスラグが使用された骨材であること。 

備考）「フェロニッケルスラグ骨材」については、JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第２部：フェロニッケルスラグ骨材）に適合する資材は、本

基準を満たす。 

コンクリート用ス

ラグ骨材 

銅スラグ骨材 【判断の基準】 

○天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる銅スラ

グ骨材が使用された骨材であること。 

備考）「銅スラグ骨材」については、JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第３部：銅スラグ骨材）に適合する資材は、本基準を満たす。 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/
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コンクリート用ス

ラグ骨材 

電気炉酸化スラグ骨

材 

【判断の基準】 

○天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる電気炉

酸化スラグ骨材が使用された骨材であること。 

 

【配慮事項】 

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 

備考）「電気炉酸化スラグ骨材」については、JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材）に適合する資材は、本基準を満

たす。 

混合セメント 高炉セメント 【判断の基準】 

○高炉セメントであって、原料に30％を超える分量の高炉スラグが使用されていること。 

備考）「高炉セメント」については、JIS R 5211で規定されるB種及びC種に適合する資材は、本基準を満たす。 

混合セメント フライアッシュセメ

ント 

【判断の基準】 

○フライアッシュセメントであって、原料に10％を超える分量のフライアッシュが使用されている

こと。 

備考）「フライアッシュセメント」については、JIS R 5213で規定されるB種及びC種に適合する資材は、本基準を満たす。 

f. 東京都環境物品等調達方針（公共工事）の特別品目、該当部分解説 

「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」は、環境物品等の使用の推進及び環境影響物品等の使用抑制を行うことに

より、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的に、定められたもの。この調達方針で定

めた「特別品目」の中から資材等を選択することにより、公共工事、民間工事に関わらず、環境への負荷低減を図るこ

とができる。 

（http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/index.html） 

 

表2-(1)-ア-6 東京都環境物品等調達方針（公共工事）の特別品目（令和６年９月） 

品目分類 品目名 要件 使用用途等 

コンクリート塊、アス

ファルト・コンクリー

ト塊等の有効利用を図

るもの 

再生骨材Ｌを用いたコン

クリート 

・構造物の解体などにより発生したコンクリート塊

を破砕して造ったコンクリート用再生骨材Ｌを、骨

材の全部又は一部に用いたコンクリートであるこ

と。 

・均し（捨て）コンクリート、裏

込めコンクリート等の高い強度、

高い耐久性が要求されない部材及

び部位について、その使用を推進

する。 

・供給施設の以下の情報や、他情

報も参考に活用検討を行う。 

・再生骨材コンクリート普及連絡

協議会（https://acrac.org/） 

 再生骨材Ｍを用いたコン

クリート 

・構造物の解体などにより発生したコンクリート塊

を破砕、磨砕、分級して造ったコンクリート用再生

骨材Ｍを、骨材の全部又は一部に用いたコンクリー

トであること。 

・乾燥収縮や塩害を受けにくい構

造部材や無筋コンクリート部材に

ついて、その使用を推進する。 

・供給施設の以下の情報や、他情

報も参考に活用検討を行う。 

・再生骨材コンクリート普及連絡

協議会（https://acrac.org/） 

 再生骨材Ｈを用いたレデ

ィーミクストコンクリー

ト(注) 

・構造物の解体などにより発生したコンクリート塊

に対し、破砕、磨砕、分級等の高度な処理を行い、

必要に応じて粒度調整したコンクリート用再生骨材

Ｈを用いたレディーミクストコンクリートであるこ

・レディーミクストコンクリート

を使用する用途に、その使用を推

進する。（軽量コンクリート及び

高強度コンクリートへの使用を除

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/index.html
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と。 く） 

・供給施設の以下の情報25や、

他情報も参考に活用検討を行う。 

・再生骨材コンクリート普及連絡

協議会（https://acrac.org/） 

（注）現場に搬入されるまだ固まらないコンクリートで、JISA5308「レディーミクストコンクリート」の規定に相当ずるもの 

 

 

【エコセメント】JIS R 5214 

エコセメントとは、生活から出るごみを清掃工場で焼却した際に発生する焼却灰や汚泥等の各種廃棄物を主原料

とした新しいセメント。 

普通ポルトランドセメントの原料は、石灰石・粘土・珪石・鉄原料などだが、エコセメントは、これらの代替とし

て、都市ごみ焼却残さ等を セメント１tonあたり500kg以上使用する。 

 

【再生骨材】 

再生骨材とは、構造物を解体して生じたコンクリート塊を粉砕などして取り出した骨材。 

１度コンクリートに利用した骨材を再利用するので、再生骨材をいう。 
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細区分 イ 躯体材料以外における低炭素資材等の利用 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）低炭素資材の利用に係る事項 

[木材・木材（国産材）・低炭素コンクリート・リサイクル鋼材] 

点数[                   ] 

 段階3 

段階2 

段階1 

（イ）リサイクル材の利用等に係る事項 

aグリーン購入法の特定調達品目 

[ ] [ ] 

b東京都環境物品等調達方針（公共工事）の特別品目 

[ ] [ ] 

点数[                   ] 

段階未満 

記載を省略 

 

 

1） 指針策定の背景 

大規模建物では躯体材料以外の資材使用も多く、低炭素化の取組が重要となってくる。リサイクル材の利用とともに、

製造時のCO2排出が少ない低炭素資材の利用を促進する。 

 

2） 配慮すべき事項 

躯体材料以外における低炭素資材及びリサイクル材の利用等に係る事項 

①低炭素素材の利用に係る事項 

②リサイクル材の利用に係る事項 

 

3） 評価基準 

段階３ 表2-(1)-イ-1及び表2-(1)-イ-2による点数の合計が３以上であること。 

段階２ 表2-(1)-イ-1及び表2-(1)-イ-2による点数の合計が２であること。 

段階１ 表2-(1)-イ-1及び表2-(1)-イ-2による点数の合計が１であること 

 

表2-(1)-イ-1.低炭素資材の利用 

 

低炭素資材の利用 

躯体※１材料以外において、次に掲げる低炭素資材を木材を含み二つ以上利用するとともに、

木材※２にあっては全てもしくは部分的に国産材を利用していること。 

・木材※２・低炭素コンクリート※３・電炉鋼材などのリサイクル鋼材※４ 

３点 

躯体※１材料以外において、点数３に掲げる低炭素資材を二つ以上利用していること。 ２点 

躯体※１材料以外において、点数３に掲げる低炭素資材のうち、一つを利用していること。 １点 

※１建築基準法における構造耐力上主要な部分 

※２クリーンウッド法に適合した木材に限る。 

※３セメントの一部を産業副産物に置き換えることにより、通常の製造時より、CO2排出量が50％以上削減されるコンク 

リートをいう。 

※４東京都環境物品等調達方針（公共工事）「特別品目」の「電炉鋼材などのリサイクル鋼材（鉄スクラップを原料として 

使用している鋼材）」 

 

表2-(1)-イ-2.リサイクル材の利用 

リサイクル材の利

用 

躯体※１材料以外において、次の①②のいずれかの資材等（ただし、低炭素資材に該当するも

のを除く。）を二つ以上利用していること。 

①グリーン購入法「特定調達品目」 

②東京都環境物品等調達方針(公共工事)「特別品目」 

２点 

躯体材料以外に点数２に掲げるいずれかの資材等を一つ利用していること。 １点 
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4） 根拠書類 

①利用した低炭素資材・リサイクル材等の使用箇所及び仕様・品目がわかる図書又は設計概要書を提出する。 

 

5） 解説 

躯体（構造体力上主要な部分）以外とは、天井材や外装材、内装材、収納棚、設備機器、家具等の非構造部材を示す。 

 

天井材 

外壁（外装材、マンション等で耐震スリットが設けられたが外壁） 

窓・ガラス 

内壁（間仕切り材） 

床材（フローリングなど） 

設備機器（空調、衛生、電気設備） 

設備基礎 

路盤・舗装等 

 

 



第３章 建築物環境配慮指針における評価基準・同解説 
 

第 3 章-2－17 

 

細区分 ウ 持続可能な型枠の利用 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）コンクリート用型枠の使用抑制に係る事項 

[躯体のプレキャスト化等により、コンクリート用型枠材の使用の抑制に取り組んで

いる] 

 段階3 

段階2 

段階1 

（イ）使用するコンクリート用型枠の種類 

[グリーン購入法の特定調達品目の再生材料を使用した型枠・グリーン購入法の特定

調達品目の合板型枠（国産材合板を使用した型枠を除く。）・木材を使用しない型枠・

国産材合板を使用した型枠] 

段階未満 

記載を省略 

 

 

1） 指針策定の背景 

躯体等の材料とともに建設時に大量に使用するコンクリート用型枠の材料等について、国産材合板や再生材の利用を 

促進し、環境に配慮する。 

 

2） 配慮すべき事項 

持続可能なコンクリート用型枠の利用に係る事項 

 

3） 評価基準 

段階３ 

次の①②のいずれかに該当すること。 

①躯体のプレキャスト化等（プレキャストまたは型枠を使用しない構造の選択等）により、コンク

リート用型枠材の使用の抑制に取り組んでいること。ただし、使用するコンクリート用型枠材は、

次のいずれかを利用していること。 

・グリーン購入法「特定調達品目」のうち、再生材料を使用した型枠 

・グリーン購入法「特定調達品目」のうち、合板型枠 

・木材を使用しない型枠 

②コンクリート用型枠（合板型枠）の合板等が全て国産材（クリーンウッド法に適合した木材に限

る。）であること。 

段階２ 

コンクリート用型枠に次のいずれかを利用していること。 

・グリーン購入法「特定調達品目」のうち、再生材料を使用した型枠 

・木材を使用しない型枠 

段階１ 
コンクリート用型枠（合板型枠）にグリーン購入法「特定調達品目」の合板型枠を利用しているこ

と。（ただし、段階３の②に該当する型枠を除く。） 

※グリーン購入法：国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律平成12年5月制定 

 

4） 根拠書類 

①コンクリート用型枠材の使用の抑制に取り組んでいることがわかる図書又は設計概要書を提出する。 

②使用するコンクリート型枠の仕様・品目がわかる図面・仕様書を提出する。 

③『型枠を使用しない構造の選択』に関する図書又は設計概要書を提出する。 

  



第３章 建築物環境配慮指針における評価基準・同解説 
 

第 3 章-2－18 

 

5） 解説 

a. プレキャストコンクリート 

あらかじめ工場などで製作されたコンクリート製品・部材をプレキャストコンクリートという。 

コンクリートの柱・梁・床材・壁などを、工場で型枠をつくり、そこにコンクリートを打設して、仕上げ作業を行い、 

脱型、検査する。これを現場に運んで組み立てるのがプレキャストコンクリート造である。 

工事現場では組み立てるだけで、型枠が不要で、工期が短縮できる。 

 

b. 型枠の種類 

【木製型枠】 

合板を使った型枠で、型枠の種類の中で一般的な型枠。 

 

【鋼製型枠】 

鋼板を用いた型枠で、平パネルを金具で固定し組み立てていく。再利用性も高いので、ランニングコストを下げら

れる。 

金属なので重量があるが、強度・耐久性に優れている。変形にも耐えられるため、高い精度で仕上げられる。 

 

【アルミ型枠】 

アルミニウム合金を使用した型枠。軽量で錆びにくく、長寿命。 

 再利用回数が多く、リサイクル性に優れている。 

 

【プラスチック型枠】 

高密度ポリエチレン（HDPE）やポリプロピレン（PP）などの素材で作られた型枠。 

 軽量で耐久性があり、再利用が可能。取り扱いが容易で、コンクリートとの離型性が良い。 

 

【FRP型枠（繊維強化プラスチック）】 

繊維強化プラスチックを使用した型枠。木製合板よりもたわみにくく、高強度で耐久性があり、滑らかな表面に仕

上がる。複雑な形状にも対応可能で、軽量なため持ち運びが容易であり施工性が良い。 

廃棄残材が少なく、環境に配慮した施工が可能。 

 

【メタルフォーム】 

金属製の型枠で、特に高層建築物や大規模なコンクリート構造物に適している。 

 耐久性が高く、再利用が容易。複雑な形状にも対応可能 

 

【プレキャスト型枠（PC工法）】 

 型枠設定時間短縮による工期短縮 

 工場でコンクリートを打設するので、高い品質を確保。 

 自由なデザインが可能。 
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c. グリーン購入法 特定調達品目の再生材型枠・合板型枠について 

 

■再生材型枠の記載抜粋（環境物品等の調達の推進に関する基本方針より） 

コンクリート

用型枠 

再生材料を 

使用した型枠 
【判断の基準】 

○再生材料を使用した型枠については、再生材料（別表に掲げるものを原料としたもの）が

原材料の重量比で50％以上（複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計）

使用されており、使用後の再リサイクルが行われていること。 

 

別表 

再生材料の原料となるものの分類区分 

廃プラスチック 

古紙パルプ 

 

【配慮事項】 

①再生材料を使用した型枠については、通常品と同等の施工性及び経済性（材料費、転用回

数、回収費、再生処理費等を考慮）が確保されたものであること。 

②製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障を来さ

ないものであること。 

備考） １ プレキャスト型枠等構造体の一部として利用する型枠及び化粧型枠は本品目の対象外とする。 

２ 再生材料として再生プラスチックを用いる場合、「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の

全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう

（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。 

 

■合板型枠の記載抜粋（環境物品等の調達の推進に関する基本方針より） 

コンクリート

用型枠 

合板型枠 【判断の基準】 

①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等の体積比割合

が10％以上であり、かつ、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材以外の原

料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に

照らして手続が適切になされたものであること。 

②①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における

森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 

 

【配慮事項】 

①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源、間

伐材は除く。 

②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであるこ

と。 

備考）１ 本項の判断の基準②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。 

２ 合板型枠の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合に

は、合板型枠の板面において、備考３ア．及びイ．に示す内容が表示されていることを確認すること。 

３ 合板型枠の板面には、次の内容を表示することとする。なお、当該表示内容については林野庁作成の「木材・木材製品の合法 

性、持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年２月18日）」に準拠したものとする。なお、都道府県等による森林、木

材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。 

ア．本項の判断の基準の①又は②の手続が適切になされた原木を使用していることを示す文言又は認証マーク 

イ．認定・認証番号、認定団体名等 

なお、合板型枠の板面の表示は、各個ごとに板面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。ただし、表面加工コンクリート型  

枠用合板であって、コンクリート型枠用として使用するために裏面にも塗装又はオーバーレイを施し、板面への表示が困難なも

のにあっては木口面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。 
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また、合板型枠は、再使用に努めることとし、上記ア．及びイ．を板面への表示をした合板型枠であっても、再使用等で板面へ

の表示が確認できなくなる場合については、公共工事の受注者が、調達を行う機関に板面への表示をした合板型枠を活用している

ことを示した書面を提出することをもって、板面への表示がなされているものとみなす。 
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細区分 エ オゾン層の保護及び地球温暖化の抑制 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）断熱材用発泡剤の利用に係る事項 

a断熱材の使用の有無[有・無] 

b発泡剤を用いた断熱材等の使用の有無[有・無] 

cオゾン破壊係数[ ] 

d地球温暖化係数[ ] 

点数[                   ] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

（イ）空気調和設備用冷媒の利用に係る事項 

a空気調和設備の設置の有無[有・無] 

bオゾン破壊係数[ ] 

c地球温暖化係数[ ] 

d空気調和設備の冷媒漏えいを検知し通知する遠隔監視機能の有無 

 [有・無] 

点数[                   ] 

 

1） 指針策定の背景 

オゾン層は太陽光に含まれる有害紫外線（UV-B）を吸収し、生物を保護する役割を果たすが、近年特に高緯度地域を

中心に、その減少が深刻化しており、このUV-Bの増加により、皮膚がんや白内障の増加、免疫抑制等の人の健康への影

響のほか、動植物の生育阻害等の生態系への影響が懸念されている。このことから国内においては、モントリオール議

定書の採択に伴い、1988年にオゾン層保護法を制定し、オゾン層破壊の原因となる物質の規制を開始した。それまで空

調用冷媒や洗浄剤、建材や機器の断熱材発泡剤等に用いられてきたオゾン層破壊係数の高い CFC（クロロフルオロカー

ボン）等は1995年末で生産が廃止され、HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）も2020年に補充用の冷媒を除き生

産全廃。特定フロンの代わりとなる代替フロン(HFC)はオゾン層を破壊しないものの二酸化炭素の数10倍から10000倍

以上の温室効果を持つことから地球温暖化対策として代替フロンを含むフロン類の流出抑制が喫緊の課題となってい

る。 

 

2） 配慮すべき事項 

・断熱材用発泡剤の利用に係る事項 

・空気調和設備用冷媒の利用に係る事項 

 

3)   評価基準 

表2-(1)-エ-1 

段階3 表 2-(1)-エ-2 に示す断熱材用発泡剤の利用に係る事項」「空気調和設備用冷媒の利用に係る事

項」による点数の合計が6（上記事項のいずれかを適用しない建築物は３）であること。上記

事項のいずれも適用しない建築物については、この評価基準を適用しない。段階2及び段階1

においても同様とする 

段階2 表2-(1)-エ-2「断熱材用発泡剤の利用に係る事項」「空気調和設備用冷媒の利用に係る事項」に

よる点数の合計が4以上6未満（上記事項のいずれかを適用しない建築物は2）であること。 

段階1 表2-(1)-エ-2「断熱材用発泡剤の利用に係る事項」「空気調和設備用冷媒の利用に係る事項」に

よる点数の合計が2以上4未満（上記事項のいずれかを適用しない建築物は1）であること。 

 

 

 

 

 

 



第３章 建築物環境配慮指針における評価基準・同解説 
 

第 3 章-2－22 

 

表2-(1)-エ-2 

点数 断熱材用発泡材の利用に係る事項 空気調和設備用冷媒の利用に係る事項 

3 断熱材用発泡剤を使用しないこと又は断

熱材用発泡剤に使用されている物質のオ

ゾン破壊係数が０及び地球温暖化係数が

１以下であること。ただし、断熱材を使

用しない建築物については適用しない。

点数２及び点数１についても同様とす

る。 

空気調和設備の冷媒漏えいを検知

し、及び通知する遠隔監視機能を

備え、当該設備使用時の冷媒漏え

いの早期検知に取り組むこと。た

だし、空気調和設備を設置しない

建築物については、この表を適用

しない。点数２及び点数１につい

ても同様とする 

2 断熱材用発泡剤に使用されている物質の

オゾン破壊係数が０及び地球温暖化係数

が１を超え10未満であること。 

空気調和設備用冷媒に使用されて

いる物質のオゾン破壊係数が０及

び地球温暖化係数が 750 以下であ

ること 

1 断熱材用発泡剤に使用されている物質の

オゾン破壊係数が０及び地球温暖化係数

が10以上であること 

空気調和設備用冷媒に使用されて

いる物質のオゾン破壊係数が０及

び地球温暖化係数が 750 超である

こと 

 

4)   根拠書類 

【断熱材用発泡剤の利用に係る事項】 

（１）計画する建築物で使用される、オゾン破壊係数（ODP）と地球温暖化係数（GWP）の値が最も大きい断熱材用発泡

剤の種類及びその ODP及び GWPの値がわかる図書又は設計概要書を提出する。なお、表 2-(1)-エ-4,5,6において

ODP及びGWPの値が確認できる場合は、断熱材用発泡剤の種類がわかる図書等のみを提出する。 

（２）断熱材用発泡剤の種類、ODP及び GWPの値について、設計図の特記仕様書や機器表に明記しておくことにより、

施工の際にその仕様が反映される。 

（特記事項の記入例：ODP=0、GWPが1以下の発泡剤を使用した断熱材とすること。） 

【空気調和設備用冷媒の利用に係る事項】 

（１）計画する建築物で使用されるODPとGWPの値が最も大きい空気調和設備用冷媒の種類及びそのODPとGWPの値が

わかる図面又は設計概要書を提出する。なお、表2-(1)-エ-4,5,6においてODP及びGWPの値が確認できる場合は、

空気調和設備用冷媒の種類がわかる図書等のみを提出することができる。 

（２）冷媒の種類、ODPや GWPの値について、設計図の特記仕様書や機器表に明記しておくことにより、施工の際にそ

の仕様が反映される。 

（特記事項の記入例：ODP=0、GWPが750以下の冷媒を使用した機器とすること）。 

（３）冷媒漏えい対策が判別できる空調機器表や自動制御図等の設計図書を提出する。 

 

5)   解説 

■オゾン層破壊係数（ODP） 

オゾン層破壊物質の 1 種である CFC-11 のオゾン層破壊係数を 1 とし各物質のオゾン破壊への影響を重量当たりで

定めた値。モントリオール議定書によって規制対象とされたオゾン層破壊物質は「特定物質の規制等によるオゾン層

の保護に関する法律」において「特定物質」として規制され、各種オゾン層破壊係数についても定められている。 
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   表2-(1)-エ-3 

 物質名 オゾン層破壊係数 

塩素系 

CFC-11 1.0 

CFC-12 1.0 

CFC-113 0.8 

四塩化炭素(CCl4) 1.1 

HCFC 0.02～0.12 

1,1,1-トリクロロエタン

(CH3CCl3) 

0.1 

臭素系 

ハロン1301 10.0 

ハロン1211 3.0 

臭化メチル(CH3Br) 0.6 

 

■地球温暖化係数（GWP） 

CO2を1とした場合の温室効果の強さを示す値。2023年4月、新たなフロン類GWP告示が施行され、フロン類の種  

類が追加されるとともに、算定漏えい量の算定及び報告に用いるGWPの値が変更された。 

 

■特定フロン及びフルオロカーボン類のデータ一覧（単一品） 

表2-(1)-エ-4 

 

環境・安全データ一覧 

 

 

 

 

http://www.jfma.org/data.html
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■特定フロン及びフルオロカーボン類のデータ一覧（混合品） 

表2-(1)-エ-5 

 
環境・安全データ一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jfma.org/data.html
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■特定フロン及びフルオロカーボン類のGWP法令値一覧 

表2-(1)-エ-6 

 

環境・安全データ一覧 

 

■断熱材 

建材用の断熱材は、冷房・暖房のエネルギー効率を高めるために建物や冷蔵倉庫等で使用されており、建材用の断

熱材は、グラスウールなどの繊維系のものと、フロンガス等を利用した発泡プラスチック系のものに大別できる。 

建材用断熱材（発泡剤）にフロンが利用される用途は、ウレタン等の発泡体内部にフロンガスを封入して発泡させ

ることにより、材の中に気体の小胞が形成され、これが、断熱機能を有することとなる。同時に、この小胞の中に、

オゾン層保護や地球温暖化防止から適正な処理が求められるフロンが残留していることとなる。また、発泡プラスチ

ック系については、軽量性のみならず、断熱性、保温保冷性、衝撃性、遮音性に優れていることから、特に寒冷地に

おける防寒・防露など居住環境の快適性向上や省エネルギーを目的に、屋根、壁、床、基礎部分などにおいて、広く

普及してきた。 

 

■発泡剤を使用しない断熱材 

発泡剤を使用しない断熱材にはグラスウール、ロックウール、セルロースファイバー等の繊維系断熱材がある。 

グラスウール：リサイクルされたガラスなどを高温で溶かして、繊維にした素材。複雑に絡んだガラス繊維の間に空

気層ができ、熱の伝導を防ぐ。比較的安価で断熱性が高いため、多くの住宅の断熱材に使われている。また、無機繊

維系なので経年変化が少なく、耐久性が高いが、湿気に弱いため防湿対策をしないと腐朽のリスクがある。 

ロックウール：溶かした鉱物を繊維状にした素材。鉱物から加工されているため、火に強く燃えにくい性質を持つ。 

セルロースファイバー：古新聞や古紙などをリサイクルし、綿のように加工された素材で、細かい繊維で壁などの空

http://www.jfma.org/data.html
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隙をしっかりと埋めることが可能です。また、セルロースファイバーは吸湿性が高い。 

 

■主な空調冷媒について 

単一冷媒 

表2-(1)-エ-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混合冷媒 

表2-(1)-エ-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄色網掛けは2023年4月に新たに追加されたフロン類の種類 

環境省：フロン類算定漏えい量の報告に用いる フロン類の種類及び地球温暖化係数（GWP）について 

 

 

■フロン以外の冷媒 

モントリオール議定書に基づき、日本においてCFCは2005年まで、HCFCは2020年までにそれぞれ生産・消費とも

に全廃（CFC,HCFCはいずれもオゾン層を破壊する物質）、さらにオゾン層は破壊しない一方で温室効果の高いHFCも、

日本を含む先進国では生産・消費量の段階的な削減が開始されており、2036年までに85%削減（基準値：2011年~2013

年の平均）することとされている。 

より環境負荷の小さい自然冷媒として以下に上げる物質を冷媒として用いた技術開発が進んでいる。 

・アンモニア（GWP1) 

・二酸化炭素（GWP1) 

・水（GWP0） 

・空気（GWP0) 

・炭化水素（プロパン(GWP3)、イソブタン（GWP4)、等） 

 

 

https://www.env.go.jp/earth/furon/files/gwp_info_202307.pdf
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■冷媒漏えい検知設備について 

複数の空調機器メーカーより従来のメンテナンスサービス（機器管理システム等）に加えて、近年では、IoT 技術を

用いた遠隔サービスも提供されており、その管理対象に空調冷媒漏えい検知が可能なものが開発されている。 

環境省では「 IoT 技術を活用したフロン漏えい 検知技術による省 CO2 効果等評価・検証調査 」が実施されており、

環境負荷対策だけでなく、冷媒充填量と消費電力の関係、効率低下による電気使用量の増大を防ぐことも示されている。

環境省：令和４年度 IoT 技術を活用したフロン漏えい 検知技術による省 CO2 効果等評価・検証調査 委託業務報告書 

 

https://www.env.go.jp/earth/furon/files/r04_business_report.pdf
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区分 （2）建設に係る環境負荷低減への配慮 

細区分 ア 建設時CO2排出量の把握・削減 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）建設時CO2排出量の削減に係る事項 

[建設時 CO2排出量の削減目標や方針を定め、当該削減目標等に基づいた設計を行っ

ている又は設計業務の受注者に行わせている・建設工事現場におけるCO2排出量削減

対策により、当該CO2排出量を20％程度削減している] 

建設工事現場におけるCO2削減率[％] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

（イ）建設時CO2排出量の算定・把握・公表に係る事項 

a 主要構造部の建設時CO2排出量の算定・把握の有無[有・無] 

b 主要構造部の建設時CO2排出量 [ t（トン）] 

c 主要構造部の建設時CO2排出量内訳等の公表の有無[有・無] 

d 建設時CO2排出量(一部)の把握の有無（aに該当するものを除く） 

 [有・無] 

e dの把握の範囲 [ ] 

 

 

1） 指針策定の背景 

「国土交通省のインフラ分野におけるカーボンニュートラルに向けた取組」では建設業における建設現場でのGHG排

出量（Scope1+2）は全排出量の約0.7%（2020年度）である一方、建設材料や建設関連貨物などサプライチェーンを含め

た建設現場におけるGHG排出量（Scope3）は、全排出量の約１割強を占めている。また、日本建設業連合会においても

施工段階におけるCO2排出量の削減が謳われており、建設時CO2排出量の把握・削減の評価に対する重要性が高まって

いる。 

 

2） 配慮すべき事項 

建設時CO2排出量の削減のために行う排出量の把握、建設工事現場におけるCO2排出量の削減等に係る事項 

 

3） 評価基準 

表2-(2)-ア-1 評価基準 

段階3 ア次の⑴及び⑵の事項に適合すること。 

（１）次の①又は②のいずれかの事項を行っている。 

①資材製造、運搬及び建設に係るＣＯ２排出量（以下「建設時ＣＯ２排出量」という。）の削減目標や方

針を定め、当該削減目標等に基づいた設計を行っている又は設計業務の受注者に行わせている。 

②建設工事現場におけるＣＯ２排出量の削減対策により、当該ＣＯ２排出量を20％程度削減している。 

（２）主要構造部（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第５号に規定する主要構造部をいう。）に係

る建設時ＣＯ２排出量を算定及び把握し、建築主が当該ＣＯ２排出量の値及び内訳等を公表している。 

段階2 イ次の(1)び(2)の事項に適合すること。 

（１）建設時ＣＯ２排出量の全部又は一部を把握している。 

（２）ア(1)の事項に適合している。 

段階1 イ(1)の事項に適合すること。 

 

4） 根拠書類 

①設計者の作成し、建築主と合意した基本設計説明書または計算書（J-CAT、OneClickLCAあるいは独自の計算書）等 

  算定を行った資材の総量及び内訳が把握できる一覧表または数量内訳書 

②当該内容が記載されている特記仕様書、設計方針書等の設計図書 

③建設時CO2排出量に関する公表資料（プレスリリース）等の写し 

なお、公表を行ったＨＰ等のＵＲＬは取組・評価書 『第3 環境への配慮のための措置の概要』に記載すること。 
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5） 解説 

WBCSD(WorldBusinessCouncilforSustainableDevelopment）による「Net-zerobuildings/Wheredowestand?」にて、建  

物の設計・建設段階から解体・廃棄に至るまでの二酸化炭素排出量の発生箇所を視覚的に示した以下の図が示されて 

いる。 

この図は EN(欧州規格)15978及び ISO(国際規格)21930には記載されていない Upfront/Embodied/Operational/Whole 

life Carbonの用語が追加されたものとなっている。 

 

図2-(2)-ア-1 WBCSDにおけるホールライフカーボン 

 

（出典）・WBCSD, Net-zero buildings Where do we stand? 

https://www.wbcsd.org/wp-content/uploads/2023/10/Net-zero-buildings-Where-do-we-stand-.pdf 

・ibecs, 「ゼロカーボンビル（ＬＣＣＯ２ネットゼロ）推進会議」の設置について 

https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/files/document1-2.pdf 

 

表2-(2)-ア-2 各用語の概要 

①ホールライフカーボン 資材製造から解体に至るまで、建築物の“生涯”を通じて排出される二酸化炭

素（CO2）を指す。 

②エンボディードカーボン 建物の建設（建材資材の調達から、輸送、施工・建設、修繕、廃棄・リサイクル

まで）に際して発生するCO2を指す。 

建設業界の CO2 排出量は、世界の CO2排出量の中で約 40%を占めているといわ

れている。これまでも建物で暮らしている際の CO2 排出量の削減を目的として

いくつもの施策が試みられ、現在は削減が進んでいる最中である。しかし、暮

らしている際の CO2 削減にも限界があり、今後、さらに脱炭素を実現するため

には、エンボディドカーボンの削減が課題である。 

②-1アップフロントカーボン 建築物の建設段階で発生するCO2排出量を指す。 

エンボディドカーボンの中でも、特に建材の製造や運搬、建設工事など、運用

前のステージでの環境負荷を指す言葉である。 

建築物のライフサイクル全体を通じた環境負荷を最小限に抑えるために、アッ

プフロントカーボンの削減が重要な課題である。そのため、アップフロントカ

https://www.wbcsd.org/wp-content/uploads/2023/10/Net-zero-buildings-Where-do-we-stand-.pdf
https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/files/document1-2.pdf
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ーボン削減を建築規制と結びつける動きも出始めている。 

②-2オペレーショナルカーボン 建物の運用（冷暖房などのエネルギー消費や水利用）に際して発生する CO2 を

指す。 

建築物の用途や設備、運用方法によって大きく変動するため、省エネ・創エネ

性能の向上への取り組みが重要となる。 

 

各項目の算定時期は下図の通り 

 

図2-(2)-ア-2 各項目の算定時期 

 

● 算定ツール例 

(1) OneClickLCA 

（参考）住友林業, OneClickLCA 

https://sfc.jp/treecycle/value/oneclicklca/ 

(2)J-CAT 

（参考）IBECs 一般財団法人住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター, 建築物ホールライフカーボン算定ツール（J-CAT） 

https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/jcat/index.html 

 

■建設時CO2排出量の算定時期、回数について 

 建設時CO2排出量の計算には、入力内容に関する十分な知識や時間（労力）が必要である。また、算定時期によって

は実施者が異なる場合もある。委託契約や請負契約を行う際には、対象範囲（部位）、算定回数、提供できる資料などに

ついて合意しておくことが肝要である。 

また、建築主として計画によって使用される建材の数量などを把握することは排出量の削減目標を定めるためには必

要である。設計数量表や見積内訳書などにより把握可能である。提出する根拠資料には算定した時期を明示することで、

計画時に目標設定を行っていたかが確認可能となる。 

なお、算定の時期に指定はなく、必ずしも計画時と完了時など複数回の実施は求めない。 

https://sfc.jp/treecycle/value/oneclicklca/
https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/jcat/index.html
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■評価基準の各段階に係る取組について 

＜段階１＞ 

 建設時CO2排出量（Upfront-carbon）への影響の大きい建設資材によるCO2排出量の把握や建設現場における取組を

評価し、削減に向けた取組を誘導する。 

 WLC（Whole Life-Carbon）算定ツール等を用いた、UC（UpFront-Carbon（A1～A5））の全体の排出量の把握だけに限定

せず、一部を把握する取組についても評価する。 

【参考例】（いずれの取組もUCの一部を把握しているものとして評価） 

・現場仮設事務所等、工事期間中の電力使用量を集計し、CO2排出量を算定・把握 

・工事現場（囲い内）における重機の仕様に伴う軽油使用量を集計し、CO2排出量を算定・把握 

・資材数量内訳書等から資材にかかる（A1～A３）CO2排出量を算定・把握 

  

＜段階２＞ 

 建物の省エネ対策になどに比べ、認知度が高くない建設時CO2排出量（UC)の削減に向けては、建築主のリーダーシッ

プが重要である。建築主の削減に向けた方針などを示し、設計等に反映していることなどを評価対象とする。 

【①参考例】（削減目標を数値（％）で明示する必要はなく、下記に示す具体的な取組方針でも構わない。） 

・内装仕上げ材について採用可能な場所に木材を積極的に採用すること。 

・現場への納品車両はすべてZEVとすること。 

・電気駆動の建設重機がある場合には、積極的に利用すること 

【②参考例】（下記の取組は、UCの20%相当として取り扱う。） 

・現場事務所含め、工事現場で使用する電気を100%再エネ電気で調達すること 

・建設重機等で使用する軽油等の燃料のうち１／３以上をバイオ燃料にすること 

注）特記仕様書や施工計画書などへの記載により評価。ただし、実施内容を確認可能にしておく必要がある。 

（工事上の確認書類と同一で構いません。） 

 

＜段階３＞ 

効果的に建設時 CO2排出量（UC)の削減に取り組むためには、建設資材の使用数量などから、排出量を算定・把握し、

最も効果的（排出の多い分野）な部分から削減に取り組むことが重要である。A1～A5までの建設時CO2排出量を算定し、

その内訳の状況を建築主自ら把握するとともに、広く社会の参考とするため算定結果を公表することを評価対象とする。 

本基準対象の主要構造部は、いわゆる躯体に使用する主要な材料（コンクリート、鉄筋、鉄骨、木材）を数量で算定

することを想定している。 

 

■建設時CO2排出量の把握、公表の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計： 2,000kg-CO
2
e/m

2
 

注）グラフはあくまでイメージです。 

  必ずしも上記の内訳にする必要がありません。 

【建設時CO2内訳公表のイメージ】 

 事務所：SRC造 延べ面積3,000m
2

  

 評価対象範囲：建設工事の全部分（A1 ～ A5） 

 算定時期：基本計画時 

 算定ツール：○○○○ 
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細区分 イ 建設副産物の有効利用及び適正処理 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）建設発生土に係る事項（設計又は建設工事発注の仕様書等への記載事項） 

[建設発生土を発生させない又は全て現場内利用すること・建設発生土の場外搬出に

おいて、建設発生土のトレーサビリティシステム等を活用して、搬出先までの移動経

路を追跡し、実態の把握に努めること・建設発生土の場外搬出において、官民有効利

用マッチングシステム等を活用して、工事間利用に努めること・建築工法や施工法等

の選択により、建設発生土の発生抑制や削減に努めること・建設発生土の現場内利用

に努めること・場外搬出する建設発生土の搬出先（名称・所在地）] 

建設発生土の量[       ] 

点数[                   ] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

（イ）建設廃棄物（建設汚泥）に係る事項（設計又は建設工事発注の仕様書等への記

載事項） 

[建設汚泥を発生させない又は発生した建設汚泥を全て自ら利用（現場内利用）する

こと・再資源化施設における中間処理方法及び中間処理後の搬入先を確認すること・

最終処分場において適正処理がされていることを確認すること・建設汚泥の自ら利

用（現場内利用）に努めること・建設汚泥を搬出する再資源化施設は、優良施設を選

定するよう努めること・泥水を使用しない掘削方法の選択により、建設汚泥の発生抑

制及び建設工事現場における縮減に努めること・場外搬出する建設汚泥の搬出先に

ついて、建設工事の受注者が建築主に事前及び事後の報告を行うこと] 

建設発生土の量[       ] 

点数[                   ] 

（ウ）建設廃棄物（建設混合廃棄物）に係る事項 

a分別に関する目標設定及び目標達成に向けた取組 

[建築主が建設工事現場における分別率やリサイクル率の目標を定め、当該

目標の達成に向けた取組を行っている] 

b建設工事発注の仕様書等への記載事項 

[廃棄物の取扱いに応じた分別が可能な分別ヤードの設置等により、建設工

事現場における建設混合廃棄物の発生抑制に努めること・建設工事の受注

者が、分別ヤードの定期点検、建設工事現場の見回り、作業員の啓発等を

行うこと・建設工事現場に搬入する資材等の省梱包化や無梱包化の選択に

より、廃棄する梱包材の削減に努めること・建設工事現場に搬入する資材

等のプレカット等により、廃棄する余剰材の削減に努めること] 

点数[                   ] 

 

1） 指針策定の背景 

国調査によると、建設発生土の有効利用は進んでいるものの、目標には達成していない。また、場外に搬出される土

のうち、４割強が内陸の受入地へ搬出されている。公共工事で約14％、民間工事で約53％が、建設発生土の処分先未指

定であり、一部の発生土が不適切に処理されている可能性が高い。新築工事で出る主要な建設廃棄物（建設汚泥、建設

混合廃棄物）について、場内利用や再資源化率が進んでいない状況である。 

そこで、建設副産物※の発生抑制や場内利用、再資源化を促進するとともに、場外に搬出する際には適正な受入地へ搬出

し、トレーサビリティの確保が重要となる。 

 また、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通省）では排出事業者となる施工者（元請負業者）だけでなく、発注者

の責務と役割についても定められており、「適切な費用を負担するとともに、実施に関しての明確な指示を行うこと等を

通じて、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の促進に努めなければな

らない」となっている。 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/recycle_rule/youkou.pdf
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2） 配慮すべき事項 

建設副産物（建設発生土・建設廃棄物）の有効利用及び適正処理のために行う事項 

①建設発生土に係る事項 

②建設廃棄物（建設汚泥）に係る事項 

③建設廃棄物（建設混合廃棄物）に係る事項 

 

3） 評価基準 

段階３ 表2-(2)-イ-1～3までの各点数が１以上であり、その点数の合計が９以上であること。 

段階２ 表2-(2)-イ-1～3までの各点数が１以上であり、その点数の合計が４以上９未満であること。 

段階１ 表2-(2)-イ-1～3までによる点数の合計が１以上４未満であること。 

表2-(2)-イ-1建設発生土に係る事項  

建設発生土 

点数１点に掲げる①及び②の取組（発生抑制及び場内利用）により、建設発生土を発生させ

ない又は全て現場内利用することを工事発注の仕様書等に示していること。 

 

３点 

点数１点に掲げる取組を実施するとともに、建設発生土の官民有効利用マッチングシステム

等を活用して、場外搬出する建設発生土を工事間利用することを工事発注の仕様書等に示し

ていること。 

２点 

点数１点に掲げる取組を実施するとともに、建設発生土を場外搬出する場合は、トレーサビ

リティシステム等を活用して、建設発生土の搬出先までを追跡し、正確に把握することを工

事発注の仕様書等に示していること。 

２点 

次の事項について設計又は工事発注の仕様書等に示していること。 

①工法・施工法等の選択により、建設発生土の発生抑制や削減に努めること。 

②建設発生土の現場内利用に努めること。 

③場外搬出する建設発生土の搬出先（名称・所在地） 

１点 

図2-(2)-イ-1～3 

出典：国土交通省 平成３０年度副産物実態調査結果（関東地方版） 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/fukusanbutsu/jittai

chousa/H30sensuskekka_sankou2.pdf 

図2-(2)-イ-1 建設廃棄物の内訳（平成30年度、全国）

 

図2-(2)-イ-2 建設発生土有効利用率と目標値

 

図2-(2)-イ-3 建設発生土の場外搬出の内訳（平成30年度、全国）
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表2-(2)-イ-2 建設廃棄物（建設汚泥）に係る事項  

建設廃棄物 

（建設汚泥） 

点数１①及び点数２①の取組を実施することにより、発生した建設汚泥を全て現場内におい

て自ら利用（現場内利用）することを工事発注の仕様書等に示していること。 
３点 

点数１に掲げる取組を実施するとともに、次の事項について工事発注の仕様書等に示してい

ること。 

①再資源化施設における中間処理方法及び中間処理後の搬入先を確認すること。 

②中間処理後に最終処分する場合は最終処分場において適正処理がされていることを確認

すること。 

２点 

点数１に掲げる取組を実施するとともに、次の事項について工事発注の仕様書等に示してい

ること。 

①発生した建設汚泥の自ら利用（現場内利用）に努めること。 

②①によってもなお残る建設汚泥を搬出する再資源化施設は、優良施設を選定するよう努め

ること。 

２点 

次の事項について設計又は工事発注の仕様書等に示していること。 

①泥水を使用しない掘削方法の採用等による建設汚泥の発生抑制や、建設現場における縮減

に努めること。 

②場外搬出する建設汚泥の搬出先について、建設工事の受注者が建築主に事前及び事後の報

告を行うこと。 

１点 

 

表2-(2)-イ-3 建設廃棄物（建設混合廃棄物）に係る事項  

建設廃棄物 

（建設混合廃棄物） 

点数２点に掲げる取組を実施するとともに、建築主が工事現場における分別率やリサイクル

率の目標を定め、その達成に向けた取組を行っていること。 
３点 

次の事項について工事発注の仕様書等に示していること。 

①廃棄物の取扱いに応じた分別が可能なヤードの設置等により、工事現場の建設混合廃棄物

の発生抑制に努めること。 

②建設工事の受注者が、分別ヤードの定期点検、工事現場の見回り、作業員の啓発等を行う

こと。 

２点 

次の事項について工事発注の仕様書等に示していること。 

①工事現場に搬入する資材等の省梱包化や無梱包化により、廃棄物する梱包材の削減に努め

ること。 

②工事現場に搬入する資材等のプレカット等により、廃棄する余剰材の削減に努めること。 

１点 

廃棄物の取扱いに応じた分別が可能な分別ヤードの設置等により、工事現場における梱包材

や現場加工による端材等が混合した建設混合廃棄物の発生抑制に努めることを工事発注の

仕様書等に示していること。 

１点 

 

4） 根拠書類 

①取組の内容がわかる図書又は設計概要書、現場説明書等を提出する。 

具体例：特記仕様書や現場説明書で設計時に想定した建設副産物の種類、量、搬出先を明示する。 

建設副産物の種類と量及び処理方法について施工計画書等を用いて建築主と合意する。 

②工事完了時には産業廃棄物管理票（マニュフェスト）等により管理された実績値が把握できる資料や管理状況に関

する資料を提出する。 
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5） 解説 

a. 建設リサイクル法体系及び建設副産物の概要説明 

⇒資源有効利用促進法に枠組みに沿って、建設分野では建設リサイクル法による規制されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 建設リサイクル法 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（通称：建設リサイクル法）。 

特定の建設資材について、分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、解体工事業者の登録

制度を実施すること等により、資源の有効な利用の促進及び廃棄物の適正な処理を確保するための法律。 

平成14年5月30日施行。 

 

出典：建設副産物リサイクル広報推進会議ホームページ「建設リサイクルとは？」 

https://suishinkaigi.jp/outline/law_recycle.html 

 

c. 建設副産物 

建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品であり、再生資源及び廃棄物を含むものである。 

再生資源とは、副産物のうち有用なものであって原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるもの

を示す。 

例えばコンクリート塊は廃棄物であるとともに、再生資源としても位置付けられる。 建設発生土は再生資源であるが、

廃棄物ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-(2)-イ-4 循環型社会形成推進のための法体系

 

出典：環境省 第四次循環型社会形成推進基本計画 
https://www.env.go.jp/content/900535437.pdf 

図2-(2)-イ-5 建設副産物と再生資源、廃棄物の関係

 

https://suishinkaigi.jp/outline/law_recycle.html
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出典：東京都都市整備局 第5章 建設副産物の適正処理 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_guido05.pdf 

 

d. 廃棄物処理法おける廃棄物と建設副産物の関係 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（通称：廃棄物処理法、廃掃法）の中で、廃棄物の種類は大きく「産業廃棄物」と 

「一般廃棄物」に分けられ、産業廃棄物は以下の20種類に分類される。 

建設副産物の中の建設廃棄物が、廃棄物処理法の一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概念である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 建設リサイクルとは＞建設副産物の定義 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d01about/d0101/page_010201byproduct.htm 

 

図2-(2)-イ-6 建設廃棄物の一覧

 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_guido05.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d01about/d0101/page_010201byproduct.htm
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e. 建設副産物発生及び処理の流れの説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都建設リサイクルガイドライン

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/pdf/recy_guide2023.pdf 

 

f. 東京都建設リサイクルガイドライン及び概要説明 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/pdf/recy_guide2023.pdf 

【第１ガイドライン策定の目的より】 

「東京都建設リサイクルガイドライン」（※）（以下「ガイドライン」という。）は、「東京都建設リサイクル推進計画」 

（以下「推進計画」という。）に基づき策定するものである。 

推進計画では、都内において建設資源循環を推進していくため、令和６年度の都関連工事における建設廃棄物の再資  

図2-(2)-イ-7 建設リサイクル法の手続きの流れ

 

（建築主） （受注者） 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/pdf/recy_guide2023.pdf
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/pdf/recy_guide2023.pdf
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源化・縮減率99％、建設混合廃棄物の排出率1.0％未満、建設発生土の有効利用率99％と定め（達成基準値）、これを

達成又は維持するため９の個別計画を掲げている。ガイドラインは、この個別計画を着実に推進するため、建設資源循

環に関する各種の施策（情報システム活用、事前調査、リサイクル計画、情報システム活用、工事間利用の調整、適正

な分別解体等及び再資源化等、建設グリーン調達、実施状況の把握等をいう。以下「建設リサイクル推進施策」という。）

の実施について必要な事項を定める。 

都は、建設工事の計画、設計、施工、維持管理等に当たっては、ガイドラインに基づき建設リサイクル推進施策を実

施し、都内における建設資源循環を推進する。 

 

【現場でのリサイクル活動】 

■現場での分別品目の設定の流れとステージ 

図のような流れで現場での分別品目の設定を行い、

適切な廃棄物処理を行う。 

また、建設現場によって、廃棄物置場の面積や躯体

工事などの工事区分などの状況が異なるので、現場環

境に合わせた設定が大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-(2)-イ-8 現場分別品目等の設定方法フロー図 

図2-(2)-イ-9 建設現場環境に応じた分別品目例 

表2-(2)-イ-4 建設現場環境に応じたステージの考え方 

出典：国土交通省 関東地方整備局 現場分別マニュアル
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000885379.pdf 

出典：国土交通省 関東地方整備局 現場分別マニュアル
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000885379.pdf 
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■現場での別容器の設置方法 

廃棄物分別ヤードとは、廃棄物の分別容器を設定して分別するスペース。 

分別ルールがわかるように容器や看板等に分別シールや写真などを用いて分別品目をわかりやすく表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国土交通省 関東地方整備局 現場分別マニュアル
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000885379.pdf 

図2-(2)-イ-10 廃棄物分別ヤードのイメージ① 

図2-(2)-イ-11 廃棄物分別ヤードのイメージ② 

出典：日建連 公衆災害対策委員会 環境公害対策部会 建設副産物分別の手引き
https://www.nikkenren.com/publication/fl.php?fi=1027&f=SW04.pdf 
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g. 建設発生土情報交換システム概要 

建設発生土情報交換システムは、建設発生土を他の工事で有効活用するために必要な情報をリアルタイムで交換し、

建設発生土のリサイクルを推進することを目的とした、インターネットを利用したシステム。 

建設副産物情報センター（JACIC内）：https://www.recycle.jacic.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. 建設発生土の官民有効利用マッチングシステム概要説明 

国交省ホームページ：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/sosei_recycle_tk1_000003.html 

建設発生土の官民有効利用マッチングシステム概要：https://www.mlit.go.jp/common/001130700.pdf 

建設発生土の官民有効利用マッチングシステムホームページ：https://matching.recycle.jacic.or.jp/ 

 

国土交通省は、平成26 年 9 月に策定した「建設リサイクル推進計画 2014」において、建設発生土の更なる有効利用

を図るため、官民一体となった発生土の相互有効利用のマッチングを強化するためのシステムを構築し、民間も含めた

受発注者に対してシステムへの参画を働きかけることとしている。関係業団体等とともに具体化に向けた検討を行い、

試行マッチングを実施、手続を定めた「建設発生土の官民有効利用マッチング運用マニュアル（案）」等が作成された。

公共工事等と民間工事の間での調整や、民間工事間の調整についても更なる促進が図られることが期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図2-(2)-イ-12 建設発生土情報交換システムの概要 

出典：建設副産物情報センターホームページ 
https://www.recycle.jacic.or.jp/hasseido/sgaiyou.html 

図2-(2)-イ-13 建発生土の官民有効利用マッチングシステム全体概要 

出典：国土交通省 
https://www.mlit.go.jp/common/001130700.pdf 

https://www.recycle.jacic.or.jp/
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/sosei_recycle_tk1_000003.html
https://www.mlit.go.jp/common/001130700.pdf
https://matching.recycle.jacic.or.jp/
https://www.recycle.jacic.or.jp/hasseido/sgaiyou.html
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i. 建設発生土トレーサビリティシステム 

建設発生土の搬出入時にＩＣＴ技術を活用し、建設発生土の搬出入を管理することができるシステムである。 

建設発生土の発生元から最終の搬出先までの移動実態を把握することで、建設発生土の不適切な取扱の抑制等につな 

がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-(2)-イ-14 建設発生土トレーサビリティシステム概念図 

出典：国土交通省 
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001366724.pdf 
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区分 （3）長寿命化等 

細区分 ア 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及び建設資材の再使用対策 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）躯体以外の劣化対策に係る事項 

[外部仕上げにおいて、耐用年数の長い材料が採用されている・屋外露出の保温外装

材において、耐用年数の長い材料が採用されている] 

点数[                   ] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

（イ）大型機器等の搬出入に係る事項 

[大型機器の搬出入経路や揚重方法が明記された更新計画が作成されている・構造部

材や仕上げ材を痛めることがないように、大型機器の搬出入経路が確保されている

こと・大型機器や長尺配管の搬出入のために、昇降機のかご寸法が計画されている] 

点数[                   ] 

記載を省略 

 

（ウ）その他に係る事項 

[天井解体等の道連れ工事を最小限とする措置が講じられている・配管更新や将来対

応のために、主な設備機械室からパイプシャフトまでの経路において、配管トレンチ

や配管ピット・点検歩廊等が設けられている・配管更新や将来対応のために、床を貫

通する予備スリーブが確保されている又は更新のための空間が確保され、はつり工

事を軽減する措置が講じられている・変更（テナント工事、改修工事等）の際に廃棄

物を減らす取組が導入されている] 

点数[                   ] 

（エ）建設資材の再使用対策等に係る事項 

[躯体と仕上げ材とが容易に分別ができるようになっている・内装材と設備が錯綜せ

ず、解体・改修・更新の際に、容易にそれぞれを取り外すことができるようになって

いる・再利用できるユニット部材を用いている・構造部材又はそのユニットが容易に

分解でき、再利用できる] 

点数[                   ] 

 

1） 指針策定の背景 

建築物は、躯体の耐久性はもちろんのこと、改変の自由度を確保し、長期に渡って求められた性能を発揮することで

初めて長寿命化対応が可能となる。長期に渡って同一建築物を利用していくことは、解体時の廃棄物発生や建設時のエ

ネルギー消費を全体として抑制し、限りある資源の適正利用を実現することができる。 

このために建築物は、①運用時の維持管理の容易さ、②社会の変化により陳腐化することなく、新たな時代に応じた

空間を提供するために外装・内装・機械設備等の更新、改修を行えること、更には必要に応じては用途の変更等を行え

ることが必要である。 
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図2-(3)-ア-1 建築物の維持管理、改修、更新の概念図 

2） 配慮すべき事項 

社会の変化に適切に対応し建築物の長寿命化を図るために行う建築物の維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由

度の確保に係る事項及び資源の適正利用のために行う事項 

 

3） 評価基準 

段階3 表25から表28までの各点数が１以上であり、かつ、表25から表28までによる点数の合計が９以上であるこ

と。あること。 

段階2 表25から表28までの各点数が１以上であり、かつ、表25から表28までによる点数の合計が４以上9未満であ

ること。 

段階1 表25から表28までによる点数の合計が１以上４未満であること。 

  

表25躯体以外の劣化対策に係る事項 

配慮の内容 点数 

外部仕上げにおいて、耐用年数の長い材料が採用されていること。 1 

屋外露出の保温外装材において、耐用年数の長い材料が採用されていること。 1 

 

表26大型機器等の搬出入に係る事項 

配慮の内容 点数 

大型機器の搬出入経路や揚重方法が明記された更新計画が作成されていること。 1 

構造部材や仕上げ材を痛めることがないように、大型機器の搬出入経路が確保されていること。 1 

大型機器や長尺配管の搬出入のために、エレベーターのかご寸法が計画されていること。 1 
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表27その他に係る事項 

配慮の内容 点数 

天井解体等の道連れ工事を最小限とする措置が講じられていること。 1 

配管更新や将来対応のために、主な設備機械室からパイプシャフトまでの経路において、配管トレンチ

や配管ピット・点検歩廊等が設けられていること。 

1 

配管更新や将来対応のために、床を貫通する予備スリーブが確保されていること、又は更新のための空

間が確保され、はつり工事を軽減する措置が講じられていること。 

1 

変更（テナント工事、改修工事等）の際に廃棄物を減らす取組が導入されていること。 1 

 

表28建設資材の再使用対策等に係る事項 

配慮の内容 点数 

躯体と仕上げ材とが容易に分別ができるようになっていること。 1 

内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に、容易にそれぞれを取り外すことができるようになっ

ていること。 

1 

再利用できるユニット部材を用いていること。 1 

構造部材又はそのユニットが容易に分解でき、再利用できること。 1 

 

4） 根拠書類 

①取組の内容がわかる図書又は設計概要書、施工計画書等を提出する。 

②基本設計時に維持管理計画の検討を行い、上記ア～ケの内容等を示し、設計概要書としてまとめ、実施設計図に明 

記した上で施工を行うことにより、設備機器の維持管理や更新のしやすい建築物にすることができる。 

 

5） 解説（冒頭に◎のある資材、仕様は当該項目に合致するものであり、設計図書等により配点が可能なものである。） 

① 躯体以外の劣化対策に係る事項 

・主な外部仕上げ工法について 

ｱ)塗装（耐候性塗装、保護塗料、特殊塗装など） 

塗装はRC、PC、ALC、ECP(押出成形セメント板)、金属板、サイディング、板張りなど、あらゆる外壁材に採

用することが可能です。外部で使用するため、耐候性の高い◎フッ素系塗料、◎無機系塗料、◎ガラスコーテ

ィング、◎光触媒などが採用されている。 

ｲ)吹付材（複層塗材、吹付タイル、リシン吹付、石調吹付など） 

現在の日本のビル建築で、最も多く採用されている仕上げ材の1つです。対候性の高い商品もある。 

ｳ)タイル貼り（磁器質タイル貼り、炻器質タイル貼りなど） 

タイルを貼り付けるために使用されたモルタルの施工不良や経年劣化によりタイルが剥がれることから、現

在では、モルタルでタイルを貼ることが少なくなり、高層ビルでは◎タイルを金物で物理的に固定し、地震時

の揺れに対して追従する工法が採用されるようになっている。 

ｴ)石貼り（御影石、ライムストーンなど） 

コストが高いため予算に余裕のある建築でしか見ることが出来ません。石貼りもタイルと同様に、最近では

金物を使って地震の揺れに追従できる乾式工法が一般的となってきている。 

ｵ）左官（モルタル塗り、漆喰、珪藻土など） 

左官職人によるもので、その時の温度や湿度などの影響をうけることから、同じ表情のものがなく、建築家に

は人気の仕上げである。 
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・塗料の種別について 

ウレタン塗料 

シリコン塗料 

ラジカル制御型塗料 

◎フッ素系塗料 

◎無機系塗料 

 

・耐用年数の長い外部仕上げ工法について 

塗装はRC、PC、ALC、ECP(押出成形セメント板)、金属板、サイディング、板張りなど、あらゆる外壁材に採用 

することが可能です。外部で使用するため、耐候性の高い◎フッ素系塗料、◎無機系塗料、◎ガラスコーティン 

グ、◎光触媒などが採用されている。 

外壁タイル自体はほとんど劣化せず耐用年数が非常に長いが、タイルを貼り付けるために使用されたモルタル 

の施工不良や経年劣化によりタイルが剥がれることから、現在では、モルタルでタイルを貼ることが少なくなり、 

高層ビルでは◎タイルを金物で物理的に固定し、地震時の揺れに対して追従する工法が採用されるようになって 

いる。 

 

・保温外装材の耐用年数について 

各鋼板の耐用年数は、◎ステンレスは40～50年、◎ガルバリウム鋼板は20～35年、亜鉛メッキ鋼板は15～20 

年と言われている。実際には、雨水、結露や施工不良などより耐用年数短くなる傾向にある。 

 

② 大型機器等の搬出入に係る事項 

・大型機材の更新計画（搬入ルート含む）の竣工図書への記載方法 

竣工図の平面図特機欄に、「大型機材の更新計画（搬入ルート含む）は、現場で作成した搬入計画書を参照する。」 

と記載する。 

 

・主な大型機材の代表的な搬入事例 

各機械室内の設備機器（ボイラー、冷凍機、温水ポンプ、冷水ポンプ等）、に対し、通路及びスペースが確保 

されかつ共用廊下を通じてアプローチが可能である。

 

図2-(3)-ア-2 主な大型機材の代表的な搬入ルート（根拠資料内容明示例） 
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③ その他に係る事項 

・将来更新工事に伴う解体工事等の発生による廃棄物等の発生抑制対策についての解説 

設計段階において、一般に搬入寸法が大きいものの例として非常用発電機が挙げられるが、このような機器の

搬入ルートが確保されているか検討することが重要である。なお、熱源機器は分割搬入が可能であるが、機器高

さが発電機より高い場合があるため、それぞれの機器に対して搬入ルートが確保できている確認する必要がある。 

また、高層階電気室の変圧器、屋上設置熱源機及び室外機の最小分割寸法にて荷物用EVで搬入できるか、クレ

ーン車により屋上機器を撤去搬入可能か設計段階に確認することが必要である。 

メイン配管配線ルートにおいて、展開階の一部（特に天井高さが高い部分）には歩廊やピットを設けること。シ

ャフト内には予備スリーブ、予備開口を設けることにより、天井解体や躯体はつりを少なくすることができる。 

執務室内においては、機器撤去移設の際、グリッド型システム天井等の採用により天井下地・ボード等解体範

囲を削減できる。 

 

・撤去、復旧が容易な部材 

システム天井や、ＯＡフロアを採用した場合、機器更新時等の付帯工事を最小限にすることができる。Ｏ 

可動間仕切壁は、移設・再利用が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-(3)-ア-3 再利用可能なユニット部材

移設 

システム天井 

OAフロア 

移設 

可動間仕切壁 

移設 
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細区分 イ 躯体の劣化対策 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）木造 

[評価方法基準第53-1（3）イ①bの基準に適合している・評価方法基準第53-1（3）

イ①eの基準に適合している・評価方法基準第53-1（3）イ③の基準に適合している] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

（イ）鉄骨造 

[評価方法基準第53-1（3）ロ①aの基準に適合している・評価方法基準第53-1（3）

ロ②aの基準に適合している・評価方法基準第53-1（3）ロ③の基準に適合している] 

記載を省略 

 

（ウ）鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリ―ト造 

[評価方法基準第53-1（3）ハ①a、b及びcの基準に適合している・評価方法基準第

53-1（3）ハ②の基準に適合している・評価方法基準第53-1（3）ハ③の基準に適合し

ている] 

 

1） 指針策定の背景 

建築物の本来持つ耐久性を十分に生かし長寿命化を図ることで、解体による廃棄物量の削減や、新築時の資源とエネ

ルギーの消費を抑制することができる。そのためには、躯体自体の劣化を防ぐことが重要であり、コンクリート造の場

合には様々な劣化現象のなかで、主に経年によるコンクリートの中性化の進行により内部の鉄筋が発錆・膨張して、躯

体に爆裂が生じることへの対策等が必要である。 

 

2） 配慮すべき事項 

建築物の長寿命化を図るため、躯体部分の劣化の進行を遅らせるために行う事項 

 

3） 評価基準 

段階3 次の①から③までに掲げる建築物の種類の区分に応じ、当該①から③までに定める基準に適合すること。 

① 木造評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）第５３-１⑶イ①ｂ及びｅ 

② 鉄骨造評価方法基準第５３-１⑶ロ①ａ 

③ 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造（以下「鉄筋コンクリート造等」という。）評価方法

基準第５３-１⑶ハ①ａ、ｂ及びｃ 

段階2 次の①から③までに掲げる建築物の種類の区分に応じ、当該①から③までに定める基準に適合すること。 

① 木造評価方法基準第５３-１⑶イ①ｅ 

② 鉄骨造評価方法基準第５３-１⑶ロ②ａ 

③ 鉄筋コンクリート造等評価方法基準第５３-１⑶ハ② 

段階1 次の①から③までに掲げる建築物の種類の区分に応じ、当該①から③までに定める基準に適合すること。 

① 木造評価方法基準第５３-１⑶イ③ 

② 鉄骨造評価方法基準第５３-１⑶ロ③ 

③ 鉄筋コンクリート造等評価方法基準第５３-１⑶ハ③ 

  

 

4） 根拠書類 

①住宅品確法における取組の内容がわかる図面又は設計概要書等を提出する。 

②躯体の劣化対策に係る必要な仕様について、設計図の特記仕様書などに明記しておくことにより、施工時にその仕 

様が反映されるようになる。 

 

5） 解説 

・躯体の劣化対策について 

木造住宅では、水分や湿気による木材の腐朽やシロアリの被害を軽減するための対策として、通気・換気をはじめ

とする構法上の工夫や、高耐久の木材の使用といった材料の選択などを評価する。 
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鉄骨造住宅では、水分や大気中の汚染物質による鋼材のさびを軽減するための対策として、めっきや塗料の工夫や、   

換気を行うことなどを評価する。 

また、鉄筋コンクリート造住宅などでは、水分や大気の影響による鉄筋のさびなどを軽減するための対策として、

コンクリートの品質などを評価する。 

いずれの場合も、日常の清掃、点検、補修がある程度行われること、通常の自然条件が継続することなどを前提と

して、等級に応じた耐用期間を確保するために必要な対策が講じられているかどうかを評価するものです。 

 

・日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示第1346号）について 

３－１劣化対策等級（構造躯体等） 

（３）評価基準(新築住宅) 

イ木造 

①等級３ 

（略） 

ｂ土台 

土台が次の(i)から(iii)までのいずれかに適合し、かつ、土台に接する外壁の下端に水切りが設けられているこ

と。 

（ｉ）土台にK3相当以上の防腐・防蟻処理(北海道又は青森県の区域内に存する住宅にあっては、構造用製材規

格等に規定する保存処理の性能区分のうちK2以上の防腐処理(日本産業規格K1570に規定する木材保存剤

又はこれと同等の薬剤を用いたK2以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の

性能を有する処理を含む。)が施されていること。 

（ｉｉ）構造用製材規格等に規定する心材の耐久性区分D1の樹種のうち、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイスギ、ケ

ヤキ、クリ、ベイヒバ、タイワンヒノキ、ウェスタンレッドシーダーその他これらと同等の耐久性を有す

るものに区分される製材又はこれらにより構成される集成材等が用いられていること。 

（ｉｉｉ）（ｉ）又は（ｉｉ）に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置が講じられていることが確かめられ

たものあること。 

（略） 

ｅ基礎 

地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さが400mm以上であること。 

（略） 

 

ロ鉄骨造 

①等級３ 

ａ構造躯体 

（ｉ）柱(ベースプレートを含む。以下①及び②において同じ。)、はり又は筋かいに使用されている鋼材にあって

は、次の表の(い)項に掲げる鋼材の厚さに応じ、(ろ)項に掲げるイからハまでのいずれかの防錆措置又はこ

れと同等の防錆措置が講じられていること。 
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評価方法基準 表1 

(い) (ろ) 

鋼材の厚さ 防錆措置 

一般部 最下階(地階を除く。)の柱脚部 

12mm以上  イ 表2における区分2から区分5までのいずれ

かの塗膜  

ロ 表3における区分2から区分5までのいずれ

かのめっき処理 

9mm以上 イ 表2における区分1から区分5までのいずれ

かの塗膜  

ロ 表3における区分1から区分5までのいずれ

かのめっき処理 

イ 表2における区分3から区分5までのいずれ

かの塗膜  

ロ 表3における区分3から区分5までのいずれ

かのめっき処理 

6mm以上 イ 表2における区分2から区分5までのいずれ

かの塗膜  

ロ 表3における区分2から区分5までのいずれ

かのめっき処理 

イ 表2における区分4又は区分5のいずれかの

塗膜  

ロ 表3における区分4又は区分5のいずれかの

めっき処理 

2.3mm以上 イ 表2における区分4又は区分5のいずれかの

塗膜  

ロ 表3における区分4又は区分5のいずれかの

めっき処理 

イ 表2における区分5の塗膜 

ロ 表3における区分5のめっき処理  

ハ 表3における区分4のめっき処理及び表2に

おけるf、g又はｈのいずれかの塗膜 

1 この表及び②a(i)の表において「柱脚部」とは、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場合にあっては当該鋼材の

うちコンクリート上端の下方10cmから上方1mまでの範囲の全面をいい、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場

合以外の場合にあ っては当該鋼材下端から1mまでの範囲の全面をいう。 

2 この表及び②a(i)の表において「一般部」とは、最下階(地階を除く。)の柱脚部以外の部分をいう。 
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評価方法基準 表2 

  

下塗り1 

 

下塗り2 

 

中塗り・上塗り 

 

塗り 

回数 

塗り 

回数 

塗り 

回数 

区 

分 

１ 

a 鉛・クロムフリーさび

止めペイント 

1回 － － 鉛・クロムフリーさび止め

ペイント 

1回 

b ジンクリッチプライマ

ー 

1回 － － － － 

c 2 液形エポキシ樹脂プ

ライマー 

1回 － － － － 

区 

分 

２ 

d 厚膜形ジンクリッチペ

イント 

1回 － － － － 

e 鉛・クロムフリーさび

止めペイント 

2回 － － 合成樹脂調合ペイント 2回 

f 2 液形エポキシ樹脂プ

ライマー 

1回 － － 合成樹脂調合ペイント 2回 

g 2 液形エポキシ樹脂プ

ライマー 

1回 － － 2液形エポキシ樹脂エナメ

ル 

1回 

区 

分 

３ 

h 2 液形エポキシ樹脂プ

ライマー 

1回 － － 2液形エポキシ樹脂エナメ

ル 

2回 

i ジンクリッチプライマ

ー 

1回 － － 2液形厚膜エポキシ樹脂エ

ナメル 

1回 

区 
分 
４ 

j ジンクリッチプライマ

ー 

1回 2液形エポキシ樹脂プライ

マー 

1回 2液形エポキシ樹脂エナメ

ル 

1回 

区 

分 

５ 

k ジンクリッチプライマ

ー 

1回 2液形エポキシ樹脂プライ

マー 

1回 2液形エポキシ樹脂エナメ

ル 

2回 

l ジンクリッチプライマ

ー 

1回 2液形厚膜エポキシ樹脂プ

ライマ ー 

1回 2液形厚膜エポキシ樹脂エ

ナメル 

2回 

1 この表においてa、c、e、f、g、及びhの塗膜は、コンクリートに埋め込む部分には使用しないものとする。 

2 この表においてc、f、g及びh以外の塗膜は、めっき処理を施した鋼材には使用しないものとする。 

3 この表においてc、g及びhの塗膜をめっき処理を施した鋼材に使用する場合は、 1にかかわらずコンクリートに埋め込む

部分に使用できるものとする。 

4 この表において下塗り1及び下塗り2は工場内にて行うものとする。 

5 この表において「鉛・クロムフリーさび止めペイント」とは、日本産業規格K5674に規定する鉛・クロムフリーさび止めペ

イント1種をいう。 

6 この表において「ジンクリッチプライマー」とは、日本産業規格K5552に規定するジンクリッチプライマーをいう。 

7 この表において「2液形エポキシ樹脂プライマー」とは、日本産業規格K5551に規定する構造物さび止めペイントA種をい

う。 

8 この表において「厚膜形ジンクリッチペイント」とは、日本産業規格K5553に規定する厚膜形ジンクリッチペイントをいう。 

9 この表において「2液形エポキシ樹脂エナメル」とは、日本産業規格K5659に規定する鋼構造物用耐候性塗料の中塗り塗料

の規格に適合する膜厚が約30μm以上のものをいう。 

10 この表において「合成樹脂調合ペイント」とは、日本産業規格K5516に規定する合成樹脂調合ペイントをいう。 

11 この表において「2液形厚膜エポキシ樹脂プライマー」とは、日本産業規格 K5551に規定する構造物用さび止めペイント B

種をいう。 

12 この表において「2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル」とは、日本産業規格K5659に規定する鋼構造物用耐候性塗料の中塗り

塗料の規格に適合する膜厚が約60μmから120μmまでのものをいう。 
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評価方法基準 表3 

 めっき処理 

区分1 片面付着量が30g／m2以上60g／m2未満の溶融亜鉛めっき 

両面付着量が60g／m2以上120g／m2未満の溶融亜鉛めっき又は  

両面付着量表示記号Z06、Z08、Z10、F06、F08若しくはF10に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 

区分2 片面付着量が60g／m2以上90g／m2未満の溶融亜鉛めっき 

両面付着量が120g／m2以上180g／m2未満の溶融亜鉛めっき又は  

両面付着量表示記号Z12、Z14若しくはF12に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 

区分3 片面付着量が90g／m2以上120g／m2未満の溶融亜鉛めっき 

両面付着量が180g／m2以上240g／m2未満の溶融亜鉛めっき又は  

両面付着量表示記号Z18、Z20、Z22若しくはF18に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 

区分4 片面付着量が120g／m2以上180g／m2未満の溶融亜鉛めっき 

両面付着量が240g／m2以上360g／m2未満の溶融亜鉛めっき、  

両面付着量表示記号Z25、Z27、Z35若しくはZ37に該当する溶融亜鉛めっき鋼材又はY18に該当する溶融亜鉛―5％

アルミニウム合金めっき鋼材 

区分5 片面付着量が180g／m2以上の溶融亜鉛めっき 

両面付着量が360g／m2以上の溶融亜鉛めっき、  

両面付着量表示記号Z45若しくはZ60に該当する溶融亜鉛めっき鋼材、 AZ70、AZ90、AZ120、AZ150、AZ170、AZ185

若しくはAZ200に該当する溶融55％アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼材又はY20、Y22、Y25、Y27、 Y35、Y45若し

くはY60に該当する溶融亜鉛―5％アルミニウム合金めっき鋼材 

１ この表において「溶融亜鉛めっき」とは、日本産業規格H8641に規定する溶融亜鉛めっきをいう。 

２ この表において「溶融亜鉛めっき鋼材」とは、日本産業規格G3302に規定する溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯をいう。 

３ この表において「溶融55％アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼材」とは、日本産業規格G3321に規定する溶融55％アルミニウ

ム―亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯をいう。 

４ この表において「溶融亜鉛―5％アルミニウム合金めっき鋼材」とは、日本産業規格 G3317に規定する溶融亜鉛―5％アルミ

ニウム合金めっき鋼板及び鋼帯をいう。 

５ この表において「両面付着量」とは、3点平均最小付着量をいう。 

  

（ｉｉ）構造躯体のうち柱、はり及び筋かい以外の部分に使用されている鋼材にあっては、(i)の表2に掲げる鉛・

クロムフリーさび止めペイントが、塗り回数が 2 以上となるように全面に塗布され、又はこれと同等と防錆

措置が講じられていること。ただし、厚さが12mm以上の鋼材については、この限りでない。 

（略） 

 

②等級2 

ａ鋼材の防錆措置 

（ｉ）柱、はり又は筋かいに使用されている鋼材にあっては、次の表の(い)項に掲げる鋼材の厚さに応じ、(ろ)項

に掲げるイ若しくはロのいずれかの防錆措置又はこれと同等の防錆措置が講じられていること。 
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(い) (ろ) 

鋼材の厚さ 防錆措置 

一般部 最下階(地階を除く。)の柱脚部 

9mm以上  イ ①a(i)の表 2における区分 1から区分 5までのい

ずれかの塗膜  

ロ ①a(i)の表 3における区分 1から区分 5までのい

ずれかのめっき処理 

6mm以上 イ ①a(i)の表 2における区分 1から区分 5までのい

ずれかの塗膜 

ロ ①a(i)の表 3における区分 1から区分 5までのい

ずれかのめっき処理 

イ ①a(i)の表 2における区分 2から区分 5までのい

ずれかの塗膜  

ロ ①a(i)の表 3における区分 2から区分 5までのい

ずれかのめっき処理 

2.3mm以上 イ ①a(i)の表 2における区分 2から区分 5までのい

ずれかの塗膜 

ロ ①a(i)の表 3における区分 2から区分 5までのい

ずれかのめっき処理 

イ ①a(i)の表 2における区分 3から区分 5までのい

ずれかの塗膜  

ロ ①a(i)の表 3における区分 4及び区分 5のいずれ

かのめっき処理 

  

（ｉｉ）①a（ｉｉ）に掲げる基準に適合していること。この場合において、「12mm以上」あるのは、「9mm以上」と   

する。 

（①a(ii)に掲げる基準とその読替えは以下の通り。） 

（ｉｉ）構造躯体のうち柱、はり及び筋かい以外の部分に使用されている鋼材にあっては、(i)の表2に掲げる鉛系

さび止めペイント又は鉛・クロムフリーさび止めペイントが、塗り回数が2以上となるように全面に塗布さ

れ、又はこれと同等と防錆措置が講じられていること。ただし、厚さが9mm以上の鋼材については、この限

りでない。 

（略） 

 

ハ鉄筋コンクリート造等 

①等級3 

ａセメントの種類 

鉄筋コンクリート造等の部分に、日本産業規格R5210に規定するポルトランドセメント、日本産業規格R5213に

規定するフライアッシュセメント又は日本産業規格R5211に規定する高炉セメントが使用されていること。 

ｂコンクリートの水セメント比 

コンクリート（鉄筋コンクリート組積造にあっては充填材コンクリート。以下ハにおいて同じ。）の水セメント

比が、次の（ｉ）又は（ｉｉ）のいずれか(中庸熱ポルトランドセメント又は低熱ポルトランドセメントを使用す

る場合にあっては(i))に適合していること。ただし、フライアッシュセメントを使用する場合にあっては混合物を

除いた部分を、高炉セメントを使用する場合にあっては混合物の10分の 3を除いた部分をその質量として用いる

ものとする。 

（ｉ）最小かぶり厚さ（鉄筋コンクリート組積造にあっては最小有効かぶり厚さ）が次の表の(い)項に掲げる部分

に応じ、(ろ)項(イ)項に掲げるものである場合においては、水セメント比が 50％以下(軽量コンクリートに

あっては45％以下)であること。 
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(い) (ろ) 

部位 最小かぶり厚さ 

(イ) (ロ) 

直接土に接しない部分 耐力壁以外の壁又は床 屋内 2cm 3cm 

屋外 3cm 4cm 

耐力壁、柱、はり又は壁ばり 屋内 3cm 4cm 

屋外 4cm 5cm 

直接土に接する部分 壁、柱、床、はり、基礎ばり又は基礎の立上り部分 4cm 5cm 

基礎(立上り部分及び捨てコンクリートの部分を除く。) 6cm 7cm 

注 外壁の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外断熱工法による仕上げその他これらと同等以上の性能を

有する処理が施されている場合にあっては、屋外側の部分に限り、(ろ)項に掲げる最小かぶり厚さを1cm減

ずることができる。 

  

（ｉｉ）最小かぶり厚さ（鉄筋コンクリート組積造にあっては最小有効かぶり厚さ）が(i)の表の(い)項に掲げる部     

位に応じ、(ろ)項(ロ)項に掲げるものである場合においては、水セメント比が 55％以下(軽量コンクリート

にあっては50％以下)であること。 

 

ｃ部材の設計・配筋 

施工誤差を考慮して設計かぶり厚さが設定されていること。 

（略） 

 

②等級2 

①に掲げる基準に適合していること※。この場合において、①b(i)中「50％以下」とあるのは「55％以下」と、

「45％以下」とあるのは「50％以下」と、①b(ii)中「55％以下」とあるのは「60％以下」と、「50％以下」とある

のは「55％以下」とする。ただし、①本文ただし書に規定する部分については、この限りでない。 

（①b(i)の読替えは以下の通り。） 

（ｉ）最小かぶり厚さ（鉄筋コンクリート組積造にあっては最小有効かぶり厚さ）が次の表の(い)項に掲げる部分

に応じ、(ろ)項(イ)項に掲げるものである場合においては、水セメント比が 55％以下(軽量コンクリートに

あっては45％以下)であること。 

（①b(ii)の読み替えは以下の通り。） 

（ｉｉ）最小かぶり厚さ（鉄筋コンクリート組積造にあっては最小有効かぶり厚さ）が（ｉ）の表の(い)項に掲げ

る部位に応じ、(ろ)項(ロ)項に掲げるものである場合においては、水セメント比が60％以下(軽量コンクリー

トにあっては55％以下)であること。 
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区分 （4）持続可能な水の利用 

細区分 ア 雑用水利用 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）雑用水の種類 

[雨水・再生水・循環利用水] 

 段階3 

段階2 

（イ）雑用水利用における取組 

[雑用水を優先的に利用するとともに、雑用水の利用先において節水型機器を使用し

ている・雑用水の平時の利用に加え、災害時にも利用できるシステムを備えている] 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

 

1） 指針策定の背景 

東京都では、水の有効利用や下水道施設の負担軽減を図るため、一定規模の大規模建築や開発事業に対し、便所洗浄水 

や修景用水、散水などの雑用水（人の飲用その他これに類する用途以外の雑用系用途に供する水をいう）に、雨水、下水 

再生水や循環利用水等の雑用水利用を指導している。 

雑用水利用の方式には、建築物内で雑用水利用を行う個別循環方式、複数の建築物で共同で使用する地区循環方式、下 

水処理場からの再生水を利用する広域循環方式等の循環型方式の他、主に雨水を利用した非循環型方式がある。 

 

2） 配慮すべき事項 

水の有効利用及び下水道施設への負荷低減を図るための雑用水の利用に係る事項  

 

3） 評価基準 

 表2-(4)-ア-1 

段階3 次の(1) 及び(2)の事項に適合していること 

(1) 次の①から③までに掲げるものの内2つ以上のものを雑用水（水の有効利用促進要綱（平成15

年15都市政広第122号）第２条に掲げる雑用水をいう。以下同じ。）として利用している。 

 ①雨水 

 ②再生水 

 ③循環利用水 

(2)次の①及び②の取り組みのうち、いずれかを行っている 

 ①雑用水を優先的に利用するとともに雑用水の利用先において節水型機器を使用している 

 ②雑用水の平時の利用に加え、災害時にも利用できるシステムを備えている 

段階2 段階3の評価事項(1)のうち2つ以上のものを循環水として利用していること。 

段階1 段階3の評価事項(1)のうちいずれかを雑用水として利用していること。 

 

4） 根拠書類 

(1)水の有効利用促進要綱に基づき作成した「雑用水利用・雨水浸透計画書（別記様式（第6条関係））」及び「計画概 

要書（別紙）」の案又は写しを提出 

(2)延べ面積10,000㎡以下の建築物で、本評価項目に関する記載を行う場合は、（１）の書式に準じた資料（図面、設 

計概要書等）を提出 

(3)その他、上記に類する計画が把握できる図書等を提出する。 
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5） 解説 

■雨水の雑用水利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 図2-(4)-ア-1   

  パンフレット「貴重な水資源の有効利用のお願い」(東京都都市整備局) 

 

         ■再生水・循環利用水の雑用水利用、雑用水の利用先 

再生水の雑用水利用については大きく分けて①建物内で発生する排水を自家処理して利用する方法②下水再生水を   

利用する方法の２つがある。雑用水の原水には、ビル排水、雨水、地下水、工業排水再生水、下水再生水等がある。

原水によって、発生量の変動の有無や含有物質等が異なる。また、『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』

(以下、ビル衛生管理法)において、雑用水の利用用途ごとに水質基準が決められている。消毒効果のある塩素につい

ては、安全性を確保するため、両者に共通した基準が適用されている。なお、健康被害を防ぐため、後者（散水、修

景、清掃）へ使用する雑用水の原水に、し尿等を含む汚水を用いることは禁止されている。 

   

        ■広域循環方式         ■地区循環方式             ■個別循環方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図2-(4)-ア-2            図2-(4)-ア-3              図2-(4)-ア-4 

            パンフレット「貴重な水資源の有効利用のお願い」(東京都都市整備局)より 

 

           ■節水型大便器について 

             現在、われわれが日常使用している各種衛生器具、例えば大・小便器、シャワーなどの国際標準化（ISO 化）に向

けた作業が進められている。その中では製品試験法、節水効果評価、ラベリングなどの基準が盛り込まれることにな

るが、各国の事情は様々であり統一した基準の策定は難しく、国情に合わせた基準を包括的に認めて行く方向に向か

っている。水問題は水資源が豊富な国々、乏しい国々によって節水化への認識や捉え方にも温度差がある。1992年に

アメリカでエネルギーアクト法が制定され、その一環として大便器の洗浄水量が 6.0L に規制されたのを契機に世界

的に節水化が促進されてきた。我が国において現在大便器は最大洗浄水量が 6.5L/回以下の器具を節水器具として定

めている。 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/zatsuama/mizu_06.pdf
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/zatsuama/mizu_06.pdf
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■給排水用ポンプ電力の確保 

非常用発電機とは別に保安用発電機を設置し、非常用発電機用の燃料を共用し非火災時に間欠運転を行うことで給

排水用電力を確保する。 

 

■内水氾濫への対応 

近年、都市化に伴い地中に雨水が浸透せず下水道管に雨水が集中することで大雨の際には浸水被害を起こす場合が   

ある。雨水浸透施設を設置し雨水を地中に浸透させることが必要である。雨水浸透施設には以下に示す施設がある。 

（貯留能力は評価の対象外とする。） 

・浸透ます 

ますの周辺を砕石で充填し、集水した雨水を側面及び底面から地中に浸透させる 

 

・浸透トレンチ 

掘削した溝に砕石を充填し、この中に浸透ますと連結された有孔管を設置することにより雨水を導水しながら砕

石の側面及び底面から地中に浸透させる施設 

 

・透水性舗装 

表面に降った雨を直接地中に浸透させる機能を持つ舗装 

 

・透水性インターロッキングブロック舗装 

表面に降った雨をインターロッキングブロックを通して直接地中に浸透させる機能を持つ舗装 
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細区分 イ 水使用の合理化 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）建築物等（全体）における水使用量の把握等に係る事項 

[BEMS等を活用すること等により、建築物の使用者（テナント等）、来場者等に対し

て、建築物等における水使用量に関する情報が一目で分かるように可視化して提供

する仕組み（見える化）を導入している・建築物等における水使用量の削減に向け

た体制（PDCAサイクル等）を構築する計画である・建築物等における年間水使用量

の目標値（L/㎡）を定めている・建築物等における年間水使用量を把握し、年ごと

の比較を行うことができる] 

年間水使用量の目標値[（L/㎡）] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

（イ）建築物等における水使用量の削減に係る事項 

[給水設備等において、節水型機器を使用している] 

 

1） 指針策定の背景 

東京都では、水の有効利用や下水道施設の負担軽減を図るため、一定規模の大規模建築や開発事業に対し、便所洗浄 

水や修景用水、散水などの雑用水（人の飲用その他これに類する用途以外の雑用系用途に供する水をいう）に、雨水、

下水再生水や循環利用水等の雑用水利用を指導している。 

また、日本の上下水道事業は、高度成長期に一気に整備されたインフラの老朽化、人口減少による維持コストの地域 

格差拡大といった課題に直面しており、ゲリラ豪雨や水害の頻度が上昇し、下水道への負荷が増大していることからも 

インフラの負担を増大させないためにも水使用量の把握・削減を図っていくことが必要である。 

 

2） 配慮すべき事項 

水使用量の削減を図るための節水型機器の設置並びに水使用量の把握及び管理に係る事項  

 

3） 評価基準 

表2-(4)-イ-1 

段階3 次の(1)から(4)までに掲げる事項に適合していること 

 

(1)建築物等の全体について、次の①及び②の事項を行っていること。 

①ＢＥＭＳ等を活用すること等により、建築物の使用者（テナント等）、来場者等に対して、建築物等

における水使用量に関する情報が一目で分かるように可視化して提供する仕組み（見える化）を導入

している。  

②建築物等における水使用量の削減に向けた体制（ＰＤＣＡサイクル等）を構築する計画である。 

(2) 建築物等における年間水使用量の目標値（単位L／㎡）を定めている。 

(3) 建築物等における年間水使用量を把握し、年ごとの比較を行うことができる。 

(4) 給水設備等において、節水型機器を使用している 

段階2 段階3に掲げる事項(2)から(4)までに適合していること 

段階1 段階3に掲げる事項(4)に適合すること 

 

4） 根拠書類 

(1)BEMS図面等において建築物の使用者（テナント等）、来場者等に対して、建築物等における水使用量に関する情報

が一目で分かるように可視化して提供する仕組み（見える化）を導入していることが分かる書類を提出 

(2)建物竣工後のコミッショニング計画が分かる書類を提出 

(3)建築物における年間水使用量の目標値を定めていることが分かる計算書等を提出 

(4)BEMS図面等で水使用量を把握できる計画であることが分かる図面を提出 

(5)節水型器具の採用が分かる衛生器具表等の提出 

(6)雑用水利用先での節水型器具の採用が分かる系統図や平面図の提出 
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5） 解説 

■年間使用量の目標値 

  一般的に 1 日の給水量は当該施設の利用人員に基づき算定する。建築設備設計基準（茶本）や空気調和・衛生工学会便覧ではそ

れぞれ建築物の用途による 1 人当たりの使用水量・使用時間を定めている。この設計値は余裕率や安全率などが考慮されているも

のであり、表2-(4)-イ-2下表に示す建物種類別の水使用量の実績に記載されている実績値と比較し、多くの建物用途において大き

い値となる。建築主と設計者との間で年間水使用量の目標値について定めることが必要である。 

 

表2-(4)-イ-2 国交省：建物別水使用量の実績 

 

  

https://www.mlit.go.jp/common/830001021.pdf
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■年間使用量の把握 

一括メーターによる把握に加えて用途ごとに子メーターを設置、階ごとに子メーターを設置、パイロットフロアに 

のみ追加で子メーターを設置するなどの方法により使用量把握の細分化を行う。 

 

メーター設置による使用量把握のイメージ、右にいくにつれより細分化された使用量把握が可能となる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     図2-(4)-イ-1 
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分野 3 生物多様性の保全 

区分 （1）水循環 

細区分 ア 雨水浸透 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）雨水浸透量[ ｍ3/hr]  段階3 

（イ）雨水浸透の能力[ mm/h] 段階2 

 段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

1） 指針策定の背景 

 都市化の進展により、舗装面、建築物等の不浸透域が拡大し、雨水の地下への浸透量が減少し湧水の枯渇やそれに伴

う河川の平常水量減少の弊害が見られる。東京都では水循環の保全という観点から、「水の有効利用促進要綱」により、

一定規模以上の建築物に対し、雨水利用、雨水浸透の実施に努めることを義務けるとともに、「東京都雨水浸透指針」に

おいて、地下水の保全を図る観点から、雨水浸透方法等を定めている。 

 近年ではゲリラ降雨等の大きな降雨強度による内水氾濫や公共下水道の許容降水量を超える降水量が発生する頻度

が高くなり、敷地自体での雨水浸透の重要性が高まっている。 

さらに、区市町村は下水負荷抑制のために雨水浸透指針を定めているが、生物多様性の保全の観点からも水循環（雨

水浸透）が重要である。 

 なお、下水道負荷抑制、都市洪水抑制のための雨水流出抑制（雨水貯留及び雨水浸透）については区市町村の雨水流

出抑制に関する指導要綱、河川流域毎の対策基準等によるものとする。 

 

2） 配慮すべき事項 

望ましい水循環の保全と回復を図るために行う雨水浸透に係る事項 

 

3） 評価基準 

全ての用途の建物（ただし、敷地が、地下水位が高い等の理由により浸透効果を期待できない地域、雨水の浸透によ

る防災上の支障が生じる恐れがある地域にある場合は、この評価基準を適用しない。） 

段階3 拡水法（地表面又は地表の近くの地層を通して、雨水を自然に地下へ浸透させる方法をいう。）を用いた雨水

浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装、地表面の緑地化等により、敷地において１時間当たり 30mm以上

の雨水浸透が見込めること。 

段階2 拡水法を用いた雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装、地表面の緑地化等により、建築物の敷地にお

いて１時間当たり10mm以上30mm未満の雨水浸透が見込めること。 

段階1 拡水法を用いた雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装、地表面の緑地化等により、敷地において１時

間当たり０mmを超え10mm未満の雨水浸透が見込めること。 

  

 

4） 根拠書類 

「雨水流出抑制施設設置計画書」（東京都または区市町村に提出する様式）の写しを提出する。 

「雨水流出抑制施設設置計画書」の提出対象ではない場合、「雨水流出抑制施設設置計画書」の書式に準じた図書を提

出する。 

敷地が、地下水位が高い等の理由により浸透効果を期待できない地域、雨水の浸透による防災上の支障が生じる恐れ 

がある地域にある場合は、図3-(1)-ア-3または図3-(1)-ア-4の図上に敷地の場所を明示するなど、評価基準を適用し 

ない地域にあることが分かる資料を添付する。 

 

5） 解説 

■「（ア）雨水浸透量」 

雨水浸透量は、東京都又は区市町村に提出する「雨水流出抑制施設設置計画書」の作成の際に算出した雨水浸透量  
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の数値を記入する。ただし、雨水貯留施設は評価基準である浸透効果がない場合は算入することができない。（雨水流 

出抑制に関する条例又は要綱を定めている区市町村については、「雨水流出抑制施設設置計画書」を各区市町村に提出 

する必要がある。なお、様式の名称は区市町村ごとに異なる場合がある。） 

 

■「（イ）雨水浸透の能力」 

雨水浸透の能力は、次の式で算出される。 

雨水浸透の能力(mm/hr)＝雨水浸透量(m3/hr) ÷ 敷地面積(㎡) ×1,000 

システムでの入力においては、（ア）雨水浸透量に数値を入力すると自動で記入される。敷地面積は「建築物の概     

要」で入力した敷地面積を使用するが、「雨水流出抑制施設設置計画書」において別の対策面積が使用されている場

合は、その値に修正することも可能である。 
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■「雨水流出抑制施設設置計画書」の様式（東京都） 

 

図3-(1)-ア-1 「雨水流出抑制施設設置計画書」の様式（東京都）  

令和　　年　　月　　日

雨水流出抑制施設設置計画書

　　東京都知事　殿

申請者（施設設置者）

（所在地）

（会社名等）

（代表者等） 印

　１．事業または建築物名称

　２．設置場所

　３．規模･用途

　４．対象面積 ｈa

　５．流域および単位対策量 　　　　                   　　流域　　　　　　　　　　　　　　 ｍ3/ｈa

　６．雨水流出抑制対策必要量 ｍ3

　７．抑制対策施設の種類 　１．雨水貯留 ｍ3

　２．雨水浸透（浸透桝・浸透トレンチ等） ｍ3

　３．浸透舗装 ｍ3 

　４．植栽・芝生等 ｍ3

　５．その他 ｍ3

　合計 ｍ3

　８．連絡担当者

電話　　　（　　　　　）

（添付資料）

①案内図 ②計算書 ③排水施設計画図（平面図）
④構造図（流出抑制施設） ⑤配置図
⑥ポンプ等の仕様、制御確認資料
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■拡水法 

拡水法とは、地下水汚染の防止の観点から地表面又は地表の近くの地層を通して、雨水を自然に地下へ浸透させる 

方法で、以下に掲げる雨水浸透施設等がこれに該当する。 

（１）雨水浸透ます 

（２）雨水浸透トレンチ 

（３）透水性舗装 

（４）雨水浸透側溝 

（５）透水池（浸透池） 

（６）地表面の緑地化 

また、拡水法他に、井戸により雨水を地中の帯水層に集中的に浸透させる井戸法があり、井戸内に地下水面が存在 

しない井戸を乾式井戸、地下水中に達する井戸を湿式井戸という。 

 

 

図3-(1)-ア-2 雨水浸透イメージ図 

出展：世田谷区ホームページhttps://www.city.setagaya.lg.jp/documents/622/001.jpg 

 

 

■浸透量の算定方法 

浸透施設の浸透量は、浸透施設の種類によって基準浸透量に、浸透トレンチ、浸透側溝は設置延長、浸透ますは設

置個数、透水池（浸透池）は池面積を乗じて求める。 

浸透施設浸透量（m3/hr）  

＝基準浸透量 × 施設設置延長（あるいは設置個数、池面積） 

＝影響係数 × 比浸透量 × 飽和透水係数 × 施設設置延長（あるいは設置個数、池面積） 

影響係数：地下水位の影響 0.9、目詰まりの影響 0.9 を考慮して 0.81とする。  

基準浸透量：浸透施設（１m、１個あるいは １m2当たり）の基準浸透量（m3/hr）  

比浸透量：浸透施設の比浸透量（m2）  

飽和透水係数：土壌の飽和透水係数（m/hr） 

透水性舗装は、目詰まり等により機能低下するため、貯留量（歩道 20mm、 駐車場 50mm）で扱う。 

具体的な算定手順等の詳細については、「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」又は各区市町村が定める指針等を参  

照すること。 

https://www.tokyo-sougou-chisui.jp/shishin/shishin.pdf 

 

https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/622/001.jpg
https://www.tokyo-sougou-chisui.jp/shishin/shishin.pdf
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■浸透効果を期待できない地域 

山地、沖積低地、人口改変地等(地下水位が高い地域、地盤の低い地域等)が該当する。地下水位が高い地域は地中熱利用の効果が少なく、地下水汲み上げが制限されている地域である。 

 

図3-(1)-ア-3 浸透適地である台地の分布状況（出展：東京都雨水貯留・浸透施設技術指針） 

 

 ※23区内において、その地区が浸透施設の設置が可能か否かについて、地形、土質、地下水位の判断要素から示した「浸透適地マップ」（東京都下水道局作成）も参考にすることができる。 

ただし、各区が作成しているマップと相違がある場合は、各区のマップが優先されることとなる。 

浸透適地マップ：https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/amesh/shinsui_zero 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/amesh/shinsui_zero
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■雨水の浸透による防災上の支障が生じるおそれがある地域 

砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止地域等人工改変が禁止されている地域が該当する。 

 

図3-(1)-ア-4 法令指定地（出展：東京都雨水貯留・浸透施設技術指針） 
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区分 （2）緑化 

細区分 ア 緑の量の確保 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）地上部の緑化面積[ ㎡]  段階3 

（イ）建築物上の緑化面積[ ㎡] 段階2 

（ウ）総緑化面積[ ㎡] 段階1 

（エ）敷地面積[ ㎡] 段階未満 

（オ）総緑化面積の敷地面積に対する割合[ ％] 記載を省略 

 

1） 指針策定の背景 

緑化の推進は、美しい景観を形成し、都市生活に潤いをもたらすのみならず、ヒートアイランド現象の緩和、大気の

浄化、雨水の貯留、生物生息空間の確保等にも重要な役割を果たしている。あらゆる機会を通じて緑の量の確保・拡大

を図り、都内全体の緑を増やす取組が重要である。 

東京都は、東京における自然の保護と回復に関する条例（以下、「東京都自然保護条例」とする。）に基づき緑化計画

書制度を制定し、一定規模以上の計画においては、「地上部の緑化」をはじめ、建築物の屋上や 壁面、 ベランダ等を緑

化する「建築物上の緑化」や、道路に接する部分に緑を確保する「接道部の緑化」の基準に基づいて緑化計画書等を作

成して提出することを義務付け、施設等の緑化を推進している。 

なお、緑化のヒートアイランド現象の緩和効果については、分野「気候変動への適応」の「建築物等からの熱の影響

の低減」において評価する。 

 

2） 配慮すべき事項 

緑の量の確保のために行う次に掲げる事項 

① 地上部（敷地のうち、建築物の存する部分を除いた部分をいう。以下同じ。）に係る事項  

② 建築物上（特定建築物の屋上、壁面、ベランダ等をいう。以下同じ。）における緑の量に係る事項 

 

3） 評価基準 

段階3 地上部のうち樹木の植栽等のなされた部分の面積及び建築物上のうち樹木、芝、草花等の植栽のなされた

部分の面積（総緑化面積）が、敷地面積の30％以上の面積であること。 

段階2 総緑化面積が、敷地面積の20％以上30％未満の面積であること。 

段階1 総緑化面積が、敷地面積の０％を超え20％未満の面積であること。 

 （共通事項） 

緑化面積が 10 ㎡以上の区画を１か所以上設けるとともに、生きものの生息生育環境に配慮した区画形状（正方形

などのまとまりのある形状等）に努めること。 

 

4） 根拠書類 

（１）計画時は緑化計画書（東京都環境局又は区市の所管部署に提出した様式）の写しを提出する。 

緑化計画書の提出対象ではない場合、緑化計画書の書式に準じた図書を提出する。 

（２）完了時には、緑化完了書（都又は区市町村の受領印付）の写しを提出する。 

緑化完了書の提出対象ではない場合、緑化完了書の書式に準じた図書を提出する。 

 

5） 解説 

■東京都自然保護条例に基づく緑化計画書制度 

  対象となる建築物の新築等を行う場合、一定の緑地を計画し、東京都へ届け出る制度 

○対象となる規模：敷地面積が1,000 ㎡以上（国及び地方公共団体が有する敷地の場合は250㎡以上） 

○対象となる行為等（一部抜粋）：建築物を新築、改築又は増築すること 

○緑化の基準（一部抜粋）: 

敷地内の地上部や建築物上（屋上、壁面、ベランダ等）において、一定面積の樹木等を植栽すること。 
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詳細については、「緑化計画の手引」を参照すること。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/plan_system/guide.html 

 

■「地上部の緑化面積」及び「建築物上の緑化面積」 

東京都自然保護条例に基づく緑化計画書の届出等における基準に従って算出した、地上部の緑化面積（樹木の植栽 

等のなされた面積）及び建築物上の面積を記入する。 

基準の詳細については、「緑化計画の手引」を参照すること。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/plan_system/guide.html 

 

  

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/plan_system/guide.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/plan_system/guide.html
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■緑化計画書との対応関係（東京都様式） 

  

図3-(2)-ア-1 緑化計画書雛形 

 

■緑化計画書制度を保有する区市 

   次の 13 区１市（令和７年２月末時点）については、各区市の条例に基づく緑化計画書の基準によって算出した緑

化面積を記入することも可能。 これらは緑化計画書の手続が区市へ一元化されているため、当該区市の条例等に基

づいて区市へ届出を行い、東京都への届出は不要。 
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■緑化計画書制度における屋上緑化と「再生可能エネルギー利用設備設置基準」について 

緑化計画書制度上の屋上緑化と、再生可能エネルギー利用設備設置基準に基づく太陽光発電設備の設置が干渉する 

場合、太陽光発電設備の設置を優先する。 

なお、緑化計画書制度の手引きでは、屋上面積について、「屋上のうち、ソーラーパネルや空調設備等の建築物の管 

理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分を除いた面積」と定めている。再生可能エネルギー利用設備設置基

準では、「地方公共団体の条例等により屋上緑化をしなければならない部分」を設置基準面積の対象から除外する部分

として定めている。 

 

■緑の量に算定可能な植物 

○樹木 

樹木とは、次の「高木」、「中木」、「低木」をいう。 

 ①高木 

高木とは、植栽時に 高さが 2 メートル以上 の樹木で、通常の成木

の高さが３メートル以上あるものをいう。したがって、植栽時に３ｍを

満たない場合であっても、植栽時に２メートル以上であり、成木時に３

メートル以上になることがキャプション等により確認できれば、高木

として計算する。 

ケヤキ 

②中木 

中木とは、植栽時に高さが 1.2 メートル以上 の樹木で、通常の成木 

の高さが 2メートル以上あるものをいう。 

 

 

 

 

 

ヒラギモクセイ 

③低木 

  低木とは、高木、中木以外で植栽時に高さが 0.3 メートル以上であ 

るものをいう。 

なお、竹類は低木に含まれる。ササ類は樹木として取り扱わない。 

 

オオムラサキツツジ 

○ツル植物、地被植物、草花等 

ツル植物とは、ツタ類、カズラ類等の木性のツル植物をいう。 

地被植物とは、芝、リュウノヒゲ、ヘデラ類、ササ類、シダ植物等をいう。草花等とは、多年草をいう。 

 

         

ツタ                

 

 

 

 

ツタ                      芝 
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細区分 イ 生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）敷地面積[ ㎡]  段階3 

（イ）樹木の植栽に係る事項 

a 樹木による緑化面積（全体）[ ㎡] 

b 建築物上における樹木による緑化面積[ ㎡] 

c 建築物上樹木による割合[ ％] 

d 点数[                   ] 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

（ウ）既存の樹木の保全に係る事項 

a 既存樹木による緑化面積[ ㎡] 

b 幹周り1ｍ以上の大怪木の保存の有無[有・無] 

c 点数[                   ] 

（エ）在来種の樹木の植栽に係る事項 

a 鳥類や昆虫類を効果的に誘引する実や花などをつける在来種の植物の種数 

 [ 種] 

b 在来種樹木による緑化面積及び割合 高木[    ㎡] [    ％] 

 中木及び低木[    ㎡] [    ％] 

c 在来種樹木の種数 高木[    種] 樹種[ ] 

 中木及び低木[    種] 樹種[ ] 

d [地域の生態系に悪影響を及ぼす外来種に関し、適切な対応を行っている] 

e 点数[                   ] 

 

1） 指針策定の背景 

 緑化の計画においては、量的な面だけでなく、質的な面を確保する必要がある。これは、「緑の量の確保」については

平面的な緑の割合を評価したが、質を評価するにあたっては立体的・空間的に広がる樹木の枝葉による緑の圧倒的な量、

更にそれを支える根と土壌量も緑の質として大きな要素となっている。このことから土壌を含めた樹木空間が維持され

る既存樹木の保全、大径木が枝葉を広げつくりだす緑陰とそれに匹敵する根の広がりの豊かさ、そしてその他の樹木が

つくりだす緑空間の広がりを、緑の豊かさ（質）を示すものといえる。また、東京都在来種植栽登録制度（江戸のみど

り登録緑地）に定められている、生きものの生息生育環境に配慮した在来種樹木の植栽等により、緑の「質」をさらに

高めていくことが重要である。 

 

2） 配慮すべき事項 

生きものの生息生育環境に配慮するために行う樹木による植栽、既存の樹木の保全及び在来種の樹木の植栽に係る事

項 
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3） 評価基準 

表3-(2)-イ-1 評価基準 

段階３ ア 表 3-(2)-イ-2 から表 3-(2)-イ-4 までの各点数が１以上であり、かつ、表 3-(2)-イ-2 から表 3-

(2)-イ-4までによる点数の合計が５以上であること。 

段階２ イ 表3-(2)-イ-2から表3-(2)-イ-4までによる点数の合計が２以上（アに該当する場合を除く。）で

あること。 

段階１ ウ 表3-(2)-イ-2から表3-(2)-イ-4までによる点数の合計が１であること。 

 

表3-(2)-イ-2 樹木の植栽に係る事項 

配慮の内容 点数 

樹木による緑化面積が100㎡以上（敷地面積が1,000㎡未満の場合は30㎡以上）であること。 2 

建築物上における樹木による緑化面積が 30㎡以上（敷地面積が 1,000㎡未満の場合は 10㎡以上）かつ

建築物上の緑化面積の50％以上の面積であること。 
1 

建築物上における樹木による緑化面積が 30㎡以上（敷地面積が 1,000㎡未満の場合は 10㎡以上）であ

ること。 
1 

 

表3-(2)-イ-3 既存の樹木の保全に係る事項 

配慮の内容 点数 

既存の樹木による緑化面積が300㎡以上（敷地面積が1,000㎡未満の場合は100㎡以上）であること。 2 

既存の樹木による緑化面積が50㎡以上（敷地面積が1,000㎡未満の場合は20㎡以上）かつ幹周り１m以

上の大径木の保存があること。 
1 

既存の樹木による緑化面積が50㎡以上かつ300㎡未満（敷地面積が1,000㎡未満の場合は20㎡以上100

㎡未満）であること。 
1 

 

表3-(2)-イ-4 在来種の樹木の植栽に係る事項 

配慮の内容 点数 

鳥類や昆虫類を効果的に誘引する実や花などをつける在来種※1の植物を４種以上植栽していること。 2 

在来種※1の樹木による緑化面積が次の①及び②に定める基準に適合すること。 

① 高木（東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則（平成13年東京都規則第39号）第６

条第２項に規定する高木をいう。以下同じ。）による緑化面積が樹木による緑化面積の40％以上の面

積であること。 

② 中木（同項に規定する中木をいう。以下同じ。）及び低木（同項に規定する低木をいう。以下同

じ。）による緑化面積が樹木による緑化面積の10％以上の面積であること。 

1 

在来種※1の樹木の種数が次の①及び②に定める基準に適合すること。 

① 高木による植栽が４種以上であること。 

② 中木及び低木による植栽が３種以上であること。 

1 

地域の生態系に悪影響を及ぼす外来種※2に関し、適切な対応を行っていること。 1 

※表3-(2)-イ-2及び表3-(2)-イ-4の太枠で囲まれた評価項目については、東京都在来種植栽登録制度「江戸のみどり

登録緑地」の基準と連携している。 

 

（共通事項） 

新規の植栽においては、緑地面積が 10 ㎡以上の区画を１か所以上設けるとともに、生きものの生息生育環境に配 

慮した区画形状（正方形などのまとまりのある形状等）に努めること。 

 

※１ 植栽を行う地域において自然分布している種、亜種又はそれ以下の分類群に属する植物をいい、原則として「植 

栽時における在来種選定ガイドライン」（平成26年５月東京都環境局）に基づいて選定される種をいう。 

※２ 地域の生態系に悪影響を及ぼす外来種とは、原則として「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成26
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年５月東京都環境局）における「植栽への利用に注意を要する植物」及び「植栽に適さない植物」（特定外来

生物、要注意外来生物）を指し、これらを植栽に使用しないこと。 

 

4） 根拠書類 

（１）緑化計画書（東京都環境局又は区市の所管部署に提出した様式）の写しを提出する。 

緑化計画書の提出対象ではない場合、緑化計画書の書式に準じた図書を提出する。 

（２）幹回りが１ｍ以上の大径木の保存の有無の項目を「有」と選択した場合、幹回りの長さがわかる図面等を提出す

る。 

（３）鳥類や昆虫類を効果的に誘引する実や花などをつける在来種の植物を４種以上植栽している」とする場合は、緑

化計画平面図等により対象とする在来種の植物を示す。なお、その際に対象とする在来種がわかるようキャプシ

ョン等を追記する。 

（４）在来種の樹木（高木、中木及び低木）を植栽する場合は、緑化計画書又は緑化計画平面図等により在来種の樹木

を示す。なお、その際に在来種の樹木による緑化面積及び種数、樹種についてキャプション等を追記する。 

（５）地域の生態系に悪影響を及ぼす外来種に関し、適切な対応を行っているとする場合は、緑化計画平面図等にキャ

プション等を追記することにより、「適切な対応を実施している旨」を記載する。 

（６）完了時には、緑化完了書（都又は区市町村の受領印付）の写しを提出する。 

緑化完了書の提出対象ではない場合、緑化完了書の書式に準じた図書を提出する。 

 

5） 解説 

■東京都在来種植栽登録制度（江戸のみどり登録緑地） 

「東京都在来種植栽登録制度（江戸のみどり登録緑地）」においてに登録されている場合は、樹木の植栽に係る事項

で２点、在来種の樹木の植栽に係る事項で少なくとも２点は取得可能である。 

なお、当該制度で「優良緑地」に登録されている場合は、在来種の樹木の植栽に係る事項でさらに２点追加で獲得

することとなる。 

〇制度の概要 

在来種を積極的に植栽し、生物多様性保全に取り組んでいる緑地を東京都が登録・公表する制度。 

登録緑地は、登録証とシンボルマークを使用して、生物多様性の保全に貢献する緑地としてPRすることができる。

生きものの生息生育環境への配慮に特に優れた緑地は「優良緑地」として区別して登録。 

 

○対象となる緑地 

1,000㎡以上の敷地を有する民間建築物等の敷地内の緑地（島しょ部を除く） 

（都自然保護条例第14条の緑化計画書の対象と同じ） 

 

○登録要件 

（１）樹木が植栽されている区域の面積が100㎡以上であるもの 

（２）在来種の樹木の面積割合：高木40％以上、中木及び低木10％以上 

（３）在来種の樹木の種数：高木４種以上、中木及び低木３種以上 

 

○優良緑地の登録 

登録要件（１）～（３）に加え、次の取組のうち２つ以上が行われていれば「優良緑地」として登録。 

①化学薬品を用いた除草剤・殺虫剤等の使用量の低減 

 ②昆虫類や鳥類等の餌場や隠れ場所等の確保 

 ③生きものの生息生育環境としての目的を有する草地や水辺の配置 

④前各号に掲げるもののほか、生きものの生息生育環境への配慮 

 

■「樹木による緑化面積」、「建築物上における樹木による緑化面積」、「既存の樹木による建築物上の緑化面積」 

東京都自然保護条例に基づく緑化計画書の届出等における基準に従って算出した各面積を記入する。 

基準の詳細については、「緑化計画の手引」を参照すること。 
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https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/plan_system/guide.html 

 

■緑化計画書との対応関係（東京都様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-(2)-イ-1 緑化計画書 

 

※根拠資料として、緑化計画書のみで在来種樹木に係る取組状況の確認ができる場合は、緑化計画書上の該当する 

箇所をマーカーや枠囲み等で明示し、在来種樹木の緑化面積及び種数、樹種についてキャプション等を追記する。

なお、緑化計画書のみでは確認ができない場合は、緑化平面図等により同様に取組状況を示す必要がある。 

 

■在来種の樹木において、緑化計画に主に利用される樹木の例 

表3-(2)-イ-6 緑地計画に主に利用される樹木の例 

高木 低木 

アラカシ アセビ 

シラカシ イヌツゲ 

タブノキ ネズミモチ 

イヌマキ マンリョウ 

クロマツ ヤブコウジ 

 

■在来種の樹木において、鳥類や昆虫類を効果的に誘因する花や実をつける在来種の例 

表3-(2)-イ-5 鳥類や昆虫類を効果的に誘因する花や実をつける在来種の例 

種名 概要 

モチノキ 高木層・常緑 ヒヨドリやツグミなどに好まれる。 

コナラ 高木層・落葉 ハト類やカケスなどに好まれる。 

ネムノキ 高木層・落葉 キタキチョウやクロシジミが吸蜜のため集まる。 

マサキ 低木層・常緑 メジロ・ジョウビタキなどに好まれ、また吸蜜のため昆虫類も集まる。 

ガマズミ 低木層・落葉 ツグミ類やジョウビタキなどに好まれる。コツバメが吸蜜のため集まる。 

 

（イ）b 建築物上における樹木による緑化面積 

 
（イ）a 樹木による緑化面積（全体） 

 

（ウ）a 既存樹木による緑化面積 

 

（エ）c 在来種樹木の種数※ 

 

（エ）b 在来種樹木による緑化面積及び割合※ 

 

（エ）c 在来種樹木の種数※ 

 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/plan_system/guide.html
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（出典）東京都環境局, 生きものの生息生育環境への配慮について（優良緑地） 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/kijyunn-1 

 

■地域の生態系に悪影響を及ぼす外来種 

原則として「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成26年５月東京都環境局）における「植栽への利用に注 

意を要する植物」及び「植栽に適さない植物」（特定外来生物、要注意外来生物）を指し、これらを植栽に使用しない

ことが求められる。具体的には下記のような植栽を指す。 

（出典）植栽時における在来種選定ガイドライン～生物多様性に配慮した植栽を目指して～ 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/green_biodiv-ns_guidelines-files-

ns_guidelines_all 

 

〇植栽への利用に注意を要する植物 

1) 繁殖力の旺盛な在来種：東京都の在来種であるが繁殖力が強く旺盛に繁茂して単調な植生となり、生態

系へ悪影響を与える恐れがある植物 

例）アズマネザサ 

2) 侵略的とされる外来種（国内外来種・国外外来種とも）：本来の自然分布では都内に生育しない国内外

来種や特定外来生物及び要注意外来生物以外の国外外来種で、生態系へ悪影響を与える恐れがあること

が東京都の周辺自治体や学識者等から指摘されている植物 

例）シュロ、モウソウチク、ピラサンカ類、ニワウルシ等 

 

       図3-(2)-イ-2 シュロ        図3-(2)-イ-3 モウソウチク 

 

〇植栽に適さない植物 

1) 特定外来生物：日本の生態系に重大な影響を及ぼす恐れがある植物であり、外来生物法により「特定外

来生物」として指定された植物。特定外来生物に指定されると栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、

野外に放つことなどは原則として禁止されており、違反すると罰則がある。 

 
図3-(2)-イ-4 オオキンケイギク      図3-(2)-イ-5 オオハンゴンソウ 

 

 

 

 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/kijyunn-1
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/green_biodiv-ns_guidelines-files-ns_guidelines_all
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/green_biodiv-ns_guidelines-files-ns_guidelines_all
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/green_biodiv-ns_guidelines-files-ns_guidelines_all
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2) 要注意外来生物 

外来生物法に基づく規制が課される植物ではないが、生態系に悪影響を与えうる種として、適切な取り

扱いをするように環境省が注意を喚起している植物。原則的に新たな植栽は行わないことが強く望ま

れる。 

       図3-(2)-イ-6 トウネズミモチ        図3-(2)-イ-7 キショウブ 

 

※補足 

「植栽時における在来種選定ガイドライン」P.43における【リスト C】「要注意外来生物リスト」は「生態系被害防

止外来種リスト」の作成に伴い平成27年3月に廃止されているため、「地域の生態系に悪影響を及ぼす外来種」の判

断には「生態系被害防止外来種リスト」を参照すること。 

 

（参考） 

・東京都環境局,在来種選定ガイドライン 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/green_biodiv/ns_guidelines/ 

 

・環境省, 要注意外来生物リスト（H.27.3廃止済み） 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/caution.html 

 

・環境省, 生態系被害防止外来種リスト 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html 

 

■CADによる求積について 

 CADを使用して緑化面積及び敷地面積を算出した場合は、求積図を根拠資料として提出する。 

求積図には、緑化平面図上の各緑地の面積をキャプション等で記載する。 

 

 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/green_biodiv/ns_guidelines/
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/caution.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html
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細区分 ウ 生きものの生息生育環境に配慮した緑地等の形成 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

[当該敷地や建築物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている 

・生きものの生息生育環境としての目的を有する草地や水辺（樹木に覆われた区域

以外で配置されているものであって、100㎡あるいは樹木に覆われた区域面積の

1/5（水辺については1/10）のどちらか小さい面積以上の草地及び水辺）を配置し

ている 

・落ち葉や剪定枝、石積みなどを利用した動物の生息場所を2か所以上設置してい

る・バードバスや、鳥類や昆虫類が営巣できるような巣箱等を2か所以上設置して

いる・生息場所を１か所、バードバスや巣箱等を１か所設置している・敷地の圏内

に位置する生物多様性の拠点となる緑地とのエコロジカル・ネットワークの形成を

行っている] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

 

1） 指針策定の背景 

 緑化の計画においては、動植物の生息・生育のための空間として、地域における動植物等の自然特性を考慮し、自然

との共生を目指していくことが望まれる。豊かな自然が残る場所の保全はもちろんのこと、小さなエリアであっても植

栽計画の工夫などによって動植物の生息・生育環境を創設していくことが可能である。より一層の取組を進めていくた

めに、生物多様性の拠点となる緑地とのネットワークの形成や、地域における生きものの生息生育環境に適した、緑地、

水辺環境づくりが重要である。 

 

2） 配慮すべき事項 

生きものの生息生育環境に配慮した緑地等の形成のために行う事項 

 

3） 評価基準 

表3-(2)-ウ-1 評価基準 

段階3 表3-(2)-ウ-2に掲げる事項のうち、三つ以上に適合すること。 

段階2 表3-(2)-ウ-2に掲げる事項のうち、二つの事項に適合すること。 

段階1 表3-(2)-ウ-2に掲げる事項のいずれかに適合すること。 

 

表3-(2)-ウ-2 評価項目 

① 当該敷地や建築物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている。 

② 

生きものの生息生育環境としての目的を有する草地や水辺（樹木に覆われた区域以外で配置されているも

のであって、100㎡あるいは樹木に覆われた区域面積の５分の１（水辺については10分の１）のどちらか

小さい面積以上の草地及び水辺をいう。）を配置している。 

③ 落ち葉や剪定枝、石積みなどを利用した動物の生息場所を２か所以上設置している。 

④ バードバスや、鳥類や昆虫類が営巣できるような巣箱等を２か所以上設置している。 

⑤ ③の生息場所を１か所、④のバードバスや巣箱等を１か所設置している。 

⑥ 

敷地の圏内に位置する生物多様性の拠点となる緑地とのエコロジカル・ネットワークの形成（当該敷地に

おける緑地端から半径１km 程度の圏内に位置する公園等の一定の緑量が確保されている既存緑地におい

て生息する生きものの生息生育環境に配慮した緑地等を形成することをいう。）を行っている。 

※表3-(2)-ウ-2の太枠で囲まれた評価項目については、東京都在来種植栽登録制度「江戸のみどり登録緑地」の基準 

と連携している。 

 

4） 根拠書類 

評価基準における取組内容が確認できる図書又は設計概要書等を提出する。 

取組内容が確認できる図書又は設計概要書等では、キャプション等により取組内容がわかるよう示す。 

「生きものの生息生育環境としての目的を有する草地や水辺を配置」については、年間を通じて、生きものの生息空
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間となることを目的として草地や水辺が管理されていることを取組内容が確認できる図書又は設計概要書等において、

面積根拠（CAD求積等）とともに示すこと。 

 

5） 解説 

■表 3-(2)-ウ-2「①当該敷地や建築物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている。」とは、次の対応等を想

定している。 

・日照条件への対応（陽樹や陰樹の適切な配置など） 

・成長空間への対応（将来樹形を受容する空間への植栽など） 

・生育基盤への対応（植物の生育に十分な土壌や植栽枡の確保など） 

・環境圧への対応（耐風耐潮に配慮した植物の導入など） 

各対応の具体的な内容は次を参考とすること。 

 

〇日照条件への対応（陽樹や陰樹の適切な配置など） 

  陽樹、陰樹の概要としては以下の通りであり、それぞれの樹種に応じた適切な配置が求められる。 

表3-(2)-ウ-3 陽樹と陰樹 

 陽樹 陰樹 

概要 明るい場所や高温を好む樹木 

落葉樹が多い 

暗い場所や低温を好む樹木 

常緑樹が多い 

樹種の例 ケヤキ、ハナミズキ、サクラ、ウメ、マ

ツ、サツキ、ツツジなど 

アオキ、カクレミノ、カエデ、ツバキなど 

 

〇成長空間への対応（将来樹形を受容する空間への植栽など） 

・樹木の成長に伴い、枝や根が広がるため、建築物との適切な間隔を確保する。 

・樹木の成長スピードに応じた樹形の受容や剪定・管理等の空間を確保する。成長が遅い樹木は狭いスペースで

も管理しやすい一方で、成長が早い樹木は広いスペースでの植栽を検討する必要がある。 

 

〇生育基盤への対応（植物の生育に十分な土壌や植栽枡の確保など） 

・植栽の目標樹高等によって必要な植栽基盤の広がりや有効土層の厚さは異なり、根が十分に伸長できる広がりと

厚みを確保する。 

・根が伸びることができる軟らかさ、適度な水はけの良さと保水性、養分保持力など、土壌の水分や養分、酸素に

ついても適切な条件を備えている。 

 

〇環境圧への対応（耐風耐潮に配慮した植物の導入など） 

耐風・塩害に強い樹木は次の例のとおり。 

表3-(2)-ウ-4 耐風・塩害に強い樹木の例 

樹種 樹高 分類 

クロマツ 15m～40m 針葉樹 

ヤマモモ 3m～15m 常緑樹 

夾竹桃 2m～5m 常緑樹 

カシワ 4m～12m 落葉性高木 

ナンキンハゼ 5m～10m 落葉樹 

イヌツゲ 2m～6m 常緑低木 

マサキ 1.5m～5m 常緑樹 

サルスベリ 3m～15m 落葉樹 

オリーブ 2m～5m 常緑樹、果樹 

タイザンボク 3m～15m 常緑樹 

トベラ 1m～4m 常緑低木 
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■表 3-(2)-ウ-2「②生きものの生息生育環境としての目的を有する草地や水辺を配置している。」とは、ビオトープ

等を指し、次の事項を満たすものを想定しており、面積根拠とともに示されている必要がある。 

＜草地の例＞ 

・均一に芝の長さを揃えるような、グラウンドや広場としての利用を想定した管理が行われていない。 

・化学薬品を使用するエリアに含まれていない。 

 

＜水辺の例＞ 

・コンクリートむき出しのような人工的な水辺空間ではなく、水辺や護岸が自然材料でできている。 

水生植物が植えられていたり、水底に泥がたまっていたりする環境が形成されている。 

・水について、必要以上の薬品処理等生きものが利用できない処理がされていない。 

・いつでも生きものが利用できるよう、年間を通じて水が張られている（目標とする生きものの生息環境による）。 

・常に一定以上（半分以上）の開放水面が確保され、植物や藻類に水面が覆い尽くされていない。 

 

 

■表3-(2)-ウ-2 評価項目②における各面積の算定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-(2)-ウ-1 算定事例 

 

表3-(2)-ウ-7 計算例 

Case 
樹木に覆われた区域 

の面積 

樹木に覆われた区域 

の面積×1/5 

※水辺については 

×1/10 

草地/水辺の面積 〇適合/×非適合 

Case 1 1,000 ㎡ 200 ㎡ 150 ㎡ ○（150 ㎡ ≧ 100 ㎡以上のため） 

Case 2 450 ㎡ 90 ㎡ 95 ㎡ 

○ 

（95 ㎡ ≧ 樹木に覆われた区域の面

積×1/5（=90 ㎡）のため） 

Case 3 1,000 ㎡ 200 ㎡ 95 ㎡ ×（95 ㎡ ≦ 100 ㎡のため） 

Case 4 500 ㎡  
50 ㎡ 

 
80 m2 

○ 

（80 ㎡ ≧樹木に覆われた区域の面積

×1/10（=50 ㎡）以上のため） 

 

 

 

 

 

 

 

Case 1～Case 3（草地の場合） Case 4（水辺の場合） 
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■表3-(2)-ウ-2「③落ち葉や剪定枝、石積みなどを利用した動物の生息場所を２か所以上設置している。」とは、落ち

葉溜め、ビオトープ等を指し、次の事項を満たすものを想定している。 

石積みは、目地にモルタルなどを詰めないで隙間ができるように石（自然石が望ましい）を積み上げている。 

 

 

図3-(2)-ウ-2 動物の生息場所の例（アークヒルズ 仙石山森タワー） 

 

■表 3-(2)-ウ-2「④バードバスや、鳥類や昆虫類が営巣できるような巣箱等を２か所以上設置している。」について

は、次の事項を満たすものを想定している。 

○密集して巣箱をかけても効果が薄いため、２つの巣箱は離れたところに設置されている。 

○巣箱は、バードバスなどの水辺とセットで設置されていることが望ましい。 

○鳥類の巣箱は、誘引を見込んでいる鳥種に合わせたサイズである。 

○猫等に襲われる危険がないように設置場所の高さ等を工夫している。 

 

■表3-(2)-ウ-2「⑥敷地の圏内に位置する生物多様性の拠点となる緑地とのエコロジカル・ネットワークの形成」に 

ついて 

エコロジカル・ネットワークとは、緑地や公園など生きものの生息・生育場所が、適切に配置され、生態系として

有機的につながるネットワークのことである。生きものが生息・生育する拠点となる自然環境から、周辺に点在する

大小さまざまな自然環境へ生きものが行き来することでつながりが生まれ、地域全体の生物多様性を高めることがで

きる。 

また、エコロジカル・ネットワークマップを活用することで、植栽計画などを行う際、創出する緑地のタイプや敷 

地内の緑地の配置を検討することなどに役立てることができる。 

 

図3-(2)-ウ-3 エコロジカル・ネットワークおよび拠点緑地形成のイメージ 

石積み 落ち葉溜め 
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〈取組の考え方〉 

【ステップ１】エコロジカル・ネットワークマップを用いて、緑量が多い緑地の拠点候補を選択 

【ステップ２】開発地から半径１km程度の圏内に位置する既存の緑地と調和するよう緑地等の選定 

【ステップ３】エコロジカル・ネットワークマップと既存緑地に関する内容を根拠資料として、生きものの生息・生 

育場所が適切に配置されていることを明示 

※エコロジカル・ネットワークマップは地域の自然環境の概要を掲載しているものであり、詳細な情報は現地調査 

が必要。 

   建築主がエコロジカル・ネットワークの活用を推進するよう取組意思を示すことが重要。 

 

 

図3-(2)-ウ-4 エコロジカル・ネットワーク形成のイメージ 

 

〈取組イメージ・事例 〉 

（１）建築主から受託者である設計者に、基本計画や要件整理の段階でエ 

コロジカル・ネットワーク形成について取組意思を示す（仕様書等 

への明記等）。 

（２）エコロジカル・ネットワークマップ上の拠点候補と同種の樹木の選定やエコロジカル・ネットワークマップ 

配置に合わせた樹木の設置、鳥類や昆虫類の飛来を妨げない外構の設置 

 

 

【取組評価に適合する必要項目】 

・エコロジカル・ネットワークマップの使用 

・拠点候補の場所により同種の樹木や配置場所の選定 

⇒鳥類や昆虫類の飛来が予想され、既存緑地の生育生息環境に配慮した緑地とみなす。 
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〈取組の根拠資料〉 

エコロジカル・ネットワークマップで確認した拠点候補Ａ～Ｄの中で、拠点候補Ｂとのネットワーク形成を意図

し、建物敷地内において、拠点候補Ｂの方角に同種の樹木ｂを配置した例 

 

図3-(2)-ウ-5 取組の根拠資料イメージ 

 

 

・東京都環境局, 在来種植栽登録制度「江戸のみどり登録緑地」登録申込書記載要領 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/kisaiyouryou-1 

・東京都環境局, 「江戸のみどり登録緑地」優良緑地の具体的な登録基準 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/kijyunn-1 

・東京都環境局, 生物多様性に配慮したみどりの質の向上のための手引 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/green_div_manual 

 

 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/kisaiyouryou-1
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/kijyunn-1
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/green_div_manual
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細区分 エ 植栽による良好な景観形成 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

[植栽によって、沿道に緑の連続性が確保され、植栽が良好な景観形成に寄与して

いる・隣接敷地や道路の既存樹木との調和やシンボル性に配慮した樹種を選定して

いる・公道に面した平面駐車場等の空地について、植栽又は水面の配置により良好

な景観形成に寄与している] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

 記載を省略 

 

1） 指針策定の背景 

 隣接の敷地、公園等の緑や地域の緑のネットワーク計画等を考慮して、敷地内の緑の配置や植栽を工夫することによ

り、連続した緑を形成することができる。これはまちなみの豊かな緑景観の形成及び地域の自然景観の形成に寄与し、

生物の生息・生育区域の拡大とともに、防災、ヒートアイランド現象の緩和効果など、緑のもつ多面的な機能を効果的

に発揮させるものである。身近な緑をより大きな緑地や広域的な緑の骨格へ連続させることで、計画地だけでなく地域

の緑をより一層充実させることができる。 

また、緑豊かな都市環境や景観を保全・創出することで、都市の中で自然を感じられる快適な空間形成に寄与する面か

らも、地域や空間に応じた適切な植栽計画が重要となる。 

 

2） 配慮すべき事項 

植栽による良好な景観形成のために行う事項 

 

3） 評価基準 

表3-(2)-エ-1 評価基準 

段階３ ア 次の①から③までに掲げる事項に適合すること。 

① 植栽によって、沿道に緑の連続性が確保され、植栽が良好な景観形成に寄与している。 

② 隣接敷地や道路の既存樹木との調和やシンボル性に配慮した樹種を選定している。 

③ 公道に面した平面駐車場等の空地について、植栽又は水面の配置により良好な景観形成に寄与し

ている。 

段階２ イ アに掲げる事項のうち、二つの事項に適合すること。 

段階１ ウ アに掲げる事項のいずれかに適合すること。 

 

4） 根拠書類 

評価基準における取組内容が確認できる図書又は設計概要書等（ランドスケープ図（平面図・植栽配置図等））を提出

する。 

取組内容が確認できる図書、設計概要書等では、キャプション等により取組内容がわかるよう示す。 

ア①「植栽によって、沿道に緑の連続性が確保され、植栽が良好な景観形成に寄与している。」場合及び、ア③「公道

に面した平面駐車場等の空地について、植栽又は水面の配置により良好な景観形成に寄与している。」場合は、ランドス

ケープ図（平面図・植栽配置図）等に図解やキャプション等での説明により、良好な景観形成に寄与していることを示

す。 

ア②「隣接敷地や道路の既存樹木との調和やシンボル性に配慮した樹種を選定している。」場合は、ランドスケープ図

（平面図・植栽配置図）等に、樹種及び既存樹木との調和やシンボル性の根拠についてキャプション等で示す。 

 

5） 解説 

■「植栽によって、沿道に緑の連続性が確保され、植栽が良好な景観形成に寄与している。」とは、建築物の外構部分

に周辺の公園や沿道等における緑量を保つような植栽を行う取組等が該当する。 

 

■「隣接敷地や道路の既存樹木との調和やシンボル性に配慮した樹種の選定をしている。」とは、敷地内に周辺の沿道

に植栽されている樹木と同種のものを植栽することや、敷地のシンボルとなるような樹木を植栽する取組等が該当

する。 
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■「公道に面した平面駐車場等の空地について、植栽や水面の配置により良好な景観形成に寄与している。」とは、敷

地内にある程度のスペースがある場合、その部分に高木等の植栽を行うことや、池や小川などの水施設を設置する

取組等が該当する。なお、この評価項目における水施設とは、生物多様性の保全のために行われるものに限り、噴

水を除く。 
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細区分 オ 生きものの生息生育環境等に配慮した維持・管理・利用 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

[潅水設備を適正に配置している・適正な土壌容量等の植栽基盤を確保するととも

に、緑地の土壌診断の実施とそれに伴う土壌環境の改善（有機肥料の投入、エアレ

ーション、土壌の入れ替え等）を行う計画としている・巡回監視、樹木剪定、草刈

り等の年間工程を計画し、当該計画において、100㎡あるいは樹木に覆われた区域

面積の1/5のどちらか小さい面積以上について、昆虫類や鳥類の生息場所への配慮

を目的とした草刈りや樹木剪定等の時期、範囲、高さ等の工夫を行うことを示して

いる・病虫害対策等について実施方針を設定し、当該方針において、緑地の半分以

上の区域において、病害虫の発生時のみ化学薬品を使用するものとし、予防的な散

布としては使用しないことを示している・専門家による生物モニタリング等及びそ

の結果の緑地等の維持管理への反映を計画している・当該建築物の利用者や地域住

民が生きものとふれあい自然に親しむことのできる環境や施設等を確保している] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

 

1） 指針策定の背景 

 生きものの生息・生育地となる緑地を維持していくためには、運用時における緑地等の適正な管理が不可欠である。

また、計画設計段階においては先行的に管理に関して十分な配慮と措置を講じておくことが重要である。そのため、潅

水設備等による対応や、維持管理を担う主体や体制の特性を考慮した計画の策定が求められる。 

 

2） 配慮すべき事項 

生きものの生息生育環境等に配慮した維持・管理・利用のために行う事項 

 

3） 評価基準 

表3-(2)-オ-1 評価基準 

段階３ ア 次の①から⑥までに掲げる事項のうち、三つ以上の事項に適合すること。 

① 潅水設備を適正に配置している。 

② 適正な土壌容量等の植栽基盤を確保するとともに、緑地の土壌診断の実施とそれに伴う

土壌環境の改善（有機肥料の投入、エアレーション、土壌の入れ替え等）を行う計画とし

ている。 

③ 巡回監視、樹木剪定、草刈り等の年間工程を計画し、当該計画において、100㎡あるい

は樹木に覆われた区域面積の５分の１のどちらか小さい面積以上について、昆虫類や鳥類

の生息場所への配慮を目的とした草刈りや樹木剪定等の時期、範囲、高さ等の工夫を行う

ことを示している。 

④ 病虫害対策等について実施方針を設定し、当該方針において、緑地の半分以上の区域に

おいて、病害虫の発生時のみ化学薬品を使用するものとし、予防的な散布としては使用し

ないことを示している。 

⑤ 専門家による生物モニタリング等及びその結果の緑地等の維持管理への反映を計画し

ている。 

⑥ 当該建築物の利用者や地域住民が生きものとふれあい自然に親しむことのできる環境

や施設等を確保している。 

段階２ イ アに掲げる事項のうち、二つの事項に適合すること。 

段階１ ウ アに掲げる事項のいずれかに適合すること。 

     ※表3-(2)-オ-1の太枠で囲まれた評価項目については、東京都在来種植栽登録制度「江戸のみどり登録緑  

地」の基準と連携している。 

 

4） 根拠書類 

評価基準における取組内容が確認できる図書、設計概要書、緑化管理計画書等を提出する。 

取組内容が確認できる図書、設計概要書、緑化管理計画書等では、キャプション等により取組内容がわかるよう示す。 
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ア⑤「専門家による生物モニタリング等及びその結果の緑地等の維持管理への反映を計画している。」場合は、専門

家の資格情報及びモニタリング結果の計画への反映内容等について、キャプション等で示す。 

 

5） 解説 

■潅水設備の適正な配置とは、例えば緑地等に対して、自動潅水設備を設置している取組等を指す。 

 

■適正な土壌容量等の植栽基盤の確保とは、敷地に植栽される樹木等の特性（根の広がり、深さ等）を調査し、植物

が正常に生育できるような状態になっている地盤を確保していることを指す。 

 

■病虫害対策等の実施方針とは、例えば農林水産省における「総合的病害虫・雑草管理（IPM）実践指針」等を参考に 

した敷地内の植栽に対する病害虫への対策方針を指す。 

（農林水産省ホームページ 総合的病害虫・雑草管理（IPM）実践指針 

https://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000830.html） 

 

■生物モニタリング等の計画と管理への反映を計画しているとは、例えば敷地内の植栽等において環境変化を受けや

すい代表的な生物など特定の生物種（指標種）を選定し、毎回同じ調査手法で長期にわたり生育状況等を調査する

ことで敷地周辺の環境の変化を把握し、その環境の変化に対する対策等を敷地内の植栽管理へ反映することが計画

されていることを指す。 

生物モニタリングとは環境汚染を監視する方法のひとつで、生物を用いて汚染物質の複合的な影響や累積的な影響

を把握することができる。例えば、カゲロウなどの水生昆虫による水質判定、マツ・ケヤキなどの植物を用いた大

気汚染の影響調査がある。 

参考：環境省 自然環境局 生物多様性センター （http://www.biodic.go.jp/） 

 

表3-(2)-オ-2 生物モニタリング等に関する関連資格（一部） 

資格 実施主体 URL 

樹木医 一般財団法人 日本緑化センター https://www.jpgreen.or.jp/treedoctor/info.html 

植栽基盤診断士 一般社団法人 日本造園建設業協会 https://www.jalc.or.jp/syokusai/syokusai02.html#page02 

ビオトープ管理士 公益財団法人 日本生態系協会 https://www.env.go.jp/policy/post_115.html 

環境管理士 特定非営利活動法人 日本環境管理協会 https://www.env.go.jp/policy/post_142.html 

植生アドバイザー 一般社団法人日本植木協会 https://www.env.go.jp/policy/post_138.html 

生物分類技能検定 一般財団法人 自然環境研究センター http://www.jwrc.or.jp/service/approval/index.htm 

植生管理士 一般社団法人日本植木協 https://www.ueki.or.jp/ 

造園施工管理技士 一般財団法人 全国建設研修センター https://www.jctc.jp/exam/zouen-1/ 

 

 

■建築物の利用者や地域住民が生きものとふれあい自然に親しめる環境や施設等の確保とは、動植物の観察路や展示 

施設の設置、利用者が使用可能な花壇や植栽地の設置、自然解説施設の設置や定期イベント開催等による生きもの 

情報の提供、 植物銘板やベンチ等の設置等がある。 

https://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000830.html
http://www.biodic.go.jp/
https://www.jpgreen.or.jp/treedoctor/info.html
https://www.jalc.or.jp/syokusai/syokusai02.html#page02
https://www.env.go.jp/policy/post_115.html
https://www.env.go.jp/policy/post_142.html
https://www.env.go.jp/policy/post_138.html
http://www.jwrc.or.jp/service/approval/index.htm
https://www.ueki.or.jp/
https://www.jctc.jp/exam/zouen-1/
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【生きものとふれあい自然に親しめる環境や施設等の例】 

表3-(2)-オ-3 生きものとふれあい自然に親しめる環境や施設等の例 

事例 Marunouchi Street Park そごう心斎橋本店 

写真 

  

概要 

多様な行動パターンを想定した、歩行空間にお

ける快適性の確保や滞留場所となるオープンス

ペースの創出 

百貨店の屋上をコンテナで緑化した事例。 

ベンチを兼ねたコンテナに植えられた高木が木

陰の心地よい空間をつくりだし、来店者の休憩

スポットとして活用 

出典 千代田区緑の基本計画（第5章～第7章） 大阪府 緑化計画の作成マニュアル 

 

事例 城山小学校と烏山川緑道の一体的な整備 アメリカ村ビックステップ 

写真 

  

概要 

湧水等を活かした水辺のある緑地の整備や、公

共施設などにおけるビオトープづくりの例 

接道部に樹冠が大きく広がる高木を植栽した事

例。根元にはベンチを設置し、道行く人の休憩

スポットとして活用 

出典 世田谷区緑の基本計画 大阪府 緑化計画の作成マニュアル 

 

事例 中野マルイ四季の庭・水辺の庭 コピス吉祥寺の屋上庭園（GREENING広場） 

写真 

 
 

概要 

ビオトープ空間の中にベンチやテーブルを設置

し「都市のオアシス」として機能 

買い物客や子供に利用される 

緑地の社会・環境貢献を評価するSEGESに認定 

出典 中野区 みどりの基本計画 武蔵野市 緑の基本計画2019 

 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/17827/02midori-keikaku-5-7_2.pdf
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/uploaded/attachment/40743.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4659/kihonkeikaku.pdf
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/uploaded/attachment/40743.pdf
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kusei/kousou/bunyabetsu/kankyou/midorinokeikaku.files/sansyou-yonsyou.pdf
https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/370/zenpen.pdf
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事例 樹木銘板の設置 

写真 

 

 

 

（参考）東京都 各自治体の緑の基本計画 

https://www.tokyogreenery.metro.tokyo.lg.jp/green-situation/plan.html 

https://www.tokyogreenery.metro.tokyo.lg.jp/green-situation/plan.html
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分野 4 気候変動への適応 

区分 （1）ヒートアイランド対策 

細区分 ア 建築物等からの熱の影響の低減 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）建築設備からの人工排熱対策に係る事項 

a 建築物外皮の熱負荷抑制の評価基準の段階[ ] 

b 再生可能エネルギーの直接利用の評価基準の段階[ ] 

c 設備システムの高効率化の評価基準の段階[ ] 

d 空気調和設備等からの排熱を回収・利用するシステムの導入の有無 

 [有・無] 

システムの詳細[ ] 

e 点数[                   ] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

（イ）敷地と建築物の被覆対策に係る事項 

a 緑地による対策面積(樹木、芝、草花)[ ㎡] 

b 蒸散効率の低い植栽による対策面積(セダム、アロエ、サボテン、アガベ等）

[ ㎡] 

c 水面による対策面積[ ㎡] 

d 保水性被覆材による対策面積[ ㎡] 

e 高反射被覆材による対策面積[ ㎡] 

f 再帰性建材による対策面積[ ㎡] 

g 各対策評価面積の合計[ ㎡] 

h 敷地面積[ ㎡] 

i 各対策評価面積の合計の敷地面積に対する割合[ ％] 

j 点数[                   ] 

（ウ）風環境への配慮に係る事項 

a 夏の卓越風向[ ] 

b 夏の卓越風向に直交する見付面積[ ㎡] 

c 夏の卓越風向に直行する最大敷地幅［ ｍ] 

d 容積率の限度の値[ ％] 

e 建蔽率の限度の値[ ％] 

f 地上部分の平均階高[ ｍ] 

g 基準高さ[ ｍ] 

h 見付面積比[ ％] 

i 点数[                   ] 

 

1） 指針策定の背景 

2024 年１月、世界気象機関（WMO）は、2023 年の世界の気温が観測史上最高を更新したことを確認したと発表した。

2023年の地球全体の年間平均気温は、工業化以前のレベルと比べて1.45度（±0.12度）高く、パリ協定で設定された

限界に近付いている。気候変動は、記録的な暑さをはじめ、極端な豪雨や乾燥などを生じさせており、社会や経済、医

療現場、市民生活などあらゆる場面に多大な影響をおよぼすものであり、ヒートアイランド現象についても、今後ます

ます深刻化する可能性があるため、具体的かつ喫緊の対策が必要となっている。 

ヒートアイランド対策については、平成 16 年３月にヒートアイランド対策関係府省連絡会においてヒートアイラン

ド対策大綱が策定され、関係府省が連携し、対策が進められてきており、平成25年７月にヒートアイランド対策大綱が

改定され、その中で、ヒートアイランド対策の基本方針は、①人工排熱の低減、②地表面被覆の改善、③都市形態の改

善、④ライフスタイルの改善、⑤適応策の推進を対策の柱として位置付け、国民の理解と協力の下で対策を推進してい

くとしている。 
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2） 配慮すべき事項 

建築物等からの熱の影響を低減するために行う建築設備からの人工排熱の低減、敷地と建築物の被覆の改善及び望ま

しい風環境の確保に係る事項 

 

3） 評価基準 

 

表 4-(1)-ア-1 評価基準の段階 

段階３ 表2から表6までによる点数の合計が５以上であること（地域区分が８の場合又は住宅以外

の用途に供する部分の全部が規則第９条の２第１項第９号に規定する用途に該当する場合

は４以上であること。）。 

段階２ 表2から表6までによる点数の合計が３以上５未満であること（地域区分が８の場合又は住

宅以外の用途に供する部分の全部が規則第９条の２第１項第９号に規定する用途に該当す

る場合は２以上４未満であること。）。 

段階１ 表2から表6までによる点数の合計が１以上３未満であること（地域区分が８の場合又は住

宅以外の用途に供する部分の全部が規則第９条の２第１項第９号に規定する用途に該当す

る場合は１であること。）。 

 

表 4-(1)-ア-2 建築設備からの人工排熱対策に係る事項 

配慮の内容  点数  

次の⑴及び⑵の事項に適合すること。ただし、地域区分が８の場合又は住宅以外の用途に供する部分の全

部が規則第９条の２第１項第９号に規定する用途に該当する場合はこの表を適用しない。以下点数２及び

点数１においても同じ。  

３  

⑴ この表の建築物外皮の熱負荷抑制、再生可能エネルギーの直接利用及び設備システムの高効率化の細

区分について、表34-１により各細区分で該当した各評価基準の段階に応じて点数を算定し、その点数の

合計が８以上である。 

表 4-(1)-ア-3 各評価基準の段階と点数  

各評価基準の段階  点数  

段階３ ３ 

段階２ ２ 

段階１ １ 

  
⑵ 空気調和設備等からの排熱を回収・利用するシステムを導入している。  

次の⑴又は⑵の事項のいずれかに適合すること。  

２  

⑴ この表の建築物外皮の熱負荷抑制、再生可各能エネルギーの直接利用及び設備システムの高効率化の

細区分について、表34-１により各細区分で該当した評価基準の段階に応じて、点数を計算し、その点数

の合計が８以上である（点数３に該当する場合を除く。）。 

⑵ 次の①及び②の事項に適合すること。  

① この表の建築物外皮の熱負荷抑制、再生可能エネルギーの直接利用及び設備システムの高効率化の細

区分について、表34-１により各細区分で該当した各評価基準の段階に応じて点数を算定し、その点数の

合計が５以上８未満である。  

② 点数３⑵の事項を行っている。能エネルギーの直接利用及び設備システムの高効率化の細区分につい

て、表34-１により各細区分で該当した各評価基準の段階に応じて点数を算定し、その点数の合計が５以

上８未満である。  

② 点数３⑵の事項を行っている。  
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この表の建築物外皮の熱負荷抑制、再生可能エネルギーの直接利用及び設備システムの高効率化の細区分

について、表34-１により各細区分で該当した各評価基準の段階に応じて、点数を計算し、その点数の合

計が５以上８未満である（点数２に該当する場合を除く。）。 

１  

 

※「地域区分が８」とは 

ここで地域区分８の場合は小笠原村を指す。 

 

※「規則第９条の２第１項第９号に規定する用途」とは 

九 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関

してこれらに類するもの(以下「工場等」という。) 

 

（参考）都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則 より抜粋 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001329.html#joubun-toc-span 

 

表 4-(1)-ア-4 敷地と建築物の被覆対策に係る事項 

配慮の内容  点数  

敷地と建築物の被覆の改善に係る表 4-(1)-ア-5に掲げる対策について、各対策評価面積の合計が、敷地

面積の30％以上の面積であること。 

表 4-(1)-ア-5 敷地と建築物の被覆の改善に係る対策  

対策の種類  対策の内容  対策評価面積  

緑地 
地上部及び建築物上における樹木、芝、草花

等の植栽 

地上部及び建築物上における

樹木、芝、草花等の植栽のなさ

れた部分の面積（蒸散効率の

低い植栽の場合は、知事が別

に指定する方法により補正を

行った面積とする。） 

水面  
地上部及び建築物上における池、噴水その他

の常時水面のある施設等の敷設  

左欄の施設等における常時水

面のある部分の面積に補正係

数２を乗じた面積 

保水性被覆材  

地上部及び建築物上における保水性被覆材

（知事が別に定める方法により保水性が高

いと認められる被覆材をいう。以下同じ。）

の敷設  

保水性被覆材の敷設面積に補

正係数１／２を乗じた面積  

高反射率被覆材等  

再帰性建材の設置又は敷設及び建築物の屋

上における高反射率被覆材（知事が別に定め

る方法により反射率が高いと認められる被

覆材等をいう。以下同じ。）の敷設 

再帰性建材の設置面積又は敷

設面積及び高反射率被覆材の

敷設面積に補正係数３／４を

乗じた面積  

  

3 

敷地と建築物の被覆の改善に係る表 4-(1)-ア-5に掲げる対策について、各対策評価面積の合計が、敷地

面積の20％以上30％未満の面積であること。 
2 

敷地と建築物の被覆の改善に係る表 4-(1)-ア-5に掲げる対策について、各対策評価面積の合計が、敷地

面積の０％を超え20％未満の面積であること。 
1 

 

 

 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001329.html#joubun-toc-span
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表 4-(1)-ア-6 風環境への配慮に係る事項 

配慮の内容  点数  

夏の卓越風向に直交する最大敷地幅に基準高さ（容積率の限度の値を建蔽率の限度の値で除して得られた

値に地上部分の階高の平均を乗じて得られる値をいう。）を乗じた値に対する夏の卓越風向に直交する見

付面積（張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。）の割合（以下「卓越風向に対する建築物の

見付面積比」という。）が40％未満であること。  

3 

卓越風向に対する建築物の見付面積比が40％以上60％未満であること。  2 

卓越風向に対する建築物の見付面積比が60％以上80％未満であること。  1 

 

4） 根拠書類 

（ア）建築設備からの人工排熱対策に係る事項 

この評価項目としての根拠書類は必要ない。 

（イ）敷地と建築物の被覆対策に係る事項 

「緑地による対策面積」から「再帰性建材による対策面積」までにおいて記入する数値を算出する根拠の面積が

集計されている図面等を提出する。なお、緑地による対策面積については、「３（2） ア 緑の量の確保」における

「総緑化面積」と同じ数値を記入する場合、本評価項目としての根拠書類は不要。 

（ウ）風環境への配慮に係る事項 

（１）敷地あるいは敷地に近いアメダス観測所又は常時監視局の気象観測データなど、夏の卓越風向がわかる資料を

提出する。ただし、卓越風向が東京の代表的な卓越風向である真南と同じ場合は、提出は不要。 

（２）夏の卓越風向に直交する建築物の見付面積、最大敷地幅、容積率の限度の値、建蔽率の限度の値及び地上部分

の平均階高がわかる図書を提出する。 

 

5） 解説 

（ア）建築設備からの人工排熱対策に係る事項 

建物外皮の熱負荷、再生可能エネルギーの直接利用、設備システムの高効率化の３つの評価基準による点数星取 

表を以下に示す。（「エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換」を参照のこと。） 

 

表 4-(1)-ア-7 評価基準点数星取表 

建築物外皮の熱負荷抑制 

評価基準 段階 

エ ＢＰＩ（建築物の熱負荷の低減に関する基準として、規則第９条の２第１項第２号から第８号までに規

定する用途に供する部分の全部について、規則別表第１の５備考４に規定する値（同備考中「特定建築物」

とあるのは「建築物」と読み替える。）をいう。以下同じ。）が、0.8以下であること。ただし、住宅以外の

用途に供する部分の全部が規則第９条の２第１項第９号に規定する用途に該当する場合は、この評価基準を

適用しない。オ及びカについても同様とする。 

3 

オ ＢＰＩが、0.8を超え0.9以下であること。 2 

カ ＢＰＩが、0.9を超え1.0以下であること。 1 

再生可能エネルギーの直接利用 

評価基準 段階 

キ 次の①から④までに掲げる事項の２つ以上を行っており、かつ、⑤の事項に適合すること。ただし、学

校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び

特別支援学校（以下「学校等」という。）にはこの評価基準を適用しない。ク及びケについても同様とする。 

① 採光利用（太陽光を利用した採光利用システムをいう。）が計画されている。 

② 通風利用（冷房負荷低減に有効な通風利用システムをいう。）が計画されている。 

③ 地中熱利用（冷暖房負荷低減に有効な地中熱利用システムをいう。）が計画されている。 

④ その他①から③までに掲げる事項に準ずる事項が計画されている。 

⑤ ①から④までに掲げる事項による再生可能エネルギーの利用量の合計が、15MJ/(㎡・年)以上であるこ

と。 

3 
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ク キ①から④までに掲げる事項の２つ以上を行っていること。 2 

ケ キ①から④までに掲げる事項のいずれかを行っていること。 1 

コ 学校等において次の①及び②の事項に全教室の80％以上が適合すること。 

① 採光確保のため、窓が２方向以上に面している。 

② 通風確保のため、換気口又は窓が２方向以上に面している。 

3 

サ 学校等においてコ①及び②の事項に全教室の50％以上80％未満が適合すること。 2 

シ 学校等においてコ①及び②の事項に全教室の０％を超え50％未満が適合すること。 1 

設備システムの高効率化 

評価基準 段階 

エ 次の⑴から⑶までに掲げる区分に応じ、当該⑴から⑶までに定める基準に適合すること。  

 

⑴ 建築物を表 4-(1)-ア-9に掲げる用途のうち１の用途に供する場合 非住宅用途ＢＥＩ（規則別表第１

の５備考５に規定する値をいう（同備考中「特定建築物」とあるのは「建築物」と読み替える。）。以下同じ。）

が当該用途の区分に応じて表 4-(1)-ア-9に示す基準値以下であること。  

 

表 4-(1)-ア-9 用途別の非住宅用途ＢＥＩの基準値 

用途の区分  規則第９条の２第１項第３号から第５号

まで、第７号及び第８号に規定する用途  

同項第２号、第６号及び第９号に規定する

用途  

基準値  0.7  0.6  

 

⑵ 建築物を表 4-(1)-ア-9に掲げる用途のうち２の用途に供する場合 次の①又は②の基準に適合するこ

と。  

 

① 各用途に供する部分ごとに算出した設計一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イに規定

するものをいい、基準省令第２条により算出したものをいう。②において同じ。）を合計して得た数値が、各

用途に供する部分ごとに算出した基準一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イに規定するも

のをいい、基準省令第３条中Ｂの値を当該用途に供する部分に応じて表 4-(1)-ア-9に掲げる非住宅用途Ｂ

ＥＩの基準値に読み替えて算出したものをいう。②において同じ。）を合計して得た数値を超えないこと。  

 

② 建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した設計一次エネルギ

ー消費量を合計して得た数値が、当該建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ご

とに算出した基準一次エネルギー消費量を合計して得た数値を超えないこと。  

 

⑶ ⑵にかかわらず、建築物を表 4-(1)-ア-9に掲げる用途のうち２の用途に供する場合において⑵に規定

する方法により評価基準への適合状況を把握することができない場合 非住宅複数用途ＢＥＩ（建築物の各

用途に供する部分ごとに算出した設計一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イに規定するも

のをいい、基準省令第２条中ＥＭを加える部分を除いて算出したものをいう。）を合計して得た数値を、当

該建築物の各用途に供する部分ごとに算出した基準一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イ

に規定するものをいい、基準省令第３条中Ｂを乗じる部分及びＥＭを加える部分を除いて算出したものをい

う。）を合計して得た数値で除して得た値をいう。以下同じ。）が次の式により算出した基準値以下であるこ

と。  

 

基準値＝（Ａ×0.7＋Ｂ×0.6）／Ｃ  

 

この式におけるＡ、Ｂ及びＣは、それぞれ次の値を表すものとする。  

 

Ａ 規則第９条の２第１項第３号から第５号まで、第７号及び第８号に規定する用途に供する部分の床面積

の合計（単位 ㎡）  

3 
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Ｂ 同項第２号、第６号及び第９号に規定する用途に供する部分の床面積の合計（単位 ㎡）  

Ｃ 同項第２号から第９号までに規定する用途に供する床面積の合計（単位 ㎡）  

オ 次の⑴から⑶までに掲げる区分に応じ、当該⑴から⑶までに定める基準に適合すること（エに適合する

ものを除く。）。 

⑴ 建築物を表 4-(1)-ア-10 に掲げる用途のうち１の用途に供する場合 非住宅用途ＢＥＩが当該用途の

区分に応じて表 4-(1)-ア-10に示す基準値以下であること。 

表 4-(1)-ア-10 用途別の非住宅用途ＢＥＩの基準値 

用途の区分 規則第９条の２第１項第３号から第５号ま

で、第７号及び第８号に規定する用途 

同項第２号及び第６号に規

定する用途 

同項第９号に規定

する用途 

基準値 0.75 0.7 0.65 

⑵ 建築物を表 4-(1)-ア-10に掲げる用途のうち２以上の用途に供する場合 エ⑵に掲げる基準において、

表 4-(1)-ア-9を表 4-(1)-ア-10に読み替えた基準に適合すること。 

⑶ ⑵にかかわらず、建築物を表 4-(1)-ア-10 に掲げる用途のうち２以上の用途に供する場合において⑵

に規定する方法により評価基準への適合状況を把握することができない場合 非住宅複数用途ＢＥＩが次

の式により算出した基準値以下であること。 

基準値＝（Ａ×0.75＋Ｂ×0.7＋Ｃ×0.65）／Ｄ 

この式におけるＡ、Ｂ、Ｃ及びＤは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ａ 同項第３号から第５号まで、第７号及び第８号に規定する用途に供する部分の床面積の合計（単位 ㎡） 

Ｂ 同項第２号及び第６号に規定する用途に供する部分の床面積の合計（単位 ㎡） 

Ｃ 同項第９号に規定する用途に供する部分の床面積（単位 ㎡） 

Ｄ 同項第２号から第９号までに規定する用途に供する床面積の合計（単位 ㎡） 

2 

カ 次の⑴から⑶までに掲げる区分に応じ、当該⑴から⑶までに定める基準に適合すること（エ及びオに適

合するものを除く。）。 

⑴ 建築物を表 4-(1)-ア-11 に掲げる用途のうち１の用途に供する場合、非住宅用途ＢＥＩが当該用途の

区分に応じて表 4-(1)-ア-11に示す基準値以下であること。 

表 4-(1)-ア-11 用途別の非住宅用途ＢＥＩの基準値 

用途の区分 規則第９条の２第１項第４号、第７号

及び第８号に規定する用途 

同項第２号、第３号、第５号及び第

６号に規定する用途 

同項第９号に規定

する用途 

基準値 0.85 0.8 0.75 

⑵ 建築物を表 4-(1)-ア-11に掲げる用途のうち２以上の用途に供する場合 エ⑵に掲げる基準において、

表 4-(1)-ア-9を表 4-(1)-ア-11に読み替えた基準に適合すること。 

⑶ ⑵にかかわらず、建築物を表 4-(1)-ア-11 に掲げる用途のうち２以上の用途に供する場合において⑵

に規定する方法により評価基準への適合状況を把握することができない場合 非住宅複数用途ＢＥＩが次

の式により算出した基準値以下であること。 

基準値＝（Ａ×0.85＋Ｂ×0.8＋Ｃ×0.75）／Ｄ 

この式におけるＡ、Ｂ、Ｃ及びＤは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ａ 同項第４号、第７号及び第８号に規定する用途に供する部分の床面積の合計（単位 ㎡） 

Ｂ 同項第２号、第３号、第５号及び第６号に規定する用途に供する部分の床面積の合計（単位 ㎡） 

Ｃ 同項第９号に規定する用途に供する部分の床面積（単位 ㎡） 

Ｄ 同項第２号から第９号までに規定する用途に供する床面積の合計（単位 ㎡） 

1 

 

（イ）敷地と建築物の被覆対策に係る事項 

（１）ヒートアイランド現象の原因として、人工排熱のほかに、緑や水面の減少による地表面の人工化があげられる。  

人工被覆の状態における日射量は自然状態とほぼ同一ですが、地表面からの対流顕熱は自然状態の 1.4 倍にも 

なる。また、日中人工被覆に蓄えられた熱が、日没後気温の低下とともに放出され、夜間の気温低下を妨げ、熱

帯夜の一因にもなっている。こうした温まりやすく冷めにくい都市の被覆状況を改善していくには、緑や水面

の確保とともに人工被覆自体の改善を進めていく必要がある。 

（２）反射率被覆材を屋根に適用することや、再帰反射特性をもつフィルムやタイルを建築物壁面や窓面に適用する  
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と、日射の多くが天空に反射され、歩行者の温熱環境の悪化を抑制するヒートアイランド対策効果が期待でき  

る。 

 

（ウ）風環境への配慮に係る事項 

（１）容積率の限度の値とは、当該敷地にかかる用途地域の指定に伴い都市計画で定める容積率の限度、前面道路の

幅員による容積率の限度、又は条例で定める容積率の限度のうち、最も小さい値とする。ただし、都市開発諸

制度等の各種容積率緩和を適用する場合は、適用後の容積率の限度の値を用いることとする。 

（２）建蔽率の限度の値とは、当該敷地にかかる用途地域の指定に伴い都市計画で定める建蔽率の限度、又は条例で

定める建蔽率の限度のうち、小さいほうの値とする。ただし、角地等による建蔽率の緩和等を適用する場合は、

適用後の建蔽率の限度の値を用いることとする。 

（３）基準高さは、（（容積率の限度の値）÷（建蔽率の限度の値））×（計画する建築物における地上部分の平均階高） 

で算出する。 

（４）見付面積比は、（夏の卓越風向に直交する見付面積）÷（（夏の卓越風向に直交する最大敷地幅）×（基準高さ）） 

×100で算出する。見付面積比は、卓越風向に対して、容積率の限度で設計された板状の建築物と比較した場合 

の立面の面積の割合である。この割合が小さいほど敷地における建築物による風に対する抵抗が小さくなり、風 

の通り抜けが良いことになる。夏の卓越風に対して見付面積を小さくすることで、街区の夏の風通しが良くなり、 

ヒートアイランド現象の抑制が図れる。 

 

 

図4-(1)-ア-1 卓越風向に対する建築物の見付面積比の算定方法 
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（出典 CASBEE－建築（新築）評価マニュアル（2016年版）より） 

 

 

 

 

図4-(1)-ア-2 不整形敷地の場合の卓越風向に直交する最大敷地幅の求め方 

（出典 CASBEE－建築（新築）評価マニュアル（2016年版）より） 

 

 

図4-(1)-ア-3 傾斜地の場合の建物高さの求め方 

（出典 CASBEE－建築（新築）評価マニュアル（2016年版）より） 
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細区分 イ EV及びPHV用充電設備の設置 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）住宅用途の駐車施設の有無[有・無]  段階3 

（イ）住宅用途の駐車施設の区画数 

a 専用駐車場[    区画] 

b 共用駐車場[    区画] 

c 合計[    区画] 

d 主たる駐車施設の種別[専用駐車場・共用駐車場] 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

（ウ）電気自動車充電設備整備基準が適用される駐車施設の種別 

[専用駐車場・共用駐車場] 

（エ）評価基準を適用する駐車施設[専用駐車場・共用駐車場] 

（オ）住宅以外の用途の専用駐車場 

a 充電設備の整備基準                 [      区画] 

b 充電設備の整備区画数  普通充電設備        [  区画] 

              充電用コンセント   [         区画] 

                         V2H充放電設備      [         区画] 

             急速充電設備        [         区画] 

急速充電設備の普通充電設備等に相当する区画数 

                           [         区画] 

              整備区画数の合計    [         区画] 

c 電気自動車充電設備整備基準に対する比率        

                                        [           倍] 

（カ）住宅以外の用途の共用駐車場 

a 充電設備の整備基準                [         区画] 

b 充電設備の整備区画数  普通充電設備        [  区画] 

              充電用コンセント   [         区画] 

                         V2H充放電設備      [         区画] 

             急速充電設備        [         区画] 

急速充電設備の普通充電設備等に相当する区画数 

                           [         区画] 

               整備区画数の合計 [         区画] 

 

1） 指針策定の背景 

100%電気で走る電気自動車（EV）、ガソリンと電気の両方を使って走るプラグインハイブリッド自動車（PHV)、燃料電 

池自動車（FCV）（これらを総称してZEV（ゼロエミッション車））の需要が高まってきている。最近のEVは車載のバッテ 

リーから電気を取り出す外部給電機能を備えており、災害などの非常時に車から給電し非常用電源として利用するなど 

防災面でも注目されている。東京都は目標として2030年までに都内の電動車の新車販売比率を50％にすることを掲げ 

ており、2025年４月から新築建築物へのEV充電設備の設置も義務化される。 

      

2） 配慮すべき事項 

  排熱が少ない自動車の普及のために行う充電設備の設置に係る事項 

 

 

 

 

 

 

https://ev-charge-enechange.jp/articles/121/
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3） 評価基準 

      

段階３ 

      住宅以外の用途の駐車施設について、次の⑴及び⑵に掲げる場合の区分に応じ、

当該⑴及び⑵に定める基準に適合すること。ただし、住宅以外の用途の駐車施設を

設置しない場合はこの評価基準を適用しない。 

  ⑴ 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が 

   適用される場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び② 

   に定める基準に適合すること。 

  ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途の主た

る駐車施設において、同項第１号に規定する電気自動車充電設備の整備区画数のう

ち住宅以外の用途として整備する区画数（非住宅専用駐車場整備基準という。以下

同じ。）の３倍以上の区画に普通充電設備等を整備している。 

  ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場（同項第２号に規定する駐車施設の

うち住宅以外の用途として整備する区画数をいう。以下同じ。）である場合 住宅以

外の用途の主たる駐車施設において、４以上の区画に普通充電設備等を整備してい

る。 

   ⑵ 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用

されない場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定め

る基準に適合すること。ただし、住宅以外の用途の駐車施設のうち、住宅以外の用

途の主たる駐車施設以外の駐車施設において電気自動車充電設備設置基準が適用

される場合、当該駐車施設の⑴に定める基準への適合により評価することができる

ものとする。オ及びカについても同様とする。 

  ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途の 

    主たる駐車施設において、３以上の区画に普通充電設備等を整備している。 

   ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途の 

       主たる駐車施設において、３以上の区画に普通充電設備等を整備している。  

   

   段階２ 

                     住宅以外の用途の駐車施設について、次の⑴及び⑵に掲げる場合の区

分に応じ、当該⑴及び⑵に定める基準に適合すること。  

    ⑴ 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が 

    適用される場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び② 

    に定める基準に適合すること。 

① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途 

の主たる駐車施設において、非住宅専用駐車場整備基準の２倍以上３倍未満 

の区画に普通充電設備等を整備している。 

   ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途 

の主たる駐車施設において、３の区画に普通充電設備等を整備している。 

  ⑵ 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基 

準が適用されない場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該① 

及び②に定める基準に適合すること。 

① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途 

の主たる駐車施設において、２以上の区画に普通充電設備等を整備して 

いる。 

② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途 

の主たる駐車施設において、２以上の区画に普通充電設備等を整備して 

いる。 

               

  

  段階１ 

            住宅以外の用途の駐車施設について、次の⑴及び⑵に掲げる場合の区分に応じ、当該

⑴及び⑵に定める基準に適合すること。 

           ⑴ 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が 

             適用される場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び② 
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             に定める基準に適合すること。 

   ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途 

      の主たる駐車施設において、非住宅専用駐車場整備基準の１倍以上２倍未満 

      の区画に普通充電設備等を整備している。 

   ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途 

      の主たる駐車施設において、１又は２の区画に普通充電設備等を整備して 

      いる。 

   ⑵ 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が 

      適用されない場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及 

      び②に定める基準に適合すること。 

   ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途 

   の主たる駐車施設において、１以上の区画に普通充電設備等を整備して 

   いる。 

  ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途 

      の主たる駐車施設において、１以上の区画に普通充電設備等を整備して 

      いる。 

                    

4） 根拠書類 

「電気自動車充電設備及び配管等整備計画書」の内容となる。また、不足がある場合は、仕様書及び図面等

にて根拠箇所がわかる資料を提出する。 

 

5） 解説 

  （ア）住宅以外の用途の駐車施設を有無[有・無]  

   住宅以外の用途の駐車施設を有している場合は有を選択し、無い場合は無を選択する。 

（イ）住宅以外の用途の駐車施設の区画数 

住宅以外の用途の駐車施設の区画数として専用駐車場と共用駐車場の２つ区画を設定する。 

   専用駐車場及び共用駐車場の定義は、以下の通り。 

   ・専用駐車区画とは、専ら当該特定建築物の所有者又は占有者が使用するための駐車区画（当該特定

建築物の所有者が特定の者に使用させるためのものを含む。）をいい、社用車の駐車区画や従業員が

使用する駐車区画等が該当する。 

          ・共用駐車場とは、専用駐車区画以外の駐車区画をいい、不特定多数の自動車が駐車する場合に該当す 

る。 

（ウ）電気自動車充電設備整備基準が適用される駐車施設の種別から（カ）住宅以外の用途の共用駐車場まで 

のなかで、区画の算定方法と段階数の考え方は、下記の通りとなる。 

 

（整備基準の適用条件） 

整備する充電設備について、区画数に応じた設置とすることを定めているため、下表の通り、専用駐車区 

画及び共用駐車区画の適用条件に当てはまるかどうか確認すること。

 

図４-（イ）-1 充電設備整備基準の適用条件について 
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  （専用駐車区画） 

実装整備基準として、専用駐車区画の数が５区画以上ある場合、専用駐車区画数の 20％以上に充電設備の 

整備をする必要がある。算定値に小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下を切捨てる。また、算定値

が10を超えた場合は、上限値の10 区画となる。 

配管等整備基準として、専用駐車区画数の 50％以上に充電設備の設置に必要な配管等を整備する必要があ 

る。算定値に小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下を切捨てま。また、算定値が25を超えた場合

は、上限値の25 区画となる。ただし、この算定値には、前述の充電設備を整備する区画数を含めた数として

いるため、次図のとおり、実質的な配管等の整備数は、3区画となる。 

 

図４-（イ）-2 専用駐車場10区画の場合の履行のイメージ 

 

 （共用駐車区画） 

実装整備基準として、共用駐車区画の数が10区画以上ある場合、１区画以上に充電設備の整備をする必要

がある。配管等整備基準として、共用駐車区画の数の 20％以上に充電設備の設置に必要な配管等を整備する

必要があり。算定値に小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下を切捨てる。また、算定値が 10 を超

えた場合は、上限値の10 区画とする。なお、この算定値には、前述の充電設備を整備する区画１区画を含む

数としているため、次図のとおり、実質的な配管等の整備数は、1区画となる。                  

 

図４-（イ）-3 共用駐車場10区画の場合の履行のイメージ 

 

    なお、計画段階において駐車区画の詳細寸法や用途が確定せず、竣工後運営事業者が詳細を決定するとい

うことも想定される。こうした場合においても駐車区画が専用区画、共用区画のどちらに該当することにな

るか、駐車場運営予定事業者等と仮に定めておく必要がある。このような場合には、安全側（専用区画）に

仮設定すると後々用途変更があっても、充電設備設置義務に影響が生じないため、全体計画を考慮のうえ駐

車区画の割り振りを設定する必要がある。 
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  （単一用途における充電設備の整備基準の計算方法） 

 

図４-（イ）-4 単一用途における充電設備の整備基準の計算方法 

 

上図の単一用途における充電設備の整備基準の計算方法を示す。事務所用途において、専用駐車場は12

区画を有し、整備基準の適用条件における５以上の区画を有するため、整備基準が適用される。また、共用

駐車場は、０区画のため、整備基準は適用されない。 

また、設置基準の考え方は、下記のステップ１をもとに算出する。 

 

・【ステップ１】新設される特定建築物の敷地内に設置する充電設備の整備基準を算出する。 

 

【ステップ１】 

新設される特定建築物の敷地内に設置する充電設備の整備基準を算出する。仮に敷地外に当該建築物用途 

の駐車場が整備されたとしても、当該建築物の敷地内にある駐車場にて整備区画を算出する。敷地外に設置 

した駐車区画は整備基準の義務対象とはならないので、注意が必要である。 

 

【計算結果】 

実装整備基準 ＝12区画×区画の20％ 

                ＝2.4区画→２区画（小数点第１位以下切捨て） 

配管等整備基準＝12区画×区画の50％ 

           ＝６区画（充電設備を整備した２区画を含み配管等整備） 

 

【段階評価】 

実装整備基準に関して段階評価をしているが、配管等整備は、段階評価を行わない。 

仮に、実装整備区画が上記事例の２区画の３倍以上であれば段階３、２倍以上３倍未満であれば段階２、

１倍以上２倍未満であれば段階１となる。 
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  （複数用途における充電設備の整備基準の計算方法） 

 

図４-（イ）-5 複数用途における充電設備の整備基準の計算方法 

 

次に、複数用途における充電設備の設置基準の計算方法を示す。住宅以外の用途で共用駐車場が7区画、

専用駐車場が10区画のため、共用駐車場が整備対象外、専用駐車場が整備対象となる。また機械式駐車場

が４区画、荷捌き駐車場が２区画あるが、充電設備整備対象外として算定してよいため、今回は専用駐車場

のみ整備基準となる。 

一方、住宅用途においては、５以上の区画を有する専用駐車場を設けているので、充電設備の整備基準が

適用される。 

  続いて設置基準の考え方だが、下記のステップ1からステップ3をもとに設置基準を算出る。 

 

・【ステップ１】新設される特定建築物の敷地内に設置する充電設備の整備基準を算出する。 

・【ステップ２】敷地内の駐車区画数を専用or共用に、かつ、住宅or住宅以外に割り振る。 

・【ステップ３】実装整備の対象用途は事業者が任意で選択する。 

 

【ステップ１】 

新設される特定建築物の敷地内に設置する充電設備の整備基準を算出するため、上図の敷地内のみ駐車区 

画の整備対象とする。 

【ステップ２】 

今回の事例では、駐車区画の整備基準の対象が専用駐車場のみとなるので、住宅以外の用途において10 

区画、住宅用途において10区画として割り振る。 

【ステップ３】 

割り振り後、実装整備の対象用途を任意で選択する。今回は、住宅以外の用途にのみ対象用途として選択 

する。この場合、住宅以外の用途で義務履行となり、住宅用途は、省略可能となる。なお、実装整備対象用 

途は、住宅用途あるいは住宅以外の用途どちらに適用させてもよく、住宅用途２台、住宅以外の用途２台で 

も可能である。 
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【計算結果】 

実装整備基準 ＝20区画×区画の20％ 

＝４区画（すべて住宅以外の用途に割り振り） 

配管等整備基準＝20区画×区画の50％ 

            ＝10区画（充電設備を整備した４区画を含み配管等整備） 

 

  【段階評価】 

複数用途は、単一用途と異なり用途と専用駐車場、共用駐車場を表にまとめ段階数とともに比較する。 

     「複数用途における充電設備の整備基準の計算方法」を参考に段階１から段階３まで示す。 

  

  ①専用駐車場20区画（非住宅用途４台、住宅用途０台）の場合 

  住宅用途及び住宅以外の用途を専用駐車場及び共用駐車場に割り振る。 

 専用駐車場 共用駐車場 

住宅以外の用途 10区画 7区画 

住宅用途 10区画 0区画 

        

住宅以外の用途に専用駐車場の義務をすべて割り当て、実際の充電設備の設置台数が12台となった場

合、専用駐車場の義務割当の３倍以上となるため、段階３となる。実際の充電設備の設置台数が４区画の２

倍以上３倍未満であれば段階２、１倍以上２倍未満であれば段階１となる。 

住宅用途の専用駐車場の義務割当は、０区画のため、義務の履行はなく、記載省略が可能となる。 

 専用駐車場の義務割当 実際の充電設備設置台数 段階 

住宅以外の用途 ４区画 12区画 ３ 

住宅用途 ０区画 ０区画 記載省略可 

 

  ②専用駐車場20区画（非住宅用途２台、住宅用途２台）の場合 

  住宅用途及び住宅以外の用途を専用駐車場及び共用駐車場割り振る。 

 専用駐車場 共用駐車場 

住宅以外の用途 10区画 7区画 

住宅用途 10区画 0区画 

 

住宅用途と住宅以外の用途にそれぞれ専用駐車場の義務を割り当て、実際の充電設備の設置台数を５区画

及び３区画とする。 

住宅以外の用途の場合、専用駐車場の義務割当の２倍以上３倍未満となるため段階２となる。 

住宅用途の場合、専用駐車場の義務割当の１倍以上２倍となるため、段階１となる。 

 専用駐車場の義務割当 実際の充電設備設置台数 段階 

住宅以外の用途 ２区画 ５区画 ２ 

住宅用途 ２区画 ３区画 １ 
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区分 （2）自然災害への適応 

細区分 ア 自然災害リスクの軽減及び回避 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）浸水被害への備えに係る事項 

a 想定最大浸水深の把握可否[可・否]   浸水深[     m] 

b 水防ライン設定の有無[有・無]  地盤面からの高さ[     m] 

c 電気設備の設置階の高さ[     m] 

 又は水防ライン内への設置有無[有・無] 

d 使用者等一時滞在場所及び防災備蓄倉庫等の設置の有無[有・無] 

e 使用者等一時滞在場所及び防災備蓄倉庫等の設置階の高さ[   m] 

 又は水防ライン内への設置有無[有・無] 

f 点数[                   ] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

（イ）雨水流出抑制に係る事項 

a 流出抑制施設の浸透・貯留量[ ㎥/ha] 

b 建設地の区市町村における基準の有無[有・無] 

c 建設地の区市町村における基準量[ ㎥/ha] 

d 点数[                   ] 

（ウ）建築物自体の損傷抑制に係る事項 

[建築基準法に定められた 50％増の耐震性を有している・建築基準法に定められた

20％増の耐風性又は建築基準法に定められた25％増の耐震性を有している] 

点数[                   ] 

（エ）建築物の内部設備等の損傷抑制に係る事項 

[建築物の揺れを抑える装置を導入し、建築物の全体において地震時及び強風時の内

部設備等の損傷抑制を図っている・建築物の揺れを抑える装置を導入し、建築物の一

部において地震時及び強風時の内部設備等の損傷抑制を図っている] 

点数[                   ] 

 

1） 指針策定の背景 

令和元年東日本台風（第19号）による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分に設置されていた高圧

受変電設備が冠水し、ライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生した。こうした建築物の浸水被害の発生を踏

まえ、ハザードマップ等で浸水区域の把握及び建物機能維持するため重要設備の設置階の考え方等浸水被害への備えを

基本計画段階から検討する必要がある。 

 

2） 配慮すべき事項 

自然災害リスクの軽減及び回避のために行う事項 

 

3） 評価基準 

段階3 表37から表40の点数の合計が７以上（表37を適用しない場合は４以上）であること。 

段階2 表37から表40の点数の合計が４以上７未満（表37を適用しない場合は３）であること。 

段階1 表37から表40の点数の合計が１以上４未満（表37を適用しない場合は１又は２）であること。 

建設地がハザードマップ等の公表情報により想定最大浸水深が把握できない地域の場合は、表 37 について適用しない

を選択する。また、段階3を取得するには表37から表40までの点数が4以上であることが必要である。 
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表37 浸水被害への備えに係る事項 

配慮の内容 点数 

次の①から③までに掲げる事項に適合している又は当該敷地が、浸水が想定されない敷地であること。ただし、建設地がハザー

ドマップ等の公表情報により想定最大浸水深が把握できない地域である場合は、この表を適用しない。点数２及び点数１について

も同様とする。 

① 想定最大浸水深を把握し、当該建築物において備える浸水深及び水防ラインを定め（想定最大浸水深未満の浸水深を設定

する場合は、地盤面から45cm以上であること。）、浸水を防ぐための備えを行っている。 

② 電気設備（受変電設備、自家発電設備、分電盤、それらに付随する設備機器（配電経路を含む。）その他機能継続を確保

する上で浸水を防止することが必要な設備機器をいう。）を想定最大浸水深以上の階高のフロア又は想定最大浸水深以上の

水防ラインによって浸水対策を行っている範囲内に設置している。 

③ 建築物の使用者（テナント、居住者等をいう。以下同じ。）が災害時に一時的に滞在するための場所（以下「使用者等一

時滞在場所」という。以下同じ。）及び防災備蓄倉庫その他これに類するものを設置している場合、これらを想定最大浸水

深以上の階高のフロア又は想定最大浸水深以上の水防ラインによって浸水対策を行っている範囲内に設置している。 

３ 

点数３①の事項に適合していること。 ２ 

当該建築物において備える浸水深及び水防ラインを定め（想定最大浸水深未満であり、かつ、地盤面から０cm 超 45cm未満であ

ること。）、浸水を防ぐための備えを行っていること。 
１ 

 

 

表38 雨水流出抑制に係る事項 

配慮の内容 点数 

雨水流出抑制施設（東京都雨水貯留・浸透施設技術指針（平成 21 年２月）又は当該建築物が所在する区市町村において定める

雨水の流出抑制を目的として設置する貯留施設及び浸透施設をいう。以下同じ。）の敷設により、次の①及び②の事項に適合する

こと。 

① 敷地面積１ha当たり1,000㎥の浸透・貯留量を確保している。 

② 当該建築物が所在する区市町村が雨水流出抑制に関する基準を定めている場合において、当該基準に適合する浸透・貯留

量を確保している。 

２ 

雨水流出抑制施設の敷設により、次の①及び②に適合すること。 

① 敷地面積１ha 当たり 500 ㎥の浸透・貯留量を確保している。 

② 当該建築物が所在する区市町村が雨水流出抑制に関する基準を定めている場合において、当該基準に適合する浸透・貯留量

を確保している。  

１ 

 

 

表 39 建築物自体の損傷抑制に係る事項 

配慮の内容 点数 

建築基準法に定められた 50％増の耐震性を有している。 ２ 

建築基準法に定められた 20％増の耐風性又は建築基準法に定められた 25％増の耐震性を有している。 １ 

 

 

表 40 建築物の内部設備等の損傷抑制に係る事項 

配慮の内容 点数 

建築物の揺れを抑える装置を導入し、建築物の全体において地震時及び強風時の内部設備等の損傷抑制を図っている。 ２ 

建築物の揺れを抑える装置を導入し、建築物の一部において地震時及び強風時の内部設備等の損傷抑制を図っている。 １ 
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4） 根拠書類 

・浸水被害への備えに係る事項は、建設地のハザードマップにおいて想定最大浸水深が確認できる図書、また、立面

図や平面図において浸水深さ及び水防ラインを設定したことが分かる図書、電気設備（受変電設備、自家発電設備、

分電盤、それらに付随する設備機器（配電経路を含む。）、その他機能継続を確保する上で浸水を防止することが必

要な設備機器）、使用者等一時滞在場所、防災備蓄倉庫の設置階がわかる図書をそれぞれ提出してください。 

・雨水流出抑制に係る事項は、「雨水流出抑制施設設置計画書」とその計算内訳を作成し、流出抑制施設の浸透・貯留 

量がわかる資料を提出する。 

以下、「雨水流出抑制施設設置計画書」の様式（東京都） 

 

図4-(1)-ア-1 「雨水流出抑制施設設置計画書」の様式（東京都） 

 

・建築物自体の損傷抑制に係る事項及び建築物の内部設備等の損傷抑制に係る事項は、その取り組みが確認できる設 

計図書を提出する。 

 

 

雨水流出抑制施設設置計画書

　　東京都知事　殿

申請者（施設設置者）

（所在地）

（会社名等）

（代表者等） 印

　１．事業または建築物名称

　２．設置場所

　３．規模･用途

　４．対象面積 ｈa

　５．流域および単位対策量 　　　　                   　　流域　　　　　　　　　　　　　　 ｍ3/ｈa

　６．雨水流出抑制対策必要量 ｍ3

　７．抑制対策施設の種類 　１．雨水貯留 ｍ3

　２．雨水浸透（浸透桝・浸透トレンチ等） ｍ3

　３．浸透舗装 ｍ3 

　４．植栽・芝生等 ｍ3

　５．その他 ｍ3

　合計 ｍ3

　８．連絡担当者

電話　　　（　　　　　）

（添付資料）

①案内図 ②計算書 ③排水施設計画図（平面図）
④構造図（流出抑制施設） ⑤配置図
⑥ポンプ等の仕様、制御確認資料
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5） 解説 

（ア）浸水被害への備えに係る事項 

（１）浸水深とは、洪水や内水氾濫によって、市街地や家屋、田畑が水で覆われることを浸水といい、その深さ（浸

水域の地面から水面までの高さ）を「浸水深」という。また、自治体が公表するハザードマップ等の情報によ

り、内水や外水氾濫による最大浸水深を確認する。想定最大浸水深の把握は、自治体が公表するハザードマッ

プ等の情報により、内水や外水氾濫による最大浸水深を確認する。 

（２）ハザードマップの見方、浸水（内水、外水氾濫）の考え方については、建設地の市町村（特別区を含む。以下

同じ。）が配布する印刷物又は当該市町村のホームページ等に掲載されたものをダウンロードし、確認する。 

 

 

 

 

 

 

図4-(2)-ア-2 ハザードマップの見方 

出展：港区浸水ハザードマップ 

https://www.city.minato.tokyo.jp/dobokukeikaku/bosai-anzen/bosai/shinsui/hazard-map/index.html 

  

浸水が想定されない敷地（無色） 

古川氾濫による浸水深さ 

内水（雨水）による浸水深さ 

荒川氾濫による浸水深さ 

https://www.city.minato.tokyo.jp/dobokukeikaku/bosai-anzen/bosai/shinsui/hazard-map/index.html
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（３）水防ラインの考え方 

水防ラインとは、浸水を防止することを目標とし 

て設定するライン。対象建築物（建築物の外周や敷 

地）等を囲むように水防ラインを設定し、ライン上 

の全ての浸水経路において、止水板等を設置するこ 

とで、ラインに囲まれた部分への浸水を防止し、電 

気設備の浸水リスクを低減することができる。建築 

物の周囲に水防ラインを設定し、水防ラインに沿っ 

て切れ目なく浸水対策を講じることにより、水槽ラ 

イン外からの浸水を防ぐことができる。 

 

 

 

 

                          

図4-(2)-ア-3 水防ラインのイメージ 

出展：国土交通省：建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000132.html 

 

（４）想定最大浸水深未満の浸水深を設定する場合、地盤面から45cm以上であることの意味について 

想定最大浸水深（年超過確率1/1000以上の降雨を想定）が45cm以上であっても、一般的に発生しやすい床下 

浸水のレベルである45cmの水防ラインを設けることにより、想定最大よりも高頻度（年超過確率1/50など）で 

発生する水害に対応できる可能性が高いことから、最低45cmの水防ラインを設けることに意義があると考えら 

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-(2)-ア-4 想定最大浸水深45cmのイメージ 

  

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000132.html
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（イ）雨水流出抑制に係る事項 

（１）雨水浸透施設を設置することで、地下水の涵養を促進するとともに下水道へ流入する雨水が減少し、河川の氾

濫を防止することができる。また、雨水吐口からの越流水の減少により河川の水質改善効果もある。 

（https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/a3/shinsui_zero/） 

（２）「東京都雨水浸透指針（平成13年東京都告示第981号）」では、雨水浸透施設等の規模は原則として年間降水量  

の80％程度（降雨強度が１時間当たり10ｍｍ程度）の雨水を確実に地下浸透させることを目標に設定してい 

る。 

（３）雨水浸透施設を設置するにあたっては、その構造や規模について各区市町村の開発担当部署およびその関係機 

関と協議のうえ、検討する。 

 

（ウ）建築物自体の損傷抑制に係る事項 

（１）建築物基準法に定められた 50％増の耐震性を有するためには、「住宅の品質確保に関する法律」を参考に、稀

に（数十年に一度程度）発生する地震による力の1.5倍の力に対して損傷を生じない耐震性を有する必要があ

る。 

（２）建築物基準法に定められた 25％増の耐震性を有するためには、「住宅の品質確保に関する法律」を参考に、稀

に（数十年に一度程度）発生する地震による力の1.25倍の力に対して損傷を生じない耐震性を有する必要があ

る。 

また、建築基準法に定められた20％増の耐風性を有するためには、きわめて稀に（500年に一度程度）発生する

暴風による力の 1.2 倍の力に対して倒壊や崩壊等せず、稀に（50 年に一度程度）発生する暴風による力の 1.2

倍の力に対して損傷を生じない程度を示す必要がある。 

なお、極めて稀に（500年に一度程度）発生する暴風による力とは、たとえば、東京近郊の住宅地を想定した場

合、高さ10ｍの位置で平均風速が約35m/s、瞬間最大風速が約50ｍ/ｓの暴風に相当する。 

稀に（50年に一度程度）発生する暴風による力とは、たとえば、東京近郊の住宅地を想定した場合、高さ10ｍ

の位置で平均風速が約30m/s、瞬間最大風速が約45ｍ/ｓの暴風に相当する。 

 

（エ）建築物の内部設備等の損傷抑制に係る事項 

   免震・制震・制振装置といった揺れを抑える装置を導入することによって、地震時・強風時の内部設備保護が図

られている範囲に基づき行う。この保護が図られている範囲が建物全体の場合を「建築物の揺れを抑える装置を導

入し、建築物の全体において地震時及び強風時の内部設備等の損傷抑制を図っている」に該当する。また部分のみ

の場合は、「建築物の揺れを抑える装置を導入し、建築物の一部において地震時及び強風時の内部設備等の損傷抑制

を図っている」に該当する。部分のみの対策例として、サーバールームのみを部分免震にする等がある。 

 

  

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/a3/shinsui_zero/
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細区分 イ 自然災害発生時の対応力向上 

取組状況 評価基準の適用 取組状況の評価 

（ア）災害時用の自家発電設備等の設置に係る事項 

[系統電力の停電時に使用者等一時滞在場所への電力供給するための自家発電設

備（再エネ発電設備を除く。）を備えている・自家発電設備が、防災計画やBCP等

における系統電力の停電時の電力供給を踏まえた発電出力を備え、当該設備の運

転のための措置を講じている・建築物等に再エネ発電設備、蓄電池、V2B充放電設

備又は V2H 充放電設備のうちいずれかを設置し、系統電力の停電時に当該設備に

より、使用者等一時滞在場所へ電力供給する仕組みを導入している] 

自家発電設備の種類[ ] 

自家発電設備の容量[ ] 

自家発電設備の燃料の種類[ ] 

蓄電池の容量[ ] 

点数[                   ] 

 段階3 

段階2 

段階1 

段階未満 

記載を省略 

 

（イ）災害時の建物機能維持に係る事項 

[貯水槽や貯湯式給湯器等、断水時に水を使用することができる設備を備えてい

る・平時に利用する雑用水を災害時にも利用できる仕組みを備えている・平時に

使用するトイレを災害時にも利用できる仕組みを備えている・使用者等一時滞在

場所において、災害時に開閉可能な窓や換気口を備えている・防災計画や BCP 等

により、使用者等一時滞在場所及び防災備蓄倉庫を確保している] 

貯水設備の種類[ ] 

災害時利用ができるトイレの数[ ] 

点数[                   ] 

（ウ）災害時の地域貢献に係る事項 

[一時滞在施設を設け、当該施設の災害時使用等について、当該建築物が所在する

区市町村と協定等を締結している・一時滞在施設の滞在者のための防災備蓄倉庫

を確保している・系統電力の停電時において、一時滞在施設を72時間運営するた

めに必要な自家発電設備及び当該設備の運転のための措置を講じている・建築物

の使用者及び帰宅困難者へ災害情報を提供するための無線 LAN、デジタルサイネ

ージ、館内放送設備等を備えている] 

点数[                   ] 

 

1） 指針策定の背景 

東日本大震災により、都内においても様々な混乱が発生した。国土交通省では、平成 25～28 年度にかけて「災害拠

点建築物の機能継続技術の開発」を実施し、災害時に建物機能を維持するために必要な様々な 技術開発や調査を行って

きた。 

震災を契機にこれまでの防災対策の在り方が問われており、東京においても防災力を向上させるため、防災拠点等と

なる建築物が自然災害に見舞われた時、機能継続を図るにあたり地域防災計画やＢＣＰ（業務継続計画）等に基づき災

害時に果たすべき役割に応じて、機能継続が必要となる。 

機能継続に係る評価基準を設定することで、機能継続に係る技術的要件を明確化し自然災害発生時の対応力向上につ

なげるものである。 

 

2） 配慮すべき事項 

   災害時の対応力向上のために行う事項 
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3） 評価基準  

 段階3 表41から表43までによる点数の合計が７以上 

(延床面積10,000㎡未満の建築物にあっては５以上）であること。 

 段階2 表41から表43までによる点数の合計が４以上７未満 

（延床面積10,000㎡未満の建築物にあっては３以上５未満）であること。 

 段階1 表41から表43までによる点数の合計が１以上４未満 

（延床面積10,000㎡未満の建築物にあっては１以上３未満）であること。 

 

表41 災害時用の自家発電設備等の設置に係る事項 

配慮の内容 点数 

次の①から③までに掲げる事項に適合していること。 

①系統電力の停電時に使用者等一時滞在場所への電力供給（照明及び電源コンセントを使用するこ

とができる電力供給をいう。）するための自家発電設備（再エネ発電設備を除く。）を備えてい

る。 

②①の自家発電設備が、防災計画やＢＣＰ等における系統電力の停電時の電力供給を踏まえた発電

出力を備え、当該設備の運転のための措置（使用者等一時滞在場所を72時間程度使用するため

に必要な燃料保管場所の確保その他これに類する措置をいう。）を講じている。 

③建築物等に再エネ発電設備、蓄電池、Ｖ２Ｈ充放電設備又はＶ２Ｂ充放電設備のいずれかを設置

し、系統電力の停電時に当該設備により、使用者等一時滞在場所へ電力供給（電源コンセントを

使用することができる電力供給をいう。）する仕組みを導入している。 

３ 

点数３①の事項に適合しかつ、点数３②又は③の事項のいずれかに適合していること。 ２ 

点数３①又は③の事項のいずれかに適合していること。 １ 

         

表42 災害時の建物機能維持に係る事項 

配慮の内容 点数 

次の①から③までに掲げる事項に適合していること。 

①貯水槽や貯湯式給湯器等、断水時に水を使用することができる設備を備えて 

 いる。 

②平時に利用する雑用水を災害時にも利用できる仕組みを備えている。 

③平時に使用するトイレを災害時にも利用できる仕組みを備えている。 

２ 

 使用者等一時滞在場所において、災害時に開閉可能な窓や換気口を備えていること。 １ 

 防災計画やＢＣＰ等により、使用者等一時滞在場所及び防災備蓄倉庫を確保している 

 こと。 
１ 

 

表43 災害時の地域貢献に係る事項 

配慮の内容 点数 

次の①から③までに掲げる事項に適合していること。 

①建築物の使用者以外の帰宅困難者（災害時に徒歩で帰宅することが困難な者をいう。以下同じ。）

を一時的に受け入れる施設（以下「一時滞在施設」という。）を設け、当該施設の災害時使用等に

ついて、当該建築物が所在する区市町村と協定等を締結している。 

②一時滞在施設の滞在者のための防災備蓄倉庫を確保している。 

③系統電力の停電時において、一時滞在施設を72時間運営するために必要な自家発電設備及び当該

設備の運転のための措置（72時間継続して運転するために必要な燃料保管場所の確保その他これ

に類する措置をいう。）を講じている。 

２ 

  建築物の使用者及び帰宅困難者へ災害情報を提供するための無線ＬＡＮ、デジタルサイネージ、

館内放送設備等を備えていること。 
１ 
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4） 根拠書類 

取組の内容が分かる図面又は設計図書を提出する。 

（想定される滞在者数を考慮した防災備蓄量の算定根拠、一時滞在施設を 72 時間運営するための燃料保管場所がわ

かる図面及び使用者等一時滞在場所への電力供給がわかる資料（ケーブルルート等）については、とくに完了時におい

て求めるものとする。） 

 

5） 解説    

（ア）災害時用の自家発電設備等の設置に係る事項 

電力供給の途絶時においても、対象建築物に必要な電力を確保する手段として、必要時間運転が可能な 保安

負荷用電源、十分な防災用燃料の備蓄、系統電源供給の多重化、外部電源車の接続・可搬型発電機等の代替品の

活用、負荷を任意に切り替えることができる配電系統の設定等が挙げられる。  

    EV の災害時における電力インフラとしての活用として、自然災害発生時や停電時、EV に充電した電気を建物

などに送ることで、非常用の電源にもなり得ることが期待されている。 

 

（イ）災害時の建物機能維持に係る事項 

    大地震が発生後、およそ72時間は、救命救助活動を通じて1人でも多くの命を救うことが最優先となる。移動

や屋外で被災した帰宅困難者については、一時滞在施設で待機する必要がある。その施設では、大人数の被災者

が滞在するため、開閉可能な窓や換気口を設置し、数日間の滞在に備えるため、防災備蓄倉庫の確保が必要とな

る。 

 

（ウ）災害時の地域貢献に係る事項 

建築物の使用者及び帰宅困難者に対し、災害情報を提供するため、無線LANやデジタルサイネージ、館   内

放送設備等を備えておく必要があり、発信する情報として、設置場所の状況に応じた安全確保のための情報、一

斉帰宅抑制のための情報、安全な避難を支援する情報、帰宅支援のための情報等が挙げられる。 
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建築物環境計画書の評価項目とCASBEE評価項目の関連 

 次の表に建築物環境計画書の評価項目とCASBEE評価項目の関連を示す。 

 

表27 東京都建築物環境計画書の評価項目とCASBEE評価項目の関連一覧表 

分野 区分 細区分（評価項目） 関連するCASBEE評価項目 

１ エネ

ルギー

の使用

の合理

化及び

再生可

能エネ

ルギー

への転

換 

（１）建築物の

熱負荷の低

減 

ア 建築物外皮の熱負荷抑制 LR1.エネルギー 

１．建物外皮の熱負荷抑制 

（２）再生可能

エネルギー

の利用 

ア 再生可能エネルギーの直接利

用 

LR1.エネルギー 

２．自然エネルギー利用 

イ 再生可能エネルギーの変換利

用 
－ 

ウ 電気の再エネ化率 － 

（３）省エネル

ギーシステ

ム 

ア 設備システムの高効率化 LR1.エネルギー 

３．設備システムの高効率化 

（４）地域にお

ける省エネ

ルギー 

ア エネルギーの面的利用 

－ 

（５）エネルギ

ーマネジメ

ント 

ア 最適運用のための予測、計測、

表示等及びエネルギーの需給調

整を最適化する機能の導入 

LR1.エネルギー 

４．効率的運用 

  4.1 モニタリング 

２ 資源

の適正

利用 

（１）持続可能

な低炭素資

材等の利用 

ア 躯体材料における低炭素資材

等の利用 

LR2.資源・マテリアル 

２．非再生性資源の使用量削減 

  2.2 既存建築躯体等の継続使用 

   2.3  躯体材料におけるリサイクル材の使用 

  2.5 持続可能な森林から産出された木材 

イ 躯体材料以外における低炭素

資材等の利用 

LR2.資源・マテリアル 

２．非再生性資源の使用量削減 

2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使

用 

2.5 持続可能な森林から産出された木材 

ウ 持続可能な型枠の利用 － 

エ オゾン層の保護及び地球温暖

化の抑制 

LR2.資源・マテリアル 

３．汚染物質含有材料の使用回避 

3.2 フロン・ハロンの回避 

3.2.2 発泡剤（断熱材等） 

3.2.3 冷媒 

（２）建設に係

る環境負荷

低減への配

慮 

ア 建設時 CO2 排出量の把握・削

減 

－ 

イ 建設副産物の有効利用及び適

正処理 

－ 

（３）長寿命化

等 

ア 維持管理、更新、改修、用途の

変更等の自由度の確保及び建設

資材の再使用対策 

LR2.資源・マテリアル 

２．非再生性資源の使用量の削減 

2.6 部材の再利用可能性向上への取組み 

イ 躯体の劣化対策 

 

Q2.サービス性能 

２．耐用性・信頼性 
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 2.2 部品・部材の耐用年数 

2.2.1 躯体材料の耐用年数 

（４）持続可能

な水の利用 

ア 雑用水利用 LR2.資源・マテリアル 

１．水資源保護 

1.2 雨水利用・雑排水等の利用 

1.2.1 雨水利用システム導入の有無 

1.2.2 雑排水等利用システム導入の有無 

イ 水使用の合理化 LR2.資源・マテリアル 

１．水資源保護 

1.1 節水 

３ 生物

多様性

の保全 

（１）水循環 ア 雨水浸透 － 

（２）緑化 ア 緑の量の確保 － 

イ 生きものの生息生育環境に配

慮した樹木の確保 

Q3室外環境（敷地内） 

１．生物環境の保全と創出 

Ⅳ 緑の質の確保 

１）生態系に悪影響を及ぼす外来種に関する対策 

 

ウ 生きものの生息生育環境に配

慮した緑地等の形成 

Q3室外環境（敷地内） 

１．生物環境の保全と創出 

Ⅳ 緑の質の確保 

 ３）植栽条件に応じた適切な緑地づくり 

 

エ 植栽による良好な景観形成 Q3室外環境（敷地内） 

２．まちなみ・景観への配慮 

 ２）植栽による良好な景観形成 

オ 生きものの生息生育環境等に

配慮した維持・管理・利用 

Q3室外環境（敷地内） 

１．生物環境の保全と創出 

Ⅴ 生物資源の管理と利用 

 １）緑地等の維持管理に必要な設備ならびに管理

方針の設定 

 ４）自然に親しめる環境や施設等の確保 

４ 気候

変動へ

の適応 

（１）ヒートア

イランド対

策 

ア 建築物等からの熱の影響の低

減 

LR3敷地外環境 

２．地球環境への配慮 

2.2 温熱環境悪化の改善 

II 敷地外への熱的な影響を低減する対策 

     ２）風下となる地域への風通しに配慮

し、敷地外への熱的な影響を低減する 

イ EV及びPHV用充電設備の設置 － 

（２）自然災害

への適応 

ア 自然災害リスクの軽減及び回

避 

R3敷地外環境 

２．地球環境への配慮 

2.3 地域インフラへの負荷抑制 

 2.3.1 雨水排水負荷低減 

イ 自然災害発生時の対応力向上 － 



 

 

さらに詳細を聞きたい点や不明な点がありましたら、ヘルプデスクにお問い合わせください。 

 

≪届出の提出先・問合せ先≫                   

東京都建築物環境計画書制度ヘルプデスク 

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第二本庁舎20階 

電話番号：０３－５３２０－７８７９（直通） 

建築物環境計画書制度システム：https://green-building-pgm.metro.tokyo.lg.jp/KSA00101 
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